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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 発議第 １ 号 美幌町議会会議規則の一部を改正する規則制定について 

 日程第 ５ 諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第 ６ 諮問第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第 ７ 議案第 ６ 号 令和５年度美幌町一般会計補正予算（第１４号）について 

 日程第 ８ 議案第 ７ 号 令和５年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

              について 

 日程第 ９ 議案第 ８ 号 令和５年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

              いて 

 日程第１０ 議案第 ９ 号 令和５年度美幌町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 日程第１１ 議案第１０号 令和５年度美幌町公共下水道事業会計補正予算（第４号）に 

              ついて 

 日程第１２ 議案第１１号 令和５年度美幌町個別排水処理事業会計補正予算（第４号） 

              について 

 日程第１３ 議案第１２号 令和５年度美幌町病院事業会計補正予算（第５号）について 

 日程第１４ 議案第１３号 美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例等の一部を改 

              正する条例制定について 

 日程第１５ 議案第１４号 美幌町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定 

              について 

 日程第１６ 議案第１５号 美幌町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

              制定について 

 日程第１７ 議案第１６号 美幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

              る条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１８ 議案第１７号 美幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

              関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１９ 議案第１８号 美幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第２０ 議案第１９号 美幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

              に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第２１ 議案第２０号 美幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

              及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護 

              予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

              の一部を改正する条例制定について 

 日程第２２ 議案第２１号 美幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

              介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

              に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につ 

              いて 

 日程第２３ 議案第２２号 美幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

              準等を定める条例の一部を改正する条例制定について 
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 日程第２４ 議案第２３号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

              備に関する条例の制定について 

 日程第２５ 議案第２４号 美幌町犯罪被害者等支援条例の制定について 

 日程第２６ 議案第２５号 美幌町網走川中央地区畑地かんがい用水施設条例の制定につ 

              いて 

 日程第２７ 議案第２６号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関 

              する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

              ついて 

 日程第２８ 議案第２７号 指定管理者の指定について（美幌町あさひ体育センター及び 

              美幌町テニスコート） 

 日程第２９ 議案第２８号 指定管理者の指定について（美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

 日程第３０ 議案第２９号 令和６年度美幌町一般会計予算について 

 日程第３１ 議案第３０号 令和６年度美幌町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第３２ 議案第３１号 令和６年度美幌町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第３３ 議案第３２号 令和６年度美幌町介護保険特別会計予算について 

 日程第３４ 議案第３３号 令和６年度美幌町水道事業会計予算について 

 日程第３５ 議案第３４号 令和６年度美幌町公共下水道事業会計予算について 

 日程第３６ 議案第３５号 令和６年度美幌町個別排水処理事業会計予算について 

 日程第３７ 議案第３６号 令和６年度美幌町病院事業会計予算について 

              （令和６年度町政執行方針） 

              （令和６年度教育行政執行方針） 

 日程第３８ 一般質問   １番 木 村 利 昭 君 

              ８番 藤 原 公 一 君 

 

○出席議員 

     １番 木 村 利 昭 君  副議長 ２番 馬 場 博 美 君 

     ３番 横 山 清 美 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 宮 崎 奈津江 君      ６番 上 杉 晃 央 君 

     ７番 稲 垣 淳 一 君      ８番 藤 原 公 一 君 

     ９番 伊 藤 伸 司 君     １０番 吉 住 博 幸 君 

    １１番 大 江 道 男 君     １２番 松 浦 和 浩 君 

    １３番 大 原   昇 君  議長 １４番 戸 澤 義 典 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美  幌  町  長 平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  農 業 委 員 会 

  会     長 
千 葉 正 美 君 

選挙管理委員会 
委    員    長 

早 田 眞 二 君 
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   監 査 委 員  西 村 与志博 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

 

○議会事務局出席者 

 事 務 局 長         小 室 保 男 君   次     長  小 室 秀 隆 君 

庶 務 係 長  村 田   剛 君   議 事 係         金 子 未 准 君 

 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        那 須 清 二 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 遠 國   求 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        横 山 聖 二 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 多 田 敏 明 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

地方創生担当主幹 
デジタル推進主幹 

竹 下   護 君 財 務 課 長 吉 田 善 一 君 

町民活動課長 佐久間 大 樹 君 
戸籍保険課長  
選挙管理委員会事務局長 

佐々木   斉 君 

税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 社会福祉課長 水 上 修 一 君 

児童支援主幹 大 内 直 樹 君 保健福祉課長 立 花 良 行 君 

農林政策課長  

農業委員会事務局長 
橋 本   勝 君 耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 

農業振興主幹 午 来   博 君 商工観光課長 鶴 田 雅 規 君 

建 設 課 長 森 口 尚 博 君 建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 

建築技術主幹 廣 田 吉 輝 君 環境管理課長 影 山 俊 幸 君 

上下水道課長 石 山 隆 信 君 病院総務課長 以 頭 隆 志 君 

地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 事務連絡室次長 藤 田 静 思 君 

教 育 部 長 遠 藤   明 君 学校教育課長 中 尾   亘 君 

学校給食課長 片 平 英 樹 君 社会教育課長 浅 野 謙 司 君 

スポーツ振興課長 弓 山   俊 君 博 物 館 課 長 鬼 丸 和 幸 君 

監査委員事務局長 小 室 保 男 君 監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君 
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       午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（戸澤義典君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和６

年第３回美幌町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の氏名 

○議長（戸澤義典君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番横山清美さん、４番髙

橋秀明さんを指名します。 

─────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（戸澤義典君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

 去る２月２７日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和６年

第３回美幌町議会定例会の開会に当たり、

去る２月２７日、議会運営委員会を開催い

たしましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

 本日、５日、第１日目は、初めに町長か

ら行政報告を受けます。その後、発議第１

号美幌町議会会議規則の一部を改正する規

則制定についてを審議します。 

 続いて、諮問第１号人権擁護委員候補者

の推薦についてから、議案第１２号令和５

年度美幌町病院事業会計補正予算（第５

号）についてまでを審議します。 

 令和５年度関連議案の審議後に、令和６

年度関連議案であります議案第１３号美幌

町会計年度任用職員の給与等に関する条例

等の一部を改正する条例制定についてか

ら、議案第３６号令和６年度美幌町病院事

業会計予算についてまでの２４件を一括上

程した後、町長から町政執行方針、教育長

から教育行政執行方針を受けます。 

 その後、一般質問に入りますが、通告順

に、木村利昭さん、藤原公一さんの２名を

予定しています。 

 ２日目、６日は、前日に引き続き一般質

問を行い、馬場博美さん、大原昇さん、松

浦和浩さん、横山清美さん、大江道男さん

の５名を予定しています。 

 ３日目、７日は、前日に引き続き一般質

問を行い、稲垣淳一さん、私、上杉晃央、

髙橋秀明さん、伊藤伸司さん、宮崎奈津江

さん、吉住博幸さんの６名を予定していま

す。 

 ４日目、８日は、令和６年度関連議案の

説明を受けます。 

 ５日目、９日土曜日及び６日目、１０日

日曜日は、休日休会となります。 

 ７日目、１１日及び８日目、１２日は、

本会議を休憩し、各議員が議案の疑問点整

理を行います。 

 ９日目、１３日及び１０日目、１４日

は、各議員が議案の疑問点を整理し、資料

を要求したものに対して関係部局が資料を

作成するため、議決休会とします。 

 １１日目、１５日は、令和６年度関連議

案の質疑を行います。 

 １２日目、１６日土曜日及び１３日目、

１７日日曜日は、休日休会となります。 

 １４日目、１８日から１５日目、１９日

は、１１日目、１５日に引き続き、令和６

年度関連議案の質疑を行います。 

 １６日目、２０日祝日、春分の日は、休

日休会となります。 

 １７日目、２１日は、１５日目、１９日

に引き続き、令和６年度関連議案の質疑を

行います。質疑終了後、本会議を休憩し、

会派等による審議を行います。その後、本

会議を再開し、令和６年度関連議案の表決

を行った後、報告案件などを予定していま

す。 

 次に、本定例会において、団体から陳情
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及び意見書の提出を求める要請を４件受理

していますので、その取扱いについて報告

いたします。 

 美幌町農民同盟からの将来にわたり持続

可能な農業の実現を図る食料・農業・農村

基本法改正等に関する意見書提出を求める

陳情について意見書を作成し、国等の関係

機関へ提出することにいたします。 

 なお、靖国神社国営化阻止道民連絡会議

からの日本国憲法の尊重・擁護に関する要

請、北海道を明るくする会からの政党機関

紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳

情、農民運動北海道連合会からの食料自給

率向上を政府の法的義務とすることを求め

る意見書提出の陳情については、資料配付

の措置といたしました。 

 以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日３月５日から３月２１日までの

１７日間としますが、議案審議の進行状況

によっては日程を順次繰り上げることなど

調整することもありますので、御承知おき

願います。 

 本定例会は、新年度予算を審議する重要

な定例会であり、会期１７日間の長丁場と

なりますが、慎重なる審議に皆さんの協力

をお願いするとともに、行政職員の皆さん

には真摯な答弁と対応を申し上げて、議会

運営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から３月２１日までの１７日間とし、疑問

点整理及び資料作成に要する日程を確保す

るため、３月１３日及び１４日の２日間を

休会とすることについてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議会運営委員会委員長の報告のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、会期は本日から３月２１日

までの１７日間とし、３月１３日及び１４

日の２日間を休会とすることに決定しまし

た。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（戸澤義典君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（小室保男君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

付しておりますので、御了承願います。 

 なお、早田選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、所用のため明日以降、西

村監査委員、所用のため３月１１日、１２

日及び１５日を欠席の旨、それぞれ届出が

ありました。 

 また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

 なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（戸澤義典君） 日程第３ 行政報

告について。 

 町長から行政報告があります。 

 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日ここ

に、令和６年第３回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明を申し上げます。 
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 行政報告といたしましては、第１に御寄

贈についてであります。 

 去る令和５年１１月１４日、東京都八王

子市にお住まいの前川貴行様から、動物写

真パネル３０４点（９,１６４万３,８００

円相当）を、令和５年１１月１８日、札幌

市豊平区にお住まいの岸本匠様から、芸術

文化の振興に役立てていただきたいと、油

彩絵画３点（４５０万円相当）を御寄贈い

ただいたところであります。 

 御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいりたいと存じます。 

 第２に、２０２３ケンブリッジ公式訪問

団の派遣結果についてであります。 

 昨年１１月２０日から２６日までの日程

で、私を含め公式訪問団として８名が、本

町の友好姉妹都市でありますニュージーラ

ンドワイパ地区ケンブリッジを訪問してま

いりました。 

 今回の訪問は、一昨年、友好姉妹都市協

定締結２５周年を迎えるに当たり、ケンブ

リッジから招待を受け、訪問団を派遣した

ものであります。コロナ禍で１年訪問が遅

れましたが、共に協定締結２５周年を祝

い、友好関係のさらなる発展を確認するこ

とができました。 

 訪問中は、美幌高校から留学生を派遣し

ているケンブリッジ高校を視察し、関係者

の皆さんと意見交換をする中で、子供たち

にとって留学という経験がいかに有意義で

あるかを再確認したところであります。 

 また、ケンブリッジ市街やワイパ郡市庁

舎、議事堂などを視察したほか、世界でも

屈指の自然保護地区であるマンガタウタリ

では、ニュージーランドの自然保護に対す

る徹底した取組を学び、歓迎レセプション

と公式晩さん会では、小学校高学年による

ニュージーランドの先住民族マオリの伝統

的な踊りであるハカを披露していただき、

訪問団としても日本文化やアイヌ文化を紹

介するなど文化交流の貴重な機会となりま

した。 

 今回の訪問により、スーザン・オレガン

ワイパ地区市長、ジョー・デイビス・コリ

ー地域委員会議長をはじめ議員の皆様、ホ

ストファミリーや交流に関わっている皆様

と交流を深めたことに加え、ニュージーラ

ンド姉妹都市協会ともつながりを持つこと

ができたことは、本町の国際交流にとって

大きなメリットになると感じております。

さらに、公式晩さん会の挨拶の中で、市長

に、来年、美幌町にお越しいただきたいと

お伝えしたところです。 

 今回、訪問団に若いメンバーを加えたこ

とで、両町の友好関係を将来につなげる意

味でも意義のある訪問でありました。町と

町のつながりに加え、広がりを見せた個と

個のつながりにより、新たな展開に発展す

ることを期待しつつ、町としましても美幌

の未来を担う子供たちが留学することによ

って、多感な時期だからこそ得られる貴重

な経験の機会を広げるべく、高校生留学事

業の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 今後におきましても、ケンブリッジとの

末永い交流に努めてまいりたいという思い

を新たに帰町した次第であります。 

 次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

 まず、令和５年度に関わる案件といたし

ましては、人事案件について。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、加藤幸恵氏が本年６月３０日を

もって任期満了となることから、引き続き

加藤幸恵氏を推薦いたしたく御意見を賜り

たいのであります。 

 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、人権擁護委員のうち、欠員とな

っている１名について、新たに小西守氏を

推薦いたしたく御意見を賜りたいのであり

ます。 

 令和５年度各会計補正予算について。 

 （１）一般会計の主な内容としては、物

価高騰対策に係る住民税均等割のみ課税世



－ 7 － 

帯への給付金として５,５９１万４,０００

円を、同じく、住民税非課税世帯及び住民

税均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対す

る加算給付金として１,８７５万８,０００

円の増額をはじめ、事務事業の確定に伴う

整理、繰越明許費の設定、債務負担行為及

び地方債の変更などを行おうとするもので

あります。 

 （２）特別会計及び企業会計の主な内容

としては、国民健康保険特別会計について

は、直営診療施設繰出金の増額などを、介

護保険特別会計については、介護保険法改

正対応システム改修委託料の増額などを、

水道事業会計については、水道施設等耐震

化事業送水管等の確定に伴う建設改良費の

減額などを、公共下水道事業会計について

は、下水終末処理場整備事業等の確定に伴

う建設改良費の減額などを、個別排水処理

事業会計については、個別浄化槽設置工事

費の確定に伴う減額などを、病院事業会計

については、検査薬等購入数量の増及び価

格高騰に伴う薬品費の増額のほか、事務事

業の確定に伴う予算の整理をそれぞれ行お

うとするものであります。 

 次に、令和６年度に係る案件としまして

は、条例の制定について。 

 議案第１３号美幌町会計年度任用職員の

給与等に関する条例等の一部を改正する条

例制定については、令和５年度の人事院勧

告に基づく国家公務員の給与改定に準じ

て、会計年度任用職員の給料表の水準を引

き上げるとともに、期末手当の支給割合を

改定しようとするものであります。 

 また、地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴い、会計年度任用職員に勤勉手

当を新たに支給する改正を行うとともに、

勤勉手当の支給に伴い美幌町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正しようとす

るものであります。 

 議案第１４号美幌町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

は、全国的な物価上昇に伴い、宿泊料金や

車賃等が上昇していることから、職員等の

旅費に係る支給額を実勢に合わせて改定す

るとともに、宿泊料については、新たに祝

休前日の料金加算を設ける改正を行おうと

するものであります。 

 議案第１５号美幌町子ども医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例制定につ

いては、子ども医療費助成の対象年齢を、

現在の１５歳に到達した年度から１８歳に

到達した年度まで引き上げるとともに、所

得制限を撤廃し、医療費無償化の対象範囲

を拡大するための改正を行おうとするもの

であります。 

 議案第１６号美幌町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定については、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する内閣府令の公布に伴い、

保育施設の職員の配置基準の改正を行おう

とするものであります。 

 議案第１７号美幌町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

については、特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準の一部を改

正する内閣府令及び母体保護法施行規則等

の一部を改正する内閣府令が公布されたこ

とに伴い、特定教育・保育施設の運営規程

の概要等の重要事項について、書面だけで

なくインターネットを利用して広く公衆の

閲覧に供するとともに、こども家庭庁が設

立し一部の事務が所管替えとなったことか

ら、所管大臣を変更するなどの改正を行お

うとするものであります。 

 議案第１８号美幌町介護保険条例の一部

を改正する条例制定については、介護保険

事業計画の策定に伴い、介護保険料などの

改定を行おうとするものであります。 

 議案第１９号美幌町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制
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定について、議案第２０号美幌町指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について、議案第

２１号美幌町指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例制定について及び議案第２２号美

幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例制定については、介護保険法

の改正に伴い、国の基準省令がそれぞれ改

正されたことから、所要の改正を行おうと

するものであります。 

 議案第２３号地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定については、地方自治法の一

部改正により、公金事務の私人への委託に

関する制度が見直されたことに伴い、病院

事業、水道事業、公共下水道事業、個別排

水処理事業の設置等に関する条例について

の引用する条項の整備を行う条例を制定し

ようとするものであります。 

 議案第２４号美幌町犯罪被害者等支援条

例の制定については、犯罪被害者等基本法

に基づき、犯罪被害者に対する理解を深

め、共に支え合い安全で安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現に寄与し、本町

における犯罪被害者の支援を推進していく

ため新たに条例を制定しようとするもので

あります。 

 議案第２５号美幌町網走川中央地区畑地

かんがい用水施設条例の制定については、

土地改良事業で整備した畑地かんがい用水

施設について、施設管理を適正に運営する

ための取扱い等について、新たに条例を制

定しようとするものであります。 

 議案第２６号生活衛生等関係行政の機能

強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定については、水道法による権限が厚

生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣

に移管されることに伴い、水道事業布設工

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例及び

水道給水条例の整備を行う条例を制定しよ

うとするものであります。 

 議案第２７号美幌町あさひ体育センター

及び美幌町テニスコート及び議案第２８号

美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センターについては、令

和６年３月３１日に指定期間が満了するこ

とから、引き続き、特定非営利活動法人美

幌町スポーツ協会を指定管理者に指定しよ

うとするものであります。 

 なお、令和６年度各会計予算につきまし

ては、後ほど、令和６年度町政執行方針に

おいて総括的に御説明の上、各議案につき

まして、逐次、御説明を申し上げますの

で、慎重なる御審議の上、原案に御協賛を

賜りますようお願いを申し上げまして、行

政報告と提出案件の概要説明といたしま

す。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（戸澤義典君） これで、行政報告

を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第４ 発議第１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第４ 発議第

１号美幌町議会会議規則の一部を改正する

規則制定についてを議題とします。 

 直ちに、提案理由の説明を求めます。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君）〔登壇〕 議案書４

ページをお開き願います。 

 発議第１号美幌町議会会議規則の一部を

改正する規則制定について、提案理由の説

明をいたします。 

 今回の規則改正は、発言の要求について

改正をするものであります。 

 発言の要求については「会議において発

言しようとする者は、起立して議長と呼
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び、自己の議席番号を告げ」と規定されて

おりますが、挙手をして「議長」と呼び、

自己の議席番号を告げている実態に即し

て、第５１条第１項中の「起立」を「挙

手」に、第２項中の「２人以上起立」を

「２人以上挙手を」に、「先起立者」を

「先挙手者」にそれぞれ改めるものであり

ます。 

 施行日は、公布の日からであります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、発議第１号美幌町議会会議規

則の一部を改正する規則制定についてを採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第５ 諮問第１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第５ 諮問第

１号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（平野浩司君） 議案９ページをお

開きいただきたいと思います。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明申し上げます。 

 人権擁護委員加藤幸恵氏は、令和６年６

月３０日をもって任期満了となるので、次

の者を候補者として推薦いたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものでございます。 

 氏名、加藤幸恵氏。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、諮問第１号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、諮問のとおりに適任とする意見

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本件は適任と答申すること

に決定しました。 

─────────────────── 

◎日程第６ 諮問第２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第６ 諮問第

２号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

 直ちに、提出者の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（平野浩司君） 議案の１０ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明を申し上げます。 

 人権擁護委員は、人権擁護委員法第３条

の規定による人権擁護委員のうち、欠員と

なっている１名について、次の者を候補者

として推薦いたしたく、同法第６条第３項

の規定により議会の意見を求めるものでご

ざいます。 

 氏名、小西守氏。 

 住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を
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行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、諮問第２号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、諮問のとおり適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本件は適任と答申すること

に決定しました。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（戸澤義典君） 日程第７ 議案第

６号令和５年度美幌町一般会計補正予算

（第１４号）についてを議題とします。 

 直ちに、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（那須清二君） 議案書１１ペ

ージになります。 

 議案第６号令和５年度美幌町一般会計補

正予算（第１４号）について御説明申し上

げます。 

 令和５年度美幌町の一般会計補正予算

（第１４号）は、次に定めるところによ

る。 

 今回の補正は、物価高騰対策に係る住民

税非課税及び住民税均等割のみ課税世帯へ

の給付金等の追加をはじめ、事務事業の確

定に伴う予算の整理などを行うものであり

ます。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１億２,０５８万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１３２億５,６１２万４,０００円と

する。 

 第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

 繰越明許費。 

 第２条、繰越明許費は、第２表、繰越明

許費により御説明いたします。 

 債務負担行為の補正。 

 第３条、債務負担行為の変更は、第３

表、債務負担行為補正により御説明いたし

ます。 

 地方債の補正。 

 第４条、地方債の変更は、第４表、地方

債補正により御説明いたします。 

 それでは、繰越明許費から御説明いたし

ますので、議案書１６ページをお開き願い

ます。 

 第２表、繰越明許費。 

 ２款総務費、２項総務管理費、事業名、

公用車購入事業につきましては、自動車業

界における半導体をはじめとした部品供給

不足に伴い、年度内に納車を見込める状況

にないことから予算を翌年度へ繰り越すも

のであります。設定する金額は６２９万

１,０００円であります。 

 なお、８月中には納車できるとの見込み

であります。 

 １０款教育費、２項小学校費、美幌小学

校施設等整備事業から一番下の３項中学校

費、北中学校施設等整備事業までにつきま

しては、各小中学校におけるエアコン整備

に係る事業でありますが、年度内に完了で

きる見込みにないことから、予算を翌年度

へ繰り越すものであります。設定する金額

は、それぞれ記載の金額であります。 

 なお、完了予定は９月末を予定しており

ますが、７月末には稼働ができるよう進め

てまいります。 

 次に、債務負担行為の変更について御説

明いたしますので、議案書１７ページを御

覧ください。 

 第３表、債務負担行為補正になります。 

 １段目の戸籍情報システム借上料、２段

目の公営住宅整備事業（旭団地）、以上に

つきましては、いずれも入札結果に基づき

事業費が確定したことから、限度額を補正

後の額へ変更いたします。 
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 次に、地方債の変更について御説明いた

しますので、議案書１８ページを御覧くだ

さい。 

 第４表、地方債補正になります。 

 １段目の水道施設等耐震化事業から５段

目の緊急自然災害防止対策事業まで及び７

番目の公共土木施設災害復旧事業から一番

下の北中学校のエアコン整備事業まで以上

の１１件は、いずれも事業費の確定に伴う

予算の整理で、それぞれ補正後の欄に記載

のとおり、限度額を変更いたします。 

 ６段目の農地災害復旧事業につきまして

は、７月１３日発生の大雨に伴い、農地災

害復旧に係る財源として国庫補助の補助残

に対する農地災害復旧事業債の借入れを予

定していましたが、激甚災害指定により補

助率が増嵩となり、起債借入れが不要とな

ったことから減額するものであります。 

 なお、令和５年度の地方債の総額は、原

案の補正後の欄に記載のとおり、８億

９,６１０万２,０００円であります。 

 次に、歳出について御説明いたしますの

で、３０、３１ページをお開きください。 

 ３、歳出になります。 

 増額補正を中心に御説明をさせていただ

きます。 

 １款議会費、２款総務費ですが、このペ

ージは全て執行残の整理になります。 

 次に、３２、３３ページになります。 

 ５目企画費、１、政策推進事業費の減、

５６２万５,０００円の減額は、空き家対策

や移住促進などの事業費確定に伴う予算の

整理を行うものです。 

 中段の積立金２０万４,０００円は、１２

月１０日、松緑神道大和山美幌支部様か

ら、スポーツ振興のために役立ててほしい

と３０万円の御寄附がございましたので、

ふるさとづくり基金へ積立てをするほか、

預金利率の減等による既存予算の整理とな

ります。 

 ９目財政調整等基金費、１、財政調整等

基金積立金の減、積立金１６４万９,０００円

の減額につきましては、１２月７日、株式

会社住まいのマエカワ様から、学校教育の

ために役立ててほしいと５万円の御寄附が

ございましたので、財政調整基金へ積立て

をするほか、預金利率の減等による既存予

算の整理による減額となります。 

 次に、３４、３５ページにつきまして

は、執行残の整理となります。 

 ３６、３７ページになります。 

 下段の３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費は、次のページを御覧く

ださい。 

 上段の７、給付金・定額減税一体支援枠

給付事業７,４６７万２,０００円は、エネ

ルギー・食料品価格等の物価高騰による負

担を軽減するための支援として、国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活

用し給付するもので、事業費の全額が国庫

補助金により措置されます。 

 この給付金は、大きく分けて三つの事業

となっております。 

 まず、一つ目が住民税非課税世帯に対す

る臨時特別子ども加算給付金給付事業で、

物価高騰の家計への影響が特に大きい住民

税非課税世帯に対し、１世帯当たり７万円

を追加支給していましたが、１８歳以下の

児童がいる世帯に対して、子ども加算とし

て児童１人当たり５万円を支給するもので

あります。 

 支給対象者としては、令和５年１２月１

日において同一世帯にいる１８歳に達する

日以後最初の３月３１日までの児童となり

ますが、本町における対象人員を３００人

と 見 込 み、 給 付金 事務 費 と 合わ せて

１,５５４万円を計上しております。 

 二つ目は、住民税均等割のみ課税世帯に

対する臨時特別給付金給付事業で、令和５

年度住民税均等割のみ課税世帯に対して１

世帯当たり１０万円を支給するものです。 

 支給対象者としては、令和５年１２月１

日において美幌町に住民登録があり、世帯

全員が令和５年度住民税均等割のみ課税者
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で構成される世帯または均等割のみ課税者

と均等割非課税者で構成される世帯で、本

町における対象世帯数を５５０世帯と見込

み、給付金事務費と合わせて５,５９１万

４,０００円を計上しております。 

 三つ目は、住民税均等割のみ課税世帯に

対する臨時特別子ども加算給付金給付事業

で、令和５年度住民税均等割のみ課税世帯

の対象世帯のうち、１８歳以下の児童を扶

養している世帯に、子ども加算として児童

１人当たり５万円を支給するものです。 

 支給対象者としては、令和５年１２月１

日において、美幌町に住民登録があり、世

帯全員が令和５年度住民税均等割のみ課税

者で構成される世帯、または、均等割のみ

課税者と非課税均等割非課税者で構成され

る世帯のうち１８歳以下の児童を扶養して

いる世帯で、本町における対象人員を６０

人と見込み、給付金事務費と合わせて３２１万

８,０００円を計上しております。 

 次に、４０、４１ページになります。 

 ５目障害福祉費、中段の業務等委託料、

障がい者福祉システム改修業務委託料２７万

５,０００円は、令和６年４月からの障害福

祉サービス報酬改定に伴うプログラム改修

委託料の追加になります。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、

下段の補助金、認定こども園性被害防止用

設備設置補助金７万５,０００円は、令和５

年度保育所等における性被害防止対策に係

る設備等支援事業費補助金を活用し、防止

用カメラ及び附属設備を設置した藤幼稚園

に対し、補助するものであります。 

 下段の４項衛生費、１項保健衛生費は、

次のページを御覧ください。 

 ２目予防費、２、予防接種事業費の減、

３,３０３万３,０００円の減額は、主に新

型コロナウイルスワクチン接種に係る事業

費の確定に伴う予算の整理です。 

 中段の償還金利子及び割引料４４万

７,０００円は、令和４年度感染症予防対策

事業に係る国庫負担金国庫補助金の額の確

定に伴う返還金になります。 

 ３、母子保健事業費の増、償還金利子及

び割引料１３６万円は、令和４年度母子保

健衛生費国庫補助金の額の確定に伴う返還

金になります。 

 ４４、４５ページになります。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、６目農

地費に道営土地改良事業費の増、負担金、

次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業

負担金１万８,０００円は、大空地区の道営

土地改良事業に参加する美幌町在住者の自

治体間負担による増額になります。 

 ２項林業費、１目林業総務費は、次のペ

ージを御覧ください。 

 ２、林業推進事業費の増のうち、積立金

８３３万７,０００円は、森林整備協定に基

づく寄附が５件ございましたので、未来へ

の森林づくり基金へ積立てをいたします。 

 寄附の内訳として、１件目は、社会医療

法人恵和会様から９９万５,２３４円を、２

件目は、生活協同組合コープさっぽろ様か

ら１９万２３９円を、３件目は、一般社団

法人さっぽろ北海道ＭＩＣＥ振興協会様か

ら３８万８,５５１円を、４件目は、一般社

団法人ｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓ様から５９２万

７,０００円を、５件目は、日本甜菜製糖株

式会社美幌製糖所様から８４万３,０００

円を、寄附の総額は、５件の合計で８３４万

４,０２４円であります。 

 次に、４８、４９ページになります。 

 ８款土木費ですが、このページは、執行

残の整理となります。 

 ５０、５１ページになります。 

 このページにつきましても、事業費の確

定による予算の整理となります。 

 ５２、５３ページになります。 

 教育費ですが、このページは、全て執行

残の整理となります。 

 ５４、５５ページになります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費、積立金

１２８万７,０００円は、東陽及び旭小学校

の学校林の売払い実績に基づき、その７割
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を学校施設整備基金へ積み立てるものであ

ります。 

 下段の３項中学校費、１目学校管理費

は、次のページを御覧ください。 

 積立金１１９万２,０００円は、美幌中学

校の学校林の売払い実績に基づき、その７

割を学校施設整備基金へ積み立てるもので

あります。 

 ５８、５９ページになります。 

 ５目図書館費、３、図書館活動促進事業

費の消耗品費３万円は、１２月２５日、昭

野に在住の岡田かおる様から、図書館の蔵

書充実のために役立ててほしいと御寄附が

ございましたので、図書を購入するための

費用を予算計上いたします。 

 下段の５項保健体育費、１目保健体育総

務費は、次のページを御覧ください。 

 ３、未来のアスリート応援事業費の増、

補助金の１行目、全国・全道競技大会選手

派遣費補助金８３万２,０００円は、全国・

全道大会参加見込数の増による追加となり

ます。 

 ６２、６３ページになります。 

 １４款災害復旧費ですが、このページ

は、全て執行残の整理になります。 

 次に、歳入について御説明いたしますの

で、２２、２３ページにお戻り願います。 

 ２、歳入になります。 

 中段の１６款国庫支出金につきまして

は、主に、新型コロナウイルスワクチン接

種対策のほか、事業費の確定に伴う予算の

整理になります。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助

金、１節社会福祉費補助金、物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金の増７,４７７万

７,０００円は、歳出で御説明いたしました

エネルギー・食料品価格等の物価高騰によ

る負担を軽減するための住民税非課税及び

均等割のみ課税世帯に対する給付を実施す

るための交付金で、事業費の全額が国庫補

助金により措置されます。 

 ７目教育費国庫補助金、２節小学校費補

助金３５２万５,０００円と、３節中学校費

補助金２８０万２,０００円は、各小中学校

のエアコン設置に係る学校施設環境改善交

付金内定による増額であります。 

 ２４、２５ページになります。 

 １７款道支出金につきましては、事業費

等の確定に伴う予算の整理になります。 

 １８款財産収入、２項財産売払収入、１

目不動産売払収入につきましては、次のペ

ージになります。 

 ２節立木売払収入、学校林売払代３５４万

２,０００円は、東陽小学校、旭小学校及び

美幌中学校の学校林売払い実績に基づく増

額であります。 

 １９款、１項寄附金、１目一般寄附金、

企業版ふるさと納税の増１１０万円は、

１月２４日、ホクレン農業協同組合連合会

様から１００万円を、２月１４日、サンポ

ウ物流様から１０万円の御寄附があったも

のです。 

 ３目農林水産業費、寄附金８３４万

４,０００円は、森林整備協定に基づく御寄

附５件になります。 

 内訳につきましては、歳出で御説明した

とおりでございます。 

 ４目教育費寄附金、１節教育総務費寄附

金５万円は、１２月７日、株式会社住まい

のマエカワ様から、学校教育のために役立

ててほしいと御寄附があったものです。 

 ２節社会教育費寄附金３万円は、１２月

２５日、昭野に在住の岡田かおる様から、

図書館の蔵書充実のために役立ててほしい

と御寄附があったものです。 

 ３節保健体育費寄附金３０万円は、１２

月１０日、松緑神道大和山美幌支部様から

スポーツ振興のために役立ててほしいと寄

附があったものです。 

 ５目衛生費寄附金、１節保健衛生費寄附

金１０万円は、１月１３日、美幌ロータリ

ークラブ様から、道路沿い花壇の花の育苗

に役立ててほしいと御寄附があったもので

す。 
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 ２０款繰入金、１項、１目、１節財政調

整基金繰入金８,２５７万３,０００円の減

は、今回の補正予算に係る財源調整といた

しまして、基金の繰戻しを行うものであり

ます。 

 その他の基金繰入金につきましては、事

業費の確定に伴い、それぞれ予定しており

ました基金からの繰入れを減額するもので

あります。 

 なお、参考資料の２ページ、資料１に、

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、後ほど御確認をいただければと思い

ます。 

 下段の２２款諸収入、５項、５目雑入、

１節雑入の２行目、物品等売払の増１３万

２,０００円は、スノーポール、グレーチン

グ、公園遊具等の鉄くずの売払い代です。 

 ５行目、次世代農業促進生産基盤整備特

別対策事業負担金１６万円は、美幌地区の

道営土地改良事業に参加している大空町在

住者の自治体間負担による増額です。 

 ２３款町債につきましては、第４表、地

方債補正により御説明いたしましたので、

省略させていただきます。 

 以上、議案第６号令和５年度美幌町一般

会計補正予算（第１４号）につきまして御

説明を申し上げました。よろしくお願いい

たします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君） ま ず 、 議 案 書 の

４１ページであります。 

 障がい者福祉システム改修業務委託料

２７万５,０００円について、どのように変

更というか、改修になったのか、まず、御

説明願いたいと思います。 

 ５７ページ、学校林の売払い、積立金の

部分なのですけれども、７割を積み立てた

とありましたが、残りの３割はどのように

使われているのか、どこの業者に売払いさ

れたのか、この２点をお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 こちらの障がい者福祉システム改修業務

委託料についてでございますけれども、こ

ちらは毎月のサービス報酬でありまして、

障がい者や障がい児が使った各種サービス

に対しまして、事業者が審査支払機関、国

保連合会などを通して市町村等から報酬を

受け取るために使っている既存のシステム

がございます。 

 来年度、令和６年度に報酬が改定される

ことから、こちらのプログラムを改修する

ための委託料の増額補正となります。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 まず、残りの３割につきましては、事業

名でいきますと、小学校、中学校それぞれ

学校教育の教材整備事業の消耗品等に充当

しているのが現状でございます。 

 残りの御質問の売払いの業者でございま

すが、町内の業者にいずれも売払いという

形になっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） それでは、私から

４７ページで２か所、森林整備担い手対策

推進事業負担金が４１万２,０００円減額に

なっております。さらに、観光費の美幌峠

再発見実行委員会負担金が６０万円減額に

なっておりますが、当初予算に対して実績

が両方ともどうなっているのかということ

で、その内容について御説明いただきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 先ほどの

御質問にお答えいたします。 
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 森林整備担い手対策推進事業負担金につ

きましては、予算時は６７人で計上してお

りますが、実績につきましては４９人とな

っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） ６７人から４９人

に減ったということで、当初予算のときの

数値を覚えていないのですけれども、１人

当たりに幾ら出すことになっていたのか、

その辺の金額を教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） この事業

につきましては、北海道造林協会でやって

いる事業でありまして、道、町、事業体と

働いている方がそれぞれ掛金を払って、就

労日数に応じて年末に支払うことになって

おります。単価につきましては２６０円、

上限は２５０日ですが、就労日数１４０日

以上という条件があり、それぞれの就労日

数に応じて支払われることになりますの

で、個人ごとの支払われた金額までは把握

しておりません。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） そうすると、実績

として、就労日数が当初の予算より下回っ

て減額になったという理解でよろしいです

か。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 人数に関

しましては、予算時に協会から示されまし

て、途中、退職があったと思われるのです

けれども、結果的に４９人となったところ

でございます。 

○議長（戸澤義典君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（鶴田雅規君） 美幌峠再

発見実行委員会負担金の減額について御説

明申し上げます。 

 こちらの負担金につきましては、女満別

空港から美幌峠までの観光バス運行する経

費に対して、１日当たり１万円程度を支援

する予定で予算組みしていたものでござい

ますけれども、今年度におきましては、そ

の運行がなかったため、減額ということに

なってございます。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） なかった理由につ

いて、なぜなのかお聞かせください。コロ

ナの影響だったのか、せっかくの事業がど

ういう理由で実施されなかったのか。 

○議長（戸澤義典君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

 平成３１年度までは定期的に空港－峠の

バスの運行があったのですけれども、令和

２年度以降、コロナの影響がございまし

て、その分の運行が休止になりました。そ

の代わりに１日１便だけ釧路から知床まで

を結ぶバスがあって、そちらは定期的に運

行は継続していたのですが、令和５年度に

入り、コロナが５類に移行し行動制限がな

くなるということで、従来の空港から峠を

結ぶ定期路線が復活すれば、その分を負担

するという予定で予算組みをしていたもの

でございます。バス会社の都合もあったか

と思うのですけれども、今年度については

運行できなかったということで、その分の

負担金を減額しようとしているところで

す。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） ３点ほど、御説明

をお願いしたいと思います。 

 まず最初に、２３ページの歳入の真ん中

辺ですけれども、空き家対策総合支援事業

補助金１,５７２万１,０００円の減額理由

について御説明をお願いしたいと思いま

す。 

 それと２点目、４３ページの真ん中辺、

先ほども総務部長から説明がありましたけ
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れども、ちょっと詳しく御説明をお願いし

たいと思います。 

 新型コロナウイルスワクチン接種委託料

１,４８１万２,０００円の減額について、

当初の人数と金額、実績人数と金額、それ

と減額理由の説明をお願いしたいと思いま

す。 

 ３点目、６３ページの真ん中辺にありま

すけれども、農地災害復旧工事４３８万円

の減額理由について説明をお願いしたいと

思います。 

 以上、３点お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） まず、２３ページ

の歳入。 

 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 馬場議員の御

質問にお答えします。 

 私からは、歳入における空き家対策総合

支援事業補助金について御回答させていた

だきます。 

 まず、内容につきましては、一般住宅の

解体に係る補助として、当初、空き家対策

の補助金５００万円を見込んでいたもの

が、一般型６件、新築型２件、利活用１

件、それぞれ上限に満たない事業費であっ

たものですから、実績として４６２万

５,０００円の執行になったところでありま

す。 

 もう一点が旧ゆうあいセンターの解体に

係る補助ということで、当初の事業費から

全体事業費が減額になったものと、補助率

が当初５分の２ということで予算計上して

いたのですけれども、補助基本額の調整が

ありまして、当初予算で実際に見ていた金

額よりも１,５３４万６,０００円減となっ

た結果によるものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 聞き取れなかった

ので、もう一度、ゆうあいセンターの

１,５３４万６,０００円が減になった具体

的な説明をお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 御答弁いたし

ます。 

 当初予算において、旧ゆうあいセンター

の解体は、１億４９９万５,０００円に、補

助率として５分の２を掛けて出した金額で

予算計上しておりました。しかし、補助基

本額の調整により補助率が変更となり、実

績としては、事業費が９,４４５万７,０００円

の工事費、そして、平米当たりの単価の減

額によって、２,６６５万２,０００円の補

助ということで決算しているところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 続いて、４３ペー

ジ。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） それで

は、私から、新型コロナウイルスワクチン

接種事業の業務委託料の減額について御説

明いたします。 

 令和５年度におきましては、春接種と秋

接種ということで２回、大きな接種がござ

いました。 

 春におきましては、対象者は６５歳以上

と 基 礎 疾患 を 有す る方 で 、 対象 者 数

６,６７２人のところ接種率が６１.９％と

なっております。 

 また、秋接種として９月２０日から実施

しておりますけれども、こちらは接種日か

ら５か月以上経過する者のうち接種を希望

する者ということで、合計で１万６,３５８

人が対象者となっておりますが、そのうち

６４歳までの方については接種率が２１％、

それから、６５歳以上の方については６４.９％

となっております。こちらは、皆さんが接

種できるようにということで予算の組立て

はしていたのですけれども、今申しました

とおり接種率が落ちたことから、それぞれ

産学医、集団接種のときに従事いただいて

いる方々、それから、集団接種のときの医

師の方々への委託料、個別接種をしている
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医療機関に対する業務委託料を合わせまし

て、議員がおっしゃいました１億１,１８１

万２,０００円が減額という形になってござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） 今の実績について

は理解いたしました。 

 その減額理由なのですけれども、いろい

ろな部分でＰＲや周知もされたと思います

が、具体的に、今回伸びなかった理由をど

のように分析されていますか。 

○議長（戸澤義典君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（立花良行君） まず、春

接種につきましては、国の方針ということ

で、６５歳以上に限定した形で全員が対象

になっていなかったという部分があるかと

思います。 

 また、秋接種につきましては、延べ回数

でいきますと、コロナのワクチン接種が始

まってから７回目ということで、その間に

副反応によって御遠慮されている方とか、

春接種を受けるのが遅くなって秋接種のタ

イミングを逃した方ですとか。顕著に表れ

ているのは、６４歳以下の方が接種という

行動になかなか積極的に移っていかなかっ

たという現象がございます。 

 なぜかというところまでの分析はしてい

ないところですけれども、結果としてはそ

ういったことが見受けられたということ

で、全体の接種率が下がったという状態に

なってございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） 次、６３ページ。 

 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） 御答弁い

たします。 

 大きく予算が減額になったところについ

てです。 

 まず、一つ目は、こちらの災害復旧の予

算を９月補正で計上させていただき、４か

所を災害復旧する予定で進んでおりました

が、結果的にお１人が手を下げたことによ

りまして、工事としては３か所となり、そ

のことによって減額となっております。 

 また、あわせて、災害査定で内容につい

ても見直しがあった部分だとか、詳細の設

計をする中で金額は落ちております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ２番馬場博美さ

ん。 

○２番（馬場博美君） ４か所から３か所

になったということですけれども、差し支

えなければその１か所についてと、お１人

の方が下げた理由を御承知かどうか、説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） こちらの

災害復旧に関しては、あくまでも個人の手

挙げになっております。下げた理由につき

まして、詳細は確認をしておりませんけれ

ども、他の災害復旧を受けた被災の部分と

合わせまして自主復旧、もしくは、多面に

よる対応でやっていると聞いております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。（「議事進行」と発言する者あ

り） 

 吉住議員、内容は何でしょうか。 

○１０番（吉住博幸君） 実は、私は４年

間のブランクがありますが、款項目を明ら

かにして質問するというルールだったよう

な気がするのです。これは、新年度予算の

ときにも関わることなので、ページ数はあ

りがたいのですけれども、今のような、何

ページ、どこどこというやり方をすると、

私の場合、目が追いつかないのです。款項

目をきちんと述べてやらないと、聞いてい

るほうが追いつかないと思うのですよ。そ

こら辺の確認という意味の議事進行です。

どのような進め方をするのか。 

○議長（戸澤義典君） 今後、質疑をする

方は、ページ数と合わせて款項目で質疑を
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するようにお願いをいたします。 

 １番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君） 大きく２点伺いま

す。 

 まず、３３ページです。２款総務費、１

項総務管理費、５目企画費の部分でござい

ます。中ほどのＵＩＪターン新規就業支援

事業補助金３６０万円の減です。 

 これは、当初予算で３６０万円と予定し

ていたものが丸々使われていないと思うの

ですが、これがどうしてなのかという理由

が一つです。 

 続きまして、４１ページになります。４

款衛生費、２項児童福祉費、１目児童福祉

総務費の部分です。 

 業務等委託料２７５万円の減、子ども・

子育て支援事業計画ニーズ調査、こちらも

当初予算で２７５万円組まれていたものが

丸々減となっておりますが、この理由で

す。 

 この大きく二つ、お答えをお願いしま

す。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御質問にお答

えいたします。 

 私からは、３３ページのＵＩＪターン新

規就業支援事業補助金３６０万円の減額と

いうことで、この補助金自体は北海道で制

度設計しているものですが、移住支援金に

つきましては、東京２３区の在住者または

通勤者が北海道内に移住し、そして、マッ

チングサイトに登録している企業に就職し

た場合に支援金の対象となるという条件が

ございまして、若干ハードルがといいます

か、それで実際には執行残となったわけで

ございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） この補助金の内容

等は存じ上げております。 

 今、課長から答弁がありましたとおり、

登録している企業で、かつ東京からという

ことで、なかなか使いにくい部分もあろう

かなと思います。首都圏から移住をされた

いという方に、何件かこういう補助金があ

りますよということで私も紹介したことが

ありますが、実際にそれが使われなかっ

た。どういうニーズで、どういう理由で使

われなかったかは分からないのです。私に

も幾つか問合せ等は来ていたりするのです

けれども、現状、町への問合せというのは

いかがですか。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 町も移住相談

フェアですとか、首都圏等にプロモーショ

ンをかけておりまして、その際に就職先の

御相談も受けてはいるのですけれども、や

はりマッチングサイトに登録されている事

業所というところがネックになっておりま

す。実際には、美幌町では１１の事業所が

登録しているわけなのですけれども、現

在、実際に求人募集をしている企業につい

ては２社となっておりまして、そことのマ

ッチング、そこの企業に対して就職という

形にならなかったということで、執行残、

未執行という形になってございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 今、１１事業所が

登録されていて、うち求人されているのは

２社ということです。これは、積極的に求

人はしたいけれども、何かの事情、例え

ば、活用がうまくできずに、ここのサイト

に求人を出していないのか、企業としてこ

この対象になる人たちに求人を出す必要が

ないから出していないのか、そのあたりも

踏まえた上でＰＲや促進をしなければ駄目

なのだろうと思うのですが、そのあたりの

動きはいかがですか。 

○議長（戸澤義典君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 求人について

は、いつでも広告掲載、求人開始できると
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いう状況になっておりまして、そういった

情報提供はしているところなのですが、周

知不足の部分も正直否めないのかなと思う

ところはございます。 

 ただ、各事業所がそれぞれにおいて求人

する、しないという判断をしているところ

ですので、詳細までは把握していないとこ

ろですけれども、引き続き、求人募集をか

けられるような形で事業所に対してもＰＲ

はしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（大内直樹君） 私から、

４１ページの子ども・子育て支援事業計画

ニーズ調査２７５万円の減額について御説

明させていただきます。 

 こちらにつきましては、当初、業務委託

ということで業者にアンケート調査委託を

予定していたのですけれども、国からアン

ケート調査内容が出てくるのがなかなか遅

かった部分と、自前でもアンケート調査が

可能だということで判断させていただきま

して、今、自前でアンケート調査を進めて

おります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、質疑を終

わります。 

 これから、議案第６号令和５年度美幌町

一般会計補正予算（第１４号）についてを

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１１時３０分とします。 

午前１１時２０分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時３０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（戸澤義典君） 日程第８ 議案第

７号令和５年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題とし

ます。 

 直ちに、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

６５ページになります。 

 議案第７号令和５年度美幌町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）について御

説明申し上げます。 

 令和５年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,５６０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億

９,６５３万円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げます。 

 歳出から御説明申し上げますので、議案

書７４、７５ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

 ５款基金積立金は、預入率の減により

７万７,０００円を減額するものでございま

す。 

 ６款諸支出金、２項繰出金につきまして

は、直営診療施設繰出金について、国保病

院における管理事業等に係る特別調整交付

金等の確定に伴い、１,５６７万７,０００

円を増額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、７２、７３ページにお戻り願いま

す。 



－ 20 － 

 ２、歳入。 

 ３款道支出金、１項道補助金１,５６７万

７,０００円の増額につきましては、歳出で

御説明申し上げました国保病院の直営診療

施設繰出し費用の増額分に対し、特別調整

交付金と同２号繰入金として、その費用の

全額分が交付されることに伴う増額補正で

ございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入７万

７,０００円の減額につきましては、預入率

の減による国民健康保険基金利子の減額で

ございます。 

 以上、議案第７号について御説明申し上

げました。よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第７号令和５年度美幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（戸澤義典君） 日程第９ 議案第

８号令和５年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案の７７ペ

ージをお開き願います。 

 議案第８号令和５年度美幌町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

 令和５年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１５６万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億

７,５６７万５,０００円とする。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、８６、

８７ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

 １款総務費、１項、１目一般管理費１５９万

５,０００円の増額につきましては、介護保

険法の改正に伴う介護報酬改定に係るシス

テム改修の補正でございます。 

 その下、４款基金積立金、１項、１目介

護保険基金積立金３万円の減額は、預入率

の減によるものでございます。 

 次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、８４、８５ページにお戻りをお願

いいたします。 

 ２、歳入。 

 ３款国庫支出金、２項、５目介護保険事

業費補助金７９万７,０００円の増額は、歳

出で御説明いたしましたシステム改修に係

る国庫補助金で、補助率は２分の１でござ

います。 

 ６款財産収入、１項、１目利子及び配当

金３万円の減につきましては、預入率の減

による介護保険基金利子の減額、その下、

７款繰入金、１項、４目その他一般会計繰

入金７９万８,０００円の増額は、システム

改修に係る一般会計からの繰入金を増額し

ようとするものでございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま



－ 21 － 

す。 

 これから、議案第８号令和５年度美幌町

介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１０ 議案

第９号令和５年度美幌町水道事業会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の８９ペ

ージをお開き願います。 

 議案第９号令和５年度美幌町水道事業会

計補正予算（第４号）について御説明申し

上げます。 

 総則。 

 第１条、令和５年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 今回の補正につきましては、年度末の事

務事業の確定などによる執行残等の整理を

行おうとするものであります。 

 業務の予定量の補正。 

 第２条、令和５年度美幌町水道事業会計

予算第２条に定めた業務の予定量を次のと

おり補正する。 

 給水戸数の減は、使用件数の減によるも

ので、年間総給水量及び１日平均給水量の

増は、業務用の給水量の増によるもので、

主要な建設事業は執行残及び事業確定によ

る減額で、それぞれ記載のとおりでありま

す。 

 収益的収入及び支出の補正、第３条及び

次の９０ページの資本的収入及び支出の補

正、第４条につきましては、補正予算実施

計画書及び説明書で御説明申し上げます。 

 債務負担行為の補正。 

 第５条、日並浄水場ろ過設備更新工事

は、入札減に伴うもので、限度額を１,３００万

円減額し、１億４,０００万円とするもので

あります。 

 次に、９１ページを御覧ください。 

 企業債の補正。 

 第６条、水道施設整備事業は、遠隔監視

装置更新工事等の入札減に伴うもので、限

度額を２５０万円減額し、１億６,９５０万

円とするものであります。 

 その下、水道管路整備事業は、水道配水

管等布設替え工事の入札減に伴うもので、

限度額を３３０万円減額し、１億１,５２０万

円とするものであります。 

 その下、水道施設等耐震化事業送水管

は、基幹管路送水管更新工事の入札減に伴

うもので、限度額を９３０万円減額し、

９,６６０万円とするものであります。 

 たな卸資産購入限度額の補正。 

 第７条につきましては、記載のとおりで

あります。 

 次に、９２、９３ページをお開き願いま

す。 

 補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 

 １款、１項、１目給水収益３１１万円の

増は、実績見込みによる増額であります。 

 その下、３目受託工事収益８６万８,０００

円の減は、給水工事の実績見込みによる減

額であります。 

 その下、４目その他の営業収益、下水道

使用料賦課徴収受託料２７万６,０００円の

増は、対象経費の確定による増額でありま

す。 

 その下、２項、２目営業外収益、長期前

受金戻入２１３万円の増につきましては、

固定資産の取得等に充てた補助金等を耐用

年数に応じて収益化するもので、減価償却

費確定による増額でございます。 
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 次に、９４、９５ページをお開き願いま

す。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目原水及び浄水費から４

目総係費までにつきましては、事務事業の

確定及び入札減による減額でございます。 

 その下、５目減価償却費５１３万円の増

については、実績による資産別の増減の合

計であります。 

 次に、９６、９７ページをお開き願いま

す。 

 収益的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債の１,５１０万円

の減につきましては、第６条、企業債の補

正で御説明いたしましたので、省略させて

いただきます。 

 その下に、１目国庫補助金、生活基盤施

設耐震化等交付金５２０万円の減につきま

しては、対象事業の入札減による交付金の

確定によるものでございます。 

 その下、３項、１目出資金、水道施設等

耐震化事業送水管３１０万円の減につきま

しても、対象事業の入札減による一般会計

からの出資金の減額でございます。 

 次に、９８、９９ページをお開き願いま

す。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目浄水配水設備費、水道

施設整備事業２４０万９,０００円の減は、

遠隔監視装置更新工事等の入札減でござい

ます。 

 その下、水道管路整備事業３２６万

４,０００円の減は、水道配水管整備工事の

入札減でございます。 

 その下、水道施設等耐震化事業送水管

１,７５７万６,０００円の減は、基幹管路

送水管更新工事の発注時の設計精査及び入

札減によるものでございます。 

 その下、３目資産購入費の工具器具及び

備品８万円の減につきましても、入札減に

よるものでございます。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 今回聞きたいの

は、９５ページの１款、１項、５目減価償

却のことなのですよ。有形固定資産減価償

却費の中で、建物１３８万４,０００円、こ

の事象を詳しく教えていただきたいと存じ

ます。 

 減価償却ということですから、それがマ

イナスにということなもので、どういう事

象なのか、教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 有形固定資産減価償却費の中の建物１３８万

４,０００円の減額について、薬品沈殿池の

耐震補強工事でございますけれども、当初

予算時につきまして、償却額を構築物では

なくて建物で積算していたため、その修正

に係るものでございます。 

 実際には構築物でございますので、今回

の中で建物のほうを減額させていただきま

して、構築物に移行させていただき、補正

をさせていただいたものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、質疑を終

わります。 

 これから、議案第９号令和５年度美幌町

水道事業会計補正予算（第４号）について

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 
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─────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１１ 議案

第１０号令和５年度美幌町公共下水道事業

会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１０７

ページをお開き願います。 

 議案第１０号令和５年度美幌町公共下水

道事業会計補正予算（第４号）について御

説明申し上げます。 

 総則。 

 第１条、令和５年度美幌町の公共下水道

事業会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 今回の補正につきましては、建設事業費

の確定などによる執行残等の整理を行おう

とするものであります。 

 業務の予定量の補正。 

 第２条、令和５年度美幌町公共下水道事

業会計予算第２条に定めた業務の予定量を

次のとおり補正する。 

 排水戸数、年間総処理水量及び１日平均

処理水量の減は、使用件数の減によるもの

で、主要な建設事業は執行残及び事業確定

による減額で、それぞれ記載のとおりであ

ります。 

 収益的収入及び支出の補正、第３条及び

次の１０８ページの資本的収入及び支出の

補正、第４条につきましては、補正予算実

施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

 債務負担行為の補正。 

 第５条、下水終末処理場中央監視設備更

新工事は、入札減に伴うもので、限度額を

１,６００万円減額し、２億３,０００万円

とするものであります。 

 次に、１０９ページを御覧ください。 

 企業債の補正。 

 第６条、公共下水道事業は、入札減によ

るもので、限度額を６３０万円減額し、１億

１,１００万円とするものであります。 

 他会計からの補助金の補正。 

 第７条、予算第９条に定めた他会計から

の補助金については、記載の金額のとおり

補正しようとするものであります。 

 次に、１１０、１１１ページをお開き願

います。 

 補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 

 １款、１項、１目下水道使用料３６７万

５,０００円の減は、使用料の件数及び処理

水量の実績見込みによるものであります。 

 その下、４目国庫補助金８０４万円の減

は、事業実施箇所の変更及び入札減による

国の社会資本整備総合交付金の減額であり

ます。 

 その下、２項、１目他会計補助金１,１７３万

３,０００円の増は、収益的収支の財源不足

を一般会計に求めるものでございます。 

 その下、２目営業外収益、長期前受金戻

入２０万７,０００円の減については、固定

資産の取得等に充てた補助金等を耐用年数

に応じて収益化するもので、減価償却費確

定による減額でございます。 

 その下、４目消費税還付金７２８万

５,０００円の減については、企業会計移行

に伴い、中間申告がなかったこと及び仕入

れ控除となる建設事業費の減等による減額

でございます。 

 次に、１１２、１１３ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目管渠費４３万５,０００

円の減につきましては、入札減による減額

であります。 

 その下、２目処理場費１ ,７０１万

４,０００円の減につきましては、入札減及

び耐震診断対象箇所の変更に伴う減額であ

ります。 

 その下、３目業務費２８万円の増につき

ましては、水道事業に委託しております経
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費及び窓口収納に係る手数料の増額であり

ます。 

 その下、４目総係費２万円の減につきま

しては、旅費の実績による減額でありま

す。 

 その下、５目減価償却費６１万６,０００

円の減につきましては、実績による減額で

あります。 

 その下、２項、１目消費税１,９６０万

８,０００円の増につきましては、企業会計

移行に伴い、中間申告がなかったこと及び

仕入れ控除となる建設事業費の減等により

還付の見込みから納付になったことによる

増額でございます。 

 次に、１１４、１１５ページをお開き願

います。 

 収益的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債６３０万円の減

につきましては、第６条、企業債の補正で

御説明いたしましたので、省略させていた

だきます。 

 その下、２項、１目国庫補助金、社会資

本総合整備交付金５４０万３,０００円の増

につきましては、対象事業の入札減による

交付金の確定によるものでございます。 

 その下、２目他会計補助金、建設事業等

一般会計補助金９万４,０００円の減につき

ましては、対象事業の入札減による一般会

計からの補助金の減額であります。 

 次に、１１６、１１７ページをお開き願

います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目公共下水道建設事業

費、委託料６０万４,０００円及び工事請負

費１,１０６万８,０００円の減は、それぞ

れ入札減によるものでございます。 

 その下、２目資産購入費の工具器具及び

備品１２万５,０００円の減につきまして

も、入札減によるものであります。 

 以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

 ６番上杉晃央さん。 

○６番（上杉晃央君） １ ０ ７ ペ ー ジ と

１１１ページのところの１款、１項、１目

下水道使用料ですけれども、排水戸数が減

ってということで、先ほど部長から説明が

あったのですが、減り方を見ると９％も減

っているのですよね。戸数だけ見れば５戸

ですけれども、特定の大口で利用されてい

る戸数で落ちて、その９％ぐらいの減少に

なっているのか、それが分からなかったの

です。 

 ９％だと結構多いと思うのですけれど

も、何か特殊な事情で排水を利用していた

ところが減ったのかどうか、その辺の説明

をお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 今、手持ちの資料で調べている途中でご

ざいますので、後ほど回答させてもらって

もよろしいでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） いいですか。 

○６番（上杉晃央君） はい。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、質疑を終

わります。 

 これから、議案第１０号令和５年度美幌

町公共下水道事業会計補正予算（第４号）

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１２ 議案



－ 25 － 

第１１号令和５年度美幌町個別排水処理事

業会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 建設部長。 

○建設部長（遠國 求君） 議案の１２５

ページをお開き願います。 

 議案第１１号令和５年度美幌町個別排水

処理事業会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。 

 総則。 

 第１条、令和５年度美幌町の個別排水処

理事業会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

 今回の補正につきましては、建設事業費

の確定などによる執行残等の整理を行おう

とするものであります。 

 業務の予定量の補正。 

 第２条、令和５年度美幌町個別排水処理

事業会計予算第２条に定めた業務の予定量

を次のとおり補正する。 

 設置戸数の減は、申込件数の減によるも

ので、主要な建設事業は、執行残及び事業

確定による減額で、それぞれ記載のとおり

でございます。 

 収益的収入及び支出の補正、第３条及び

次の１２６ページの資本的収入及び支出の

補正、第４条につきましては、補正予算実

施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。 

 企業債の補正。 

 第５条、個別排水処理施設整備事業は、

入札及び設置件数の減によるもので、限度

額を１,２３０万円減額し、２,６５０万円

とするものであります。 

 次に、１２７ページを御覧ください。 

 他会計からの補助金の補正。 

 第６条、予算第７条に定めた他会計から

の補助金については、記載の金額のとおり

補正しようとするものであります。 

 次に、１２８、１２９ページをお開き願

います。 

 補正予算実施計画書及び説明書、収益的

収入であります。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設使用

料６１万２,０００円の減につきましては、

使用料の実績見込みによる減額でございま

す。 

 その下、２項、１目他会計補助金１７万

７,０００円の減につきましては、収益的支

出が減額したことにより、財源である一般

会計の補助金が減額となるものでございま

す。 

 次に、１３０、１３１ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目浄化槽費、委託料９０万

９,０００円の減は、浄化槽保守点検及び清

掃業務委託料の実績による減額でございま

す。 

 その下、手数料５２万５,０００円の減

は、水質検査及び汚泥処理手数料の実績に

よる減額でございます。 

 その下、４目減価償却費８１万１,０００

円の減につきましては、実績による減額で

ございます。 

 その下、２項、２目消費税４５万９,０００円

の増につきましては、仕入れ控除となる建

設事業費の減による増額となるものでござ

います。 

 その下、３目その他雑支出１８万６,０００円

の増につきましては、公営企業会計に移行

する以前の消費税支出のために流用した財

源を補塡するための増額でございます。 

 次に、１３２、１３３ページをお開き願

います。 

 収益的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債１,２３０万円の

減につきましては、第５条、企業債の補正

で御説明いたしましたので、省略させてい

ただきます。 

 その下、２項、１目他会計補助金、建設

事業等一般会計補助金５１１万７,０００円

の増につきましては、対象事業の確定によ
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る財源不足を一般会計に求めるものであり

ます。 

 その下、３項、１目個別排水処理施設受

益者分担金５９万７,０００円の減につきま

しては、浄化槽設置基数の確定による減額

であります。 

 次に、１３４、１３５ページをお開き願

います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設建設

事業７７８万円の減につきましては、当初

予定の浄化槽整備基数１０基に対し、実績

で８基になったことによる減額でありま

す。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 質疑なしと認めま

す。 

 これから、議案第１１号令和５年度美幌

町個別排水処理事業会計補正予算（第４

号）についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────── 

◎再答弁の申出 

○議長（戸澤義典君） それでは、先ほど

の議案第１０号下水道会計補正予算の上杉

議員の質問について、再答弁の申出があり

ましたので、発言を許します。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 先ほどの

御質問について御答弁させていただきま

す。 

 排水戸数と年間の総処理水量について

は、それぞれ別に積み上げたものでござい

ますので、令和５年度の実績及び調定の部

分で、まず、戸数を積み上げた予算との差

額がここというものでございます。 

 そして、排水量につきましても、令和５

年度の調定の実績を積み上げてきたものに

よる積み上げでございますけれども、下水

道料金につきましては、区分が一般用と浴

場用しかございません。そのため、特定の

事業所という部分でいうと、全て一般用の

中に含まれるということで、人口減とか使

用料の減につきましては、積み上げで想定

しているものになりますので、比例してい

る部分ではないということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） 戸数はそういうこ

とで分かりましたけれども、９％といった

ら、処理量の減は結構大きいですよね。そ

うなると、全体的に人口減という部分の要

因が多いのでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 排水量に

すると、戸数でいう数量の積み上げになっ

てございますので、議員がおっしゃるとお

り、人口減という部分が大きく関わってい

るかと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

─────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（戸澤義典君） 日程第１３ 議案

第１２号令和５年度美幌町病院事業会計補

正予算（第５号）についてを議題としま

す。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議 案 書 の

１４３ページになります。 

 議案第１２号令和５年度美幌町病院事業

会計補正予算（第５号）について御説明を

申し上げます。 
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 今回の補正につきましては、年度末の執

行見込みによる予算の整理と、検査薬等の

薬品費の増額補正のほか、他会計からの補

助金の補正、建設改良事業の執行見込みに

よる予算の整理と企業債の補正などを行お

うとするものでございます。 

 第１条、令和５年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条の業務の予定量の補正、主要な建

設改良事業の補正につきましては、診療用

医療備品等の購入の執行残及び執行見込み

により８６５万３,０００円を減額し、１億

３,７０９万９,０００円にするものであり

ます。 

 第３条の収益的収入及び支出の補正につ

きましては、後ほど実施計画書及び説明書

で御説明申し上げます。 

 次に、１４４、１４５ページを御覧くだ

さい。 

 第４条の資本的収入及び支出の補正につ

きましては、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額を６,２８２万６,０００

円に改め、過年度分損益勘定留保資金で補

う補正を行うものであります。 

 資本的収入及び支出の内容につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

申し上げます。 

 第５条の企業債の補正につきましては、

医療機器更新等事業の対象事業費の確定に

より、起債限度額を２,２９０万円減額し、

１億２,２８０万円にするものであります。 

 第６条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の人件費の補正により、職員給与

費の金額から２,２１０万４,０００円を減

額し、１０億９,８００万５,０００円にす

るものであります。 

 第７条の他会計からの補助金の補正につ

きましては、一般会計及び国保会計からの

補助金として、対象経費の執行見込み及び

事業補助の採択により、それぞれ記載のと

おり、減額及び増額の補正を行うものであ

ります。 

 第８条のたな卸資産購入限度額の補正に

つきましては、薬品費の執行見込みから、

棚卸資産の購入限度額を２億３,２８０万円

に改めるものであります。 

 次に、１４６、１４７ページを御覧くだ

さい。 

 資本的収入の補正であります。 

 医業外収益、他会計補助金のうち、一般

会計補助金２６５万円の減額は、医師等研

究研修に要する経費、基礎年金拠出金負担

金、児童手当に要する経費につきまして、

それぞれ対象経費の減により、減額を行う

ものであります。 

 同じく、他会計補助金の国保会計補助金

４９５万２,０００円の増は、医師確保に要

する経費及び救急患者受入れのための休

日・夜間における代替医師の報酬並びに療

養環境の改善事業は、病室のエアコン設置

及び患者用トイレの洋式化に要した経費が

国保特別調整交付金の補助採択となったこ

とから、それぞれ増額補正を行うものでご

ざいます。 

 その他医業外収益、不用品売却収益５５３万

３,０００円の増は、ＣＴ装置の更新によ

り、古いＣＴ装置を買取り業者へ売却した

ことによる収益を計上するものでありま

す。 

 道補助金、感染症医療提供体制整備事業

補助金８５万９,０００円の増は、新型コロ

ナウイルス感染症の医療体制の強化を図る

ことを目的に、外来対応で使用する個人防

護具の購入費用に対し交付される補助金を

計上するものであります。 

 医療・介護・障がい施設等食材料費支援

金９５万円の増は、入院患者に提供する病

院食の材料費高騰に対する負担軽減のた

め、許可病床数に９,６００円を乗じた額が

支援金として交付されるものであります。 

 次に、１４８、１４９ページを御覧くだ

さい。 



－ 28 － 

 収益的支出の補正であります。 

 医業費用の給与費の給料から法定福利費

までにつきましては、医師、看護師、医療

技術職、会計年度任用職員等の人件費に係

る執行見込みから執行分の減額補正を行う

ものであります。 

 材料費の薬品費１,０６５万円の増は、新

型コロナウイルス感染症及びインフルエン

ザ感染症の検査薬の使用増や医薬品単価の

増により増額補正を行うものであります。 

 経費の通信運搬費、電話料５６万２,０００円

の増は、発熱外来の受診案内や受診結果の

連絡件数の増加、郵便料６万円の増は、郵

便件数の増による執行見込みから、増額補

正を行うものであります。 

 研究研修費の旅費と、その下、研究雑費

につきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響などから、医師の学会不参加な

ど、未執行分となったものについて、減額

補正を行うものであります。 

 次に、１５０、１５１ページを御覧くだ

さい。 

 資本的収入の補正であります。 

 企業債２,２９０万円の減は、医療機器更

新等事業の執行見込みにより減額補正をす

るものであります。 

 他会計補助金、国保会計補助金１,０７２万

５,０００円の増は、本年度購入したＣＴ装

置及び眼科光干渉断層計が国保特別調整交

付金の補助採択となったことから計上する

ものであります。 

 その他収入のその他交付金７３万２,０００円

の増は、本年度導入する電子処方箋の運用

システムに対する補助金を計上するもので

あります。 

 次に、１５２、１５３ページを御覧くだ

さい。 

 資本的支出の補正であります。 

 有形固定資産購入費、器械及び備品購入

費８６５万３,０００円の減は、入札等の執

行残及び執行見込みにより減額補正をする

ものであります。 

 以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） これから、質疑を

行います。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １４７ページ、

１款、２項、２目の医師確保支援事業８８万

２,０００円のことについてであります。 

 これは国保会計の補助金で、収入なの

で、今、御用意なければ後でも構いません

が、考え方を知りたいという趣旨で特に計

算式みたいなものがあれば、御用意ができ

るのであれば、御答弁願いたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 医師確保支

援事業ですが、対象となっている経費につ

きましては、医師募集に係る経費として、

インターネットの広告掲載料ですとか、北

海道医師会の広告掲載料といったものが対

象になっておりまして、合計で１３２万

３,１６８円、これに対して３分の２の補助

ということで、８８万２,０００円というこ

とになってございます。 

○議長（戸澤義典君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） とにかく４年間

のブランクがあるものですから。 

 もう一点、今の項目でありますけれど

も、医師を確保するときに、美幌町は、人

を介して確保するケース、紹介者というの

ですか、それに対する考え方はこれには反

映されていないということでよろしいので

しょうか。 

 例えば、いっとき、１人当たり何百万円

もお支払いするというケースがあるもので

すから、そういう努力もしなければ医師確

保が現実に成り立たないということです。

それに対しての道とか国とかいろいろある

と思うのですけれども、考え方をいま一度

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 
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○病院事務長（但馬憲司君） 御質問にお

答えいたします。 

 医師確保に要する経費として、当然、人

材紹介会社を介して紹介いただいた場合に

発生する手数料も医師確保に要する経費と

位置づけて考えておりますが、今回、国保

調整交付金の中においては、その分は除外

させていただいているところでございま

す。あくまでもインターネットを介した広

告料ですとか、北海道の医師会の広告料と

いったものを対象に計上させていただいた

ところでございます。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） １ ４ ７ ペ ー ジ の

１款、２項の６目の不用品売却収益、旧Ｃ

Ｔ装置等売却収益が５５３万３,０００円と

なっていますが、医療機械の売却方法は、

専門に買取りする業者がいるのか、それと

も、例えば、ＣＴですと、製造メーカーが

古いものを買取りするとか、その辺の手法

についてどのように売却しているのか、お

教えください。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御質問にお

答えいたします。 

 今回のＣＴの古い機種について、売却と

いうことでございます。医療機器専門の買

取り業者を何社か承知しておりまして、そ

ちらに見積りをお願いしたところ、今回

５５３万３,０００円ということで、買取り

となったわけでございます。 

 この会社は、北海道の会社ではなくて、

一応、本社が東京にある会社ということ

で、医療機器の買取り専門の業者というこ

とになってございます。 

○議長（戸澤義典君） ６番上杉晃央さ

ん。 

○６番（上杉晃央君） ちなみに、１者な

のか、それとも、複数者に案内して高いほ

うに入札して買い取っていただいたのか、

その辺のところが分かりましたら。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えいた

します。 

 今回、２者に見積りをお願いして高いほ

うに決定させていただいたということでご

ざいます。 

○議長（戸澤義典君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） これで、質疑を終

わります。 

 これから、議案第１２号令和５年度美幌

町病院事業会計補正予算（第５号）につい

てを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（戸澤義典君） 起立多数です。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時３０分とします。 

午後 ０時１９分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時３０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号から 

 日程第３７ 議案第３６号まで 

○議長（戸澤義典君） 日程第１４ 議案

第１３号美幌町会計年度任用職員の給与等

に関する条例等の一部を改正する条例制定

についてから日程第３７ 議案第３６号令

和６年度美幌町病院事業会計予算について

まで以上の２４件は、いずれも新年度関連

の議案でありますので、この際、一括議題

といたします。 

 令和６年度町政執行方針について、町長

の発言を許します。 

 町長。 
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○町長（平野浩司君）〔登壇〕 令和６年

度町政執行方針を述べさせていただきま

す。 

 【はじめに】 

 本日ここに、令和６年度の美幌町一般会

計、特別会計及び企業会計予算並びに関連

する議案の御審議をいただく令和６年第３

回美幌町議会定例会におきまして、町政執

行の基本方針と主要な施策について述べさ

せていただきますことに、深く感謝を申し

上げます。 

 私は、昨年４月に執行されました美幌町

長選挙におきまして、美幌の活力を高め、

次代につなげるまちづくりを訴え、２回目

の当選の栄誉を賜り、引き続き町政のかじ

取りをさせていただくことになりました。 

 １期目の４年間を振り返りますと、新型

コロナウイルス感染症への対応に奔走し、

町民皆様の命と健康を守ることを第一に考

え、健康や生活及び町内の経済を守るため

に様々な対策を実施しながら、安心安全で

元気と活力に満ちた美幌町を実現するた

め、全力を尽くして取り組んでまいりまし

た。 

 幾多の困難に直面しながらも町政を前進

できましたのは、ひとえに町民の皆様、議

会議員の皆様の御理解と御協力のたまもの

であり、この場を借りて感謝を申し上げま

すとともに、引き続き、町政執行に全力を

傾注してまいる所存であります。 

 我が国の経済情勢は、一部に足踏みも見

られるものの、緩やかに回復しているとの

捉え方がある一方、物価上昇や、中東地域

をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影

響に十分注意する必要があり、さらに令和

６年能登半島地震の経済に与える影響にも

十分留意する必要があるとの指摘もありま

す。 

 政府は、３０年来続いてきたコストカッ

ト型経済から持続的な賃上げや活発な投資

が牽引する成長型経済へ変革するため、新

しい資本主義の取組を加速させ、デフレ完

全脱却のための総合経済対策を迅速かつ着

実に実行するとしております。 

 本町におきましては、昨年、新型コロナ

ウイルス感染症の位置づけが５類感染症に

変更されたことに伴い、各種行事、イベン

トも通常どおり開催され、日常生活が新型

コロナウイルス感染症発生前におおむね回

復しつつあり、４月１日、町制施行１００

周年を迎え、７月１日には記念式典を無事

開催することができました。 

 先人たちのこれまでの御功績に感謝し、

「ふるさと美幌」を愛する全ての方々と力

を合わせ、さらなる発展に向けてその思い

を次の１００年につなげていきたいと決意

を新たにしたところであります。 

 人口減少と少子高齢化、長期化している

原油価格・物価高騰による影響、さらには

老朽化が進む公共施設の整備など喫緊かつ

重要な課題が山積しておりますが、美幌町

の将来を見据え、町民の皆様が地域におい

て安心して暮らし続けることができるよ

う、美幌が持つ活力を最大限に高め、町民

の皆様の幸せを願い、温かく寄り添う町政

を全力で進めてまいりますので、議員各位

のなお一層の御指導と御支援をお願い申し

上げます。 

 【町政執行の基本的な考え方】 

 令和６年度は「第６期美幌町総合計画」

基本計画（後期）の２年目となります。町

の将来像「ひとがつながる みらいへつな

げる ここにしかないまち びほろ」の実

現に向けて、具体的な取組を着実に実行し

てまいります。 

 昨年１２月に国立社会保障・人口問題研

究所が公表した将来推計人口によると、

２０５０年に美幌町の総人口は１万人を下

回り、２０２０年と比べて１４歳以下人口

の減少率は６７.９％に、生産年齢人口の減

少率は５８.３％になるなど、極めて厳しい

内容となっております。 

 こうした状況を認識した上で、人口減少

に歯止めをかけ、将来にわたって住みよい
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環境を確保するためには、オール美幌体制

により、今後のまちづくりに取り組んでい

く必要があります。 

 令和２年３月に策定した「第２期美幌町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づ

き、人口減少や少子高齢化が進む社会情勢

下においても、高い持続性と自立性を確保

していくまちづくりを目指し取り組んでい

ますが、令和６年度には計画期間の最終年

度を迎えることから、計画を改定した上で

戦略に掲げる施策を確実に実行し、人口減

少対策及び地方創生に向けた実効性のある

取組を進めてまいります。 

 昨年３月に策定した今後１０年間の財政

見通しを示す「第３次美幌町財政運営計

画」は、計画期間の２年目を迎えますが、

策定後に生じた新たな要因等を加味し改定

を行います。 

 行政課題が複雑化・多様化する中、最少

の経費で最大の効果を挙げられるよう、行

政資源を最大限に活用し、計画に沿った財

政運営に努めるとともに、将来にわたって

持続可能な行財政基盤の確立に取り組んで

まいります。 

 財政運営において重要な指針となる令和

４年度決算に基づく実質公債費比率は

６.９％と、地方債の発行に国の許可が必要

な基準、１８％を下回っていることから、

財政状況はおおむね健全な状態にあると考

えています。 

 しかしながら、公共施設や社会インフラ

の多くが更新時期にあることから、その整

備に当たっては、後年度に及ぼす影響を考

慮し、事業の優先度や重要度を勘案の上、

慎重に判断していく必要があります。 

 歳入においては、町税収入を前年度並み

に確保し、地方交付税については、地方財

政対策による増額を見込むほか、ふるさと

寄附金など自主財源の確保に努めるもの

の、歳出においては、義務的経費の増大、

みどりの村再整備や第Ⅳ期埋立処分場整備

などの大規模な施設整備が動き出すため、

今後の財政見通しは厳しいことが予想され

ます。 

 このため、これまで以上に慎重な行財政

運営を意識しながらも、ウィズコロナから

アフターコロナへの転換に伴い、今後の地

域経済の活性化や住民サービスのさらなる

向上、人材不足をはじめとした重点課題の

解決及び社会情勢の変化に合わせた喫緊の

政策課題への対応などを念頭に置きながら

予算編成に当たってまいりました。 

 その結果、一般会計は、前年度当初比で

８.２％増の１２８億６,４３７万６,０００

円に、特別会計と企業会計を合わせた全会

計の総額は３.５％増の２３４億５,９６４万

５,０００円となったところであります。 

 【令和６年度の主要施策】 

 それでは「第６期美幌町総合計画」の五

つの基本目標に沿って令和６年度の主要施

策について申し上げます。 

 ＜人を創り、地域力を高めるまちづくり

＞ 

 美幌町自治基本条例に基づき、町民が主

役のまちづくりを推進し、安心安全で心豊

かな生活が送れるよう町民主体の自治の実

現に努めるとともに、若者とのびほろ未来

ミーティングの機会を積極的に持ちなが

ら、美幌の将来を担う次世代の育成に努め

てまいります。 

 町ホームページのＳＮＳ連携や、アクセ

シビリティーの向上、セキュリティーの強

化及び情報発信の充実を図るため、町ホー

ムページの更新を行います。誰もが見やす

いホームページへリニューアルを行い、美

幌町の魅力を積極的に発信します。 

 令和３年１１月に策定した美幌町ＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）推

進計画に基づき、行政機能の強化と町民に

優しいデジタル化に取り組んでまいりま

す。 

 文書管理体制の見直し及び統一的な管理

ルールの徹底を図るため、文書管理システ

ムを導入し、電子決裁機能の活用と公文書
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の電子化を行います。 

 また、マイナンバーカードを活用した

「書かない窓口」を導入し、来庁者へのサ

ービス向上と負担軽減を図ってまいりま

す。 

 昨年３月に改編された美幌に駐屯する第

６即応機動連隊は、高い機動力と即応性を

備え、災害等で全国各地へ派遣される部隊

です。地域の安心と暮らしを守る自衛隊の

活動を支えるため、関係者が連携し、美幌

駐屯部隊のさらなる充実・強化と隊員及び

御家族の支援に努めてまいります。 

 本年度のふるさと寄附金の総額は４億円

を超える見通しであり、温かい御支援をい

ただいた全国の皆様に、心から感謝を申し

上げます。 

 新年度においては、寄附総額を５億円と

見込んだところでありますが、今後とも寄

附者のさらなる獲得と増収を目指した取組

を行うとともに、企業版ふるさと納税につ

いても積極的に制度を活用し、自主財源の

確保に努めてまいります。 

 令和４年１０月に、ニュージーランド・

ケンブリッジとの友好姉妹都市２５周年を

迎え、昨年１１月には美幌町から公式訪問

団を派遣し、教育と文化による交流を通

じ、友好関係のさらなる発展を確認してき

たところです。 

 新年度においては、一層の友好関係を築

くために、高校生留学の拡充を図るととも

に、ケンブリッジからの訪問団の受入れを

行いたく、関係者との間で協議を進めてま

いります。 

 昨年４月にオープンした「ワーキングス

ペースＫＩＴＥＮ」を拠点に、移住相談を

はじめ、サテライトオフィスやコミュニテ

ィカフェの利用を通じた取組を推進すると

ともに、移住体験住宅の積極的な活用を通

じ、関係人口や協働人口の創出のため、移

住定住を促進してまいります。 

 犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害

者等が安心して生活できるよう、犯罪被害

者等の支援に対する町の姿勢を明確にする

ため「美幌町犯罪被害者等支援条例」を制

定するとともに、犯罪被害者等が受けた被

害の早期回復と軽減を図るため、犯罪被害

者等に対する支援金を措置してまいりま

す。 

 近年、バス運転手やタクシー運転手など

の人手不足は深刻な状況が続いており、こ

のままの状況が続いた場合、公共交通の運

行が困難となり、町民の生活に重大な影響

が出ることが予想されるところです。 

 このため、昨年度においては運転手の採

用に要する経費や育成の支援金及び住宅に

対する支援金などを措置してきたところで

すが、新年度からは新たに就業された方に

対する支援金を追加するとともに、町内の

交通事業者に就業する地域おこし協力隊を

募集し、公共交通の利用促進と運転手確保

に取り組み、地域外からの担い手の確保に

より、将来的な隊員の定住・定着を図って

まいります。 

 今年１月１日に石川県能登半島を震源と

した能登半島地震では、甚大な被害と多く

の人命が失われ、今なお避難生活を余儀な

くされている方が多くいる状況です。 

 被災されました方々に心からお見舞いを

申し上げますとともに、亡くなられた方々

の御冥福をお祈りいたします。 

 災害は、いつ、どこで発生するか予測す

ることはできませんが、いつかは確実に発

生するとの予想に立ち、日頃から備えてお

くことが重要であります。そのため、新年

度においても厳冬期防災訓練の実施と防災

資機材の備蓄品の充実など、防災意識の向

上と防災体制の強化に努めてまいります。 

 また、昨年は災害とも言える猛暑に見舞

われ、町内にクーリングシェルターの設置

をしたほか、町内の公共施設にはエアコン

整備の補正予算を提案し、お認めいただい

たところです。 

 引き続き、同様の状況があることを予測

し、民間施設におけるクーリングシェルタ
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ー設置の御協力をいただくとともに、町民

の皆様に対策方法や施設利用の周知をして

まいります。 

 消防行政につきましては、近年、複雑・

多様化する災害や高齢化の進展に伴う救急

件数の増加など、消防や救急を取り巻く環

境は大きく変化しております。 

 新年度においては、高機能通信指令シス

テムの更新の準備に取りかかるほか、消防

団が活用する救助器具を積載したポンプ自

動車を整備し、迅速かつ的確に救急・災害

対応できる体制を整えてまいります。 

 ＜自然の美しさやくらしの安心を、みん

なで護りあうまちづくり＞ 

 社会福祉協議会において、人工透析され

ている方の通院に係る送迎を行う移送サー

ビスの事業拡大を図るため、必要な体制整

備に係る事業費の一部を支援してまいりま

す。 

 高齢者が地域の中で安心して元気に笑顔

で過ごせる環境づくりと認知症やフレイ

ル・介護予防対策を進めるため、保健師等

の専門職が関わり活動の質や幅を向上させ

るととともに、介護予防につながる地域活

動を支援し、ヘルスリーダーによるフレイ

ル予防事業、しゃきっと運動教室の再開な

ど、町民の健康寿命を延ばすための取組を

推進してまいります。 

 また、峠の湯を利用される障がい者や要

介護認定者の入浴料の助成を行い、介護者

の負担軽減及び障がい者、要介護者の健康

増進を図ってまいります。 

 加齢による難聴により意思疎通がしづら

くなることで、生活の質の低下やフレイ

ル、認知症のリスクが高まることから、新

年度においては加齢により聴力機能が低下

した高齢者に対し、補聴器を購入する費用

の一部を助成してまいります。 

 また、５０歳代以降に多く発症する帯状

疱疹に対し、町民の健康保持・増進のた

め、予防のためのワクチン接種費用の一部

を助成してまいります。 

 少子化が進む中、子供を産み育てるさら

なる環境整備と、安心して子育てができる

支援の強化が必要です。 

 子ども医療費無償化の助成対象年齢を、

現行の中学生までから高校生等まで拡大す

るとともに、受給資格に係る所得制限を撤

廃いたします。 

 満６か月以上の未就園の子供の育ちを応

援するため、保育園等に通っていない子供

の集団活動、保育士と過ごす機会をつく

り、家庭とは異なる経験や、同世代の子供

との触れ合いの場を設けるとともに、保護

者の孤立感や不安感の解消、育児に関する

負担感の軽減を図ることを目的に、子育て

支援センターで実施している一時預かり事

業を拡充し、子育てに対する支援を行いま

す。 

 また、妊婦健診時の交通費や不妊治療費

の助成に加え、特定不妊治療と併用して実

施した先進医療についても、経済的負担の

軽減を図るため、その費用の一部を助成し

てまいります。 

 美幌町立国民健康保険病院は、町内唯一

の一般病床を有する医療機関として、１

次・２次医療を提供するとともに、救急告

示病院としての機能と役割を担っておりま

す。 

 現在、常勤医師７名で診療に当たってお

りますが、本年４月に脳神経外科医１名を

採用し、新年度は常勤医師８名による診療

体制を予定しています。 

 医療サービスを安定的に供給するために

は、医師の確保は最重要課題であります

が、看護師や薬剤師などの医療従事者にお

いても欠員が生じるなど働き手の不足が深

刻化しております。町民の命と健康を守

り、町民が求める医療ニーズに応えるため

にも、医療従事者の確保に引き続き最大限

の努力を重ねてまいります。 

 また、新年度において、眼科における白

内障手術を開始する予定であり、手術に必

要な機器等の整備を行います。このことに
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より、これまで町外で行われていた手術が

国保病院において実施できることになり、

以前から要望の強い町民ニーズに応えるこ

とができることは大変ありがたく、改めて

御協力をいただける旭川医科大学に対し、

心から感謝を申し上げる次第であります。 

 地域における医療体制の構築を推進する

とともに、町民の健康及び福祉の増進を図

るため、町内に診療所を新たに開設する開

業医に対し、その費用の一部を助成してま

いります。 

 本町における温室効果ガスの排出量と吸

収量を２０５０年までに実質ゼロを目指す

「美幌町ゼロカーボンシティ宣言」を令和

４年３月に表明いたしました。 

 昨年度においては、美幌町の再生可能エ

ネルギーのポテンシャル調査となる再生可

能エネルギー導入戦略を策定しましたが、

新年度においては、民間事業者等との連携

も視野に入れた地球温暖化防止実行計画

（区域施策編）の策定を行ってまいりま

す。 

 また、北見工業大学において、一般住宅

におけるエネルギー利用実態分析を行うた

め、旧美英福祉寮敷地に実証実験住宅を建

設しており、完成後は住宅の省エネ技術、

再エネ利用、エネルギーコスト縮減技術の

研究・実験を行い、エネルギー利用実態分

析や炭素循環解析・評価結果等を共有し、

技術提言等による連携を行うことを目指し

ています。 

 なお、実証実験住宅の周辺整備のため、

旧美英福祉寮の解体も行います。 

 第Ⅲ期埋立処分場は、令和９年３月まで

の使用を予定しておりましたが、ごみ埋立

量の増加により、残余容量及び残余年数が

減となることが見込まれています。このこ

とから、新年度において、防衛省の補助を

受け、第Ⅳ期埋立処分場造成工事及び浸出

水処理施設建設工事に着工し、令和８年

１０月の供用開始に向け整備を進めてまい

ります。 

 また、令和１１年度に一般廃棄物広域

（中間処理）施設の建設を目指し、網走市

と大空町、斜里町、小清水町、清里町の１

市５町において基本計画及び各種調査等を

進めるための負担金を計上いたします。 

 ＜まちの資源や持ち味を、活力に換えて

いくまちづくり＞ 

 企業誘致に関しては、経済的及び社会的

情勢などにより企業進出数が伸び悩んでい

ますが、今年度実施いたしました立地適正

化計画策定のための企業立地アンケート調

査によると、今後、美幌町内に進出意向の

ある企業が複数あることを確認しておりま

す。 

 町内で起業しようとする方の背中を後押

しする起業家支援事業に取り組むほか、美

幌町企業立地促進条例に基づき、町内に工

場等を新設または増設する事業者に助成措

置を講ずるなど、災害の少なさや交通アク

セスの利便性など本町の優位性を生かした

企業誘致活動に努めてまいります。 

 また、各企業において人材不足が加速す

る中、近年、町内の企業においても外国人

技能実習生等の受入れが増加しておりま

す。その外国人技能実習生等に対し、日本

文化の体験機会や、やさしい日本語を学ぶ

機会を拡充し、さらには地域住民の受入れ

に対する意識やコミュニケーションが深め

られるよう多文化共生推進事業を展開する

とともに、外国人の住居の確保策として、

公営住宅の転用による活用も視野に入れた

検討を進めてまいります。 

 豊かな自然と肥沃な大地に恵まれた本町

は、畑作を中心に農業を基幹産業として発

展してまいりましたが、農家戸数の減少や

後継者不足に加え、生産性の向上やクリー

ン農業への取組など、農業経営の改善と強

化を図るための対策が課題となっておりま

す。 

 新年度においては、新規就農者等の支

援、環境保全型農業の支援に継続して取り

組むほか、網走川中央地区国営土地改良事
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業の一部完了に伴い、国営かんがい排水事

業で造成された基幹水利施設の通水開始に

より、安定した農業の経営を支援してまい

ります。 

 新型コロナウイルス感染症の５類への移

行により、修学旅行生を対象に、農業体験

や農村生活の場を提供する農村ツーリズム

の需要が高まっております。新年度では、

新たに誘客用パンフレットを作成し、都市

圏へのプロモーションを行い、近隣の自治

体や関係機関、受入れ農家と連携を深め、

積極的な受入れを行ってまいります。 

 みどりの村森林公園は、総面積３３ヘク

タールを有する森林レクリエーション施設

で、豊かな自然と触れ合える空間として親

子連れを中心に人気の高い施設です。 

 開設から３０年以上が経過し、老朽化が

進んでいることから、利用者の安全確保の

ためにも施設の改修や再整備が急務となっ

ています。 

 課題となっていた再整備に要する財源

は、デジタル田園都市国家構想交付金を活

用し、グリーンビレッジ美幌の改修を含

め、令和９年度のリニューアルオープンを

目指し、新年度においては設計業務の委託

を実施いたします。 

 再整備に当たっては、既存施設の改修の

ほか、新たな機能として、ニーズの高いオ

ートサイトの設置やグランピング施設を導

入するなど、利用者への憩いの場を提供い

たします。 

 また、ＫＩＴＥＮを利用する方にもワー

ケーションの宿泊施設として活用してもら

うことで、町外からの集客につなげるとと

もに、交流人口、関係人口を増加させ、地

域経済の発展に結びつけてまいります。 

 本町の商業は、大規模小売店舗の進出や

町外への消費流出等により既存商店の経営

環境は厳しさを増しています。商工会議所

や連合商店会と連携し、消費拡大を目的と

したプレミアム商品券発行事業や商店街イ

ベント事業、店舗リフォーム促進支援事業

により商業の振興を推進してまいります。 

 本町の観光資源の核となる「美幌峠」に

は、多くの観光客が訪れています。美幌峠

と市街地を結ぶ国道２４３号線を中心に、

自然満喫型の滞在型観光の体系化を引き続

き進めてまいります。 

 美幌地区３町広域観光協議会による「屈

斜路カルデラ外輪山トレイルルート」は新

年度に開通する予定であり、屈斜路湖や斜

里岳、知床連山を眺め歩く絶景はすばらし

く、また、昨年、念願のホテル、ＡＲＭ美

幌がオープンしたことも相まって、滞在型

観光の資源となる可能性を秘めておりま

す。 

 新年度では、開通に合わせた体験ツアー

の実施や、観光パンフレットの全面更新を

行い美幌町の魅力を発信するとともに、関

係自治体と連携し広域観光を推進してまい

ります。 

 交流促進センター「峠の湯びほろ」は、

町民の憩いの場として毎年１０万人を超え

る方に御利用いただいております。 

 新年度においては、ＲＶパークやテント

泊利用者の利便性向上のため、交流ホール

を改修し、温泉施設の営業時間外でも利用

できる屋内トイレや屋外シンクなどを設置

するほか、ライダー用テントスペースの拡

張により、利用者の満足度向上を図り、さ

らなる集客につなげてまいります。 

 昨年１２月、本町と一般社団法人全日本

司厨士協会北海道地方本部は、それぞれの

資源を有効に活用した協働による活動を推

進し、地域の活性化を図ることなどを目的

とし、食を通じた地域活性化に関する連携

協定を締結いたしました。 

 今後においては、地域特産品を活用した

商品の開発や食を通じた本町の魅力の発信

などについて、連携した取組を推進してま

いります。 

 新年度においては、町民の食に対する可

能性の機運を醸成するため、キックオフイ

ベントとして講演会を開催するほか、町民
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向けプログラムとして、新たな具材（素

材）や、商品のコンセプトづくりなど、新

商品や既存商品のブラッシュアップを行

い、スタートアップとスタートダッシュを

図るための「食品アップリフトアドバイザ

リー事業」を実施してまいります。 

 近年、特殊詐欺の手口は複雑化・巧妙化

しており、ネット通販トラブルも増加して

います。安心して暮らすことができるよう

に消費生活相談体制の充実と消費生活の安

全確保に努めてまいります。 

 ＜住みやすく、人が集まる基盤をつくる

まちづくり＞ 

 北海道横断自動車道網走線、端野高野道

路は、平成３１年に事業化され、令和４年

度から高野地区においても工事が始まって

おり、また、女満別空港網走道路において

は、昨年１２月に第３回目の地方小委員会

が開催され、今後、対応方針の決定により

早期事業化が期待されるところです。 

 早期開通に向け、北海道横断自動車道北

見・網走間建設促進期成会による中央要望

をはじめ、あらゆる機会を通じて、国や北

海道に整備促進を強く働きかけてまいりま

す。 

 町道については、地域の要望を勘案の

上、緊急性や安全性の確保を念頭に置きな

がら計画的な整備を進めています。 

 新年度においては、国の交付金を活用し

て、第５０５・５０９号（新町２、３丁

目）の整備、６０号橋（都橋）の補修工

事、１００号橋（福住）の撤去に向けた実

施設計、五月橋（豊幌）の補修に向けた実

施設計を行うほか、町道５路線の道路・歩

道の整備を進めるなど、通行車両と歩行者

の安全確保に努めてまいります。 

 除排雪体制の充実を求める声は多く、重

要度の高い行政サービスであると認識して

います。市街地区の間口除雪を継続し町民

の除雪の負担軽減を図るほか、民間事業者

と農村地区除雪組合の御協力の下、引き続

き早期の通行確保に努めてまいります。 

 また、自治会における「たすけあいチー

ム」と連携し、間口置雪対策に取り組むな

ど、冬期間における安心安全な生活環境の

維持に努めてまいります。 

 網走川と美幌川が合流する本町では、台

風や大雨の影響による河川の増水によっ

て、一部の市街地において、浸水被害が

度々発生しています。排水ポンプや発電機

を常時配備し、樋門の管理体制を強化する

一方で、河川管理者である国や北海道と連

携の上、治水対策に取り組んでまいりま

す。 

 また、町が管理する普通河川において

は、時限的な河川緊急浚渫推進事業債を活

用し、河道及び沈砂池のしゅんせつを進

め、河川環境の整備と保全に努めてまいり

ます。 

 本町は、比較的コンパクトに市街地が形

成されていますが、近年は空き家も目立つ

ようになり、今後人口の減少が予想される

中において、都市機能の集約と居住誘導区

域の設定など、さらにコンパクトシティー

の推進を図っていく必要があります。 

 現在進めている都市計画マスタープラン

の見直し、立地適正化計画の策定により、

市街地のにぎわいの方向性を示してまいり

ます。 

 町内には、せせらぎ公園をはじめ、町民

の憩いの場として親しまれている都市計画

決定公園が２３か所あり、１人当たりの公

園面積は全道平均を大きく上回っておりま

す。 

 供用開始から年数が経過し、施設や遊具

の老朽化に対する計画的な更新整備を進め

るとともに、新年度においては、あさひ運

動公園トイレの洋式化への改修などを行

い、安心して利用いただける環境を整えて

まいります。 

 本町には、１６団地・７７棟・７９５戸

の公営住宅があります。住宅セーフティネ

ットの機能を保持するため、適切な維持管

理に努めていますが、耐用年限を迎える住



－ 37 － 

戸も多く、建て替えや改善を年次的に進め

ていく必要があります。 

 このため、美幌町公営住宅等長寿命化計

画に基づき、人口減少を見据えた将来の管

理戸数を設定の上、建て替え等を計画的に

進めてまいります。 

 新年度においては、仲町公住の建て替え

に先立ち、現入居者の仮居住先として建設

する旭団地７号棟（３０戸）の実施設計の

継続に加え、既存の旭団地１号棟の屋上、

外壁改善を行うなど、安全に暮らせる住環

境の確保に努めてまいります。 

 平成２３年度に開始した住宅リフォーム

促進補助事業には、これまでに１,５００件

を超える申請があり、工事費の総額は３６

億円を超えるなど、住環境の整備と地域経

済の活性化に重要な役割を果たしておりま

す。 

 昨年度から、一部制度を見直し、再利用

を可能にしたほか、工事費の下限額の引下

げ、補助対象工事を拡充するなど、より利

用しやすい制度へと改正を行ったところで

すが、事業効果も高いことから引き続き実

施してまいります。 

 一定の条件を満たす空き家（不良住宅）

を除却する際の補助制度を令和３年度に創

設し、昨年度は募集に対し８件の申請があ

り、応募件数が到達している状況にあった

ことから、新年度においては、予算の増額

を行い、自主的な除却を促進し、住民の安

心で安全な住環境の確保を図るとともに、

空き家の解消を積極的に進めてまいりま

す。 

 また、空き家を活用した移住体験住宅整

備事業補助金についても、継続し広く周知

を行い、空き家の有効活用と交流人口の拡

大を図ってまいります。 

 水道事業は、給水人口の減少に伴う給水

収益の減少と、老朽化に伴う水道施設の更

新が課題となっております。 

 重要なライフラインとして、地震等の災

害時においても必要最低限の水を安定的に

供給できるよう、日並浄水池の耐震補強に

係る実施設計及びろ過設備更新工事、計装

機器類の更新のほか、高区ＲＣ配水池耐震

補強工事、老朽した配水管の計画的な更新

など、水道施設の耐震化と経営基盤の強化

に努めてまいります。 

 水道未普及地域については、水質検査費

用や家庭用浄水器の設置費用の助成のほ

か、昨年度創設の飲用井戸の整備費用補助

制度を継続し、飲料水の安全対策を推進し

ます。 

 昭和５６年１０月に供用を開始した下水

道事業は、人口減少による使用料収入の減

少、施設や設備の老朽化に伴う投資の増大

など、経営基盤の強化を図る必要がありま

す。 

 新年度においては、終末処理場の中央監

視設備更新の継続工事、下水道管渠を計画

的に更新するほか、施設の耐震化や長寿命

化に取り組むとともに、下水道計画区域外

においては、個別浄化槽を設置し水洗化を

図るなど、生活環境の改善と持続的に安定

した下水道サービスを提供いたします。 

 ＜夢を育む体験！あたたかい人をつくる

まちづくり＞ 

 学校教育においては、学校・家庭・地域

が連携して子供たちの確かな学力、豊かな

心、健やかな体を育成するなど、調和の取

れた教育環境を推進してまいります。 

 就学時に少人数指導を行うことで生活習

慣と学習規律を身につけられるように、町

費による臨時教員を配置し、小学校第１学

年において３０人以下学級を実践してきた

ところですが、新年度からは第２学年まで

拡大し、低学年におけるきめ細やかな学習

環境を一層充実してまいります。 

 少子化による影響で児童生徒数の減少が

続いており、小学校においては１学級とな

る学年も増加しています。今後において

は、義務教育９年間を見通した教育の推進

と、持続的な教育環境を確保した、小中一

貫教育を推進する必要があるため、令和
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１３年度の開校を一つの目安として、義務

教育学校の早期実現に向けて取り組んでま

いります。 

 生徒数の減少によって学校単位での部活

動の運営は厳しくなってきており、将来に

わたり生徒たちがスポーツ・文化芸術活動

に継続して親しむ機会を確保するため、将

来的には地域クラブ活動への移行を目指

し、新年度からは一部部活動について拠点

校方式での取組を導入してまいります。 

 学校給食においては、子育て世帯の負担

軽減を図るため、従来から多子世帯（第３

子以降）においては給食費の無償化を実施

していますが、昨年１０月からは、第１

子・２子について半額を助成しており、事

業継続により全ての子育て世帯を応援して

まいります。 

 また、美幌産の農産物と特産物を学校給

食で提供し、町産食材のおいしさを伝える

ことで、食育及び地産地消の推進に取り組

んでまいります。 

 美幌高等学校は、本年度から農業科２間

口が未来農業科１間口へ再編され、普通科

２間口も定員割れが続いていることから、

生徒募集と高校の魅力化に向けた取組を強

化する必要があります。 

 新年度においては、寄宿舎寮費及び運営

費の補助、生徒募集経費、学習環境及び学

力向上支援を継続実施するほか、地域みら

い留学参加経費の拡充、民間下宿の追加、

農業科実習服の充実など、生徒募集活動や

学習環境に資する経費の支援を行い、美幌

高等学校教育振興対策協議会と連携の上、

オール美幌体制で入学者の確保に努めてま

いります。 

 本町の次代を担う子供たちの抱く夢実現

のため、必要な事柄を自らの力で考え、そ

れらを表明し実行する活動に対し支援する

ため、企業版ふるさと納税を活用した「び

ほろっ子夢へのチャレンジプロジェクト事

業」を創設し、子供たちの夢を後押ししま

す。 

 また、芸術文化活動において高い技術と

感性を有する青少年を対象に、全国大会等

の出場経費を助成する「未来のアーティス

ト応援事業」により、本町の文化振興を担

う人材の育成に取り組みます。 

 建設から４５年を経過する図書館は、施

設の老朽化と狭隘化、駐車場不足などの課

題を抱えており、新図書館整備に向け基本

構想を策定してきたところですが、財源確

保や建設場所などの課題があることから、

事業実施時期を先送りし、関係機関との協

議を引き続き行いながら慎重に検討を重ね

てまいります。 

 博物館においては、貴重な収蔵資料を活

用した特別展、企画展及びロビー展を開催

し、町民の学習意欲を高めるための役割を

果たしてまいります。 

 また、学校教育と連携した体験学習や各

種講座を積極的に開催し、児童生徒をはじ

め、町民の好奇心を高める活動を進めてま

いります。 

 スポーツは、明るく豊かで活力に満ちた

地域社会の形成や心身の健全な発達に必要

不可欠であり、スポーツに親しむ環境づく

りが求められております。 

 新年度においては、陸上競技場のトラッ

クに全天候型マットの敷設や、リリー山ス

キー場照明のＬＥＤ化を実施するほか、ト

レーニングセンター耐震改修工事の実施に

向けた準備を進め、老朽化した施設や設備

の長寿命化に取り組んでまいります。 

 また、夢に向かって努力する子供たちを

応援する「未来のアスリート応援事業」を

継続するほか、スポーツ団体が企画する講

演会等を支援するスポーツ講演応援事業を

創設し、競技力の向上とスポーツ振興に努

めてまいります。 

 【むすびに】 

 以上、町政執行の基本方針と令和６年度

の主要施策について申し上げました。 

 近年、新型コロナウイルス感染症をはじ

め、激甚化し頻発する地震、異常気象によ
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る局地的な豪雨や身の危険を感じるほどの

猛暑など、経験したことのない様々な自然

災害が頻発しており、今後においても想像

をはるかに超えた災害がどの地域でも起こ

り得るものと考えています。 

 私は、今後どのような困難な状況に直面

した場合でも、町民の皆様の命と、安心し

て生活できる環境を守るため、常に皆様の

先頭に立ち、乗り越えていく所存でありま

す。 

 そして、これからの美幌町を「元気な美

幌」「活力ある美幌」「笑顔あふれる美

幌」を目指して、一層努力してまいる覚悟

であります。 

 どうか、町民の皆様、議会議員の皆様に

おかれましては、引き続き町政推進に変わ

らぬ御支援と御協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、令和６年度の町政執行

方針といたします。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１４時３５分とします。 

午後 ２時２８分 休憩 

─────────────────── 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 令和６年度教育行政執行方針について、

教育長の発言を許します。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 令和６

年度教育行政執行方針を申し述べさせてい

ただきます。 

 【はじめに】 

 令和６年度予算を御審議いただく美幌町

議会定例会におきまして、教育行政に関す

る執行方針を申し上げ、町民の皆様並びに

議員各位の御理解と御協力を賜り、学校教

育、生涯学習、文化・スポーツに係る各種

施策を推進してまいります。 

 人口減少・少子高齢化、高度情報化など

の進展に加え、国際情勢の不確実性が高ま

る中、今まさに激動する予測不能な時代が

到来し、我々を取り巻く環境は大きく変化

しております。 

 先行きが不透明であっても、子供たちが

未知なる時代を切り開く力を身につけ、町

民一人一人が心豊かに暮らせる社会の実現

のため、教育行政の果たす役割はますます

重要であるとともに、持続可能な社会のつ

くり手の育成や、多様性を尊重し合う共生

社会づくりが教育現場にも求められており

ます。 

 このため、新年度におきましても「人間

性豊かな教育を目指して」とした「美幌町

教育大綱」の目指す姿を実現するため、複

雑化・多様化する課題に真摯に向き合いな

がら、本町の教育行政に全力を挙げて取り

組んでまいります。 

 【基本的な考え方】 

 令和６年度の教育行政の執行に当たり、

「第６期美幌町総合計画」を柱に「美幌町

教育大綱」並びに「第８次美幌町社会教育

中期計画」の取組を着実に進めてまいりま

す。 

 あわせて、総合教育会議における町長と

の協議を踏まえた町行政との連携の下、家

庭・学校・地域・関係機関の協働をさらに

進めながら、本町教育の持続的な発展に向

けて、次の重点施策に取り組んでまいりま

す。 

 【重点施策の展開】 

 ≪幼児、学校教育の充実≫ 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大と

いう予測困難な事態から４年が経過し、新

型コロナウイルス感染症は５類に移行しま

したが、各学校においてはオンライン等の

活用と工夫を行いながら、児童生徒の学び

を止めない活動を続けております。 

 また、少子化の進行による学校の最適化

や部活動の地域移行、不登校児童生徒の対

応など様々な課題を抱えている状況にあ

り、美幌町の次の時代を担う人材を育成す

るため、教育の果たす役割はますます重要

となっております。 

 このような状況の中、ふるさと美幌で子
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供たちが生き生きと学び育つことができ、

未来の持続可能な社会のつくり手となり得

るよう、その資質や能力を育成するため、

保護者・地域・学校をはじめ、関係機関と

連携して各種施策に取り組んでまいりま

す。 

 ＜子どもたち一人一人の可能性を引き出

す教育の推進＞ 

 ＳＤＧｓ・ＥＳＤの推進。 

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成

のため、地球規模の様々な課題を自分ごと

として捉え、解決に向けて行動する力を身

につけるとともに、ＳＤＧｓが目指す持続

可能な社会の担い手を育てる教育（ＥＳ

Ｄ）の理念を踏まえた学校経営に取り組ん

でまいります。 

 幼児教育との連携・充実 

 幼児期は、生涯にわたる人格形成を培う

重要な時期であり、幼児教育は「教育の始

まり」として、豊かな感性に触れる機会や

表現する機会を通じて、学習の基礎固めす

る役割を担っております。 

 幼小の接続を円滑にするため、要保護児

童対策地域協議会をはじめ、認定こども園

や町立保育園、子ども発達支援センター等

の関係機関との相互連携の充実に努めてま

いります。 

 新しい時代に必要となる資質・能力の育

成。 

 主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た指導方法や指導体制の工夫改善を行い、

児童生徒一人一人の新しい時代に必要とな

る資質・能力の育成に取り組んでまいりま

す。個の理解度に合わせた習熟度別指導や

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ機器の

積極的な活用、教員の研修会への参加や外

部講師による校内研修会の開催など、指導

主事２名体制により教員の指導力向上と授

業改善を推し進め「個別最適な学び」と

「協働的な学び」の充実を図ります。 

 また、言語活動を通じて育成される読解

力や語彙力などの言語能力は全ての教科等

における学習の基盤であるとともに、ＩＣ

Ｔ機器を活用し学習活動等を通じて育成さ

れる情報活用能力は、これからの発達段階

においても必要不可欠なものであります。

引き続き、学校図書館等を有効利用した調

べ学習や、新聞を生きた教材として活用す

るなど、言語能力と情報活用能力の向上に

取り組んでまいります。 

 特別支援教育の充実。 

 特別な支援が必要な子供が乳幼児期から

学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ

目ない支援を受けられるよう、美幌町特別

支援教育連携協議会をはじめ、福祉・医

療・教育等の関係機関の連携により、児童

生徒や保護者の多様化するニーズに対応し

てまいります。 

 また、個の特性に応じたきめ細かな教育

支援を行うため、学級編制に合わせて特別

支援教育支援員２８名を配置する中で、個

別の指導計画・教育支援計画の活用や保護

者との相談を重ねながら、効果的な支援を

行ってまいります。 

 キャリア教育の充実。 

 未来に向かって創造的に考え、主体的に

行動する児童生徒を育むため、自らの学習

状況や将来の在り方を考える学びをつなぐ

ためのキャリア・パスポートを活用しなが

ら、自身の変容や成長の自己評価を促すキ

ャリア教育を実践します。 

 体力・運動能力の向上。 

 児童生徒の運動能力を向上させるため、

体育授業の充実をはじめ、教育活動全体を

通じて体力を培うほか、家庭や地域の連携

による部活動や地域の少年団活動を奨励し

てまいります。 

 あわせて、引き続き関係団体の御理解と

御協力の下、水泳、スキー、スケートにお

いては、外部講師のサポートを受けながら

授業を実施してまいります。 

 道徳教育の充実。 

 「特別の教科 道徳」を要として、学校

の教育活動全体を通じて人間としての自分
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の生き方を考え、主体的な判断の下に行動

し、自立した人間として他者とともにより

よく生きるための基盤となる道徳性を養う

教育を推進します。 

 道徳科はもとより、各教科、外国語活

動、総合的な学習の時間の特質に応じて児

童生徒の発達段階を考慮し、適切な指導を

行ってまいります。 

 ふるさと教育の充実。 

 ふるさと美幌を愛し、夢を持って学び続

ける児童生徒を育むため、身近な地域の自

然環境や歴史、伝統、文化、産業等につい

て理解を深める学習活動を通して、地域の

魅力や課題などを学び、地域の将来を担う

人材を育てる教育を推進します。 

 英語教育の充実。 

 心豊かで自他を尊重し、共に高め合い支

え合う児童生徒を育むため、美幌町の教育

が目指す英語教育の充実に取り組む中、グ

ローバル社会において活躍できる人材を育

成するため、高等学校卒業までに外国語で

コミュニケーションが取れるよう「聞く・

読む・話す・書く」の力を総合的に育んで

まいります。 

 引き続き、小学校３校の連携により外国

語専科教員による巡回指導の継続・充実を

図り、全小学校に設置するイングリッシュ

ルームの活用と、２名の語学指導助手（Ａ

ＬＴ）のサポート体制により、一層の語学

教育の充実に努めてまいります。 

 学校教育施設環境の整備充実。 

 子供たちが快適で安心して学べる良好な

学習環境を維持するため「美幌町学校施設

長寿命化計画」を基に、計画的な施設設備

の改修に努めてまいります。 

 新年度においては、昨夏の記録的な猛暑

を受け、児童生徒の命の危険を守るととも

に健康に配慮した教育活動を継続するた

め、町内の小中学校の普通教室をはじめ各

教室にエアコンを整備するほか、中学校２

校のバスケットゴールの修繕、東陽小学

校、旭小学校、美幌中学校の体育館におい

てはＬＥＤ照明設置工事を実施してまいり

ます。 

 このほか、給食センターでは、調理用大

釜と小釜の更新などを行い、適切な維持管

理に努めてまいります。 

 スクールバスの運行については、安全運

行に努めるのはもとより、児童生徒の利便

性を考慮した運行を行うとともに、少人数

の場合にはハイヤーを代替として活用する

など、引き続き効率的で安全な運行に努め

てまいります。 

 また、特別な教育的支援を必要とする児

童生徒が増加する中、より高度で専門的指

導がふさわしいとされる場合、美幌町の児

童生徒は北海道北見支援学校（北見市川

東）が就学校となりますが、保護者による

毎日の送迎の負担を軽減するため、北見支

援学校への登校便の運行を引き続き実施し

てまいります。 

 高等教育への支援の充実。 

 オホーツク管内で唯一農業科を持つ美幌

高校は、農業教育の拠点として農業の担い

手育成と地域の特色を生かした教育活動が

進められ、美幌高校の魅力が発信されてい

ます。 

 町として、引き続き「北海道美幌高等学

校教育振興対策協議会」をはじめオール美

幌体制により、美幌高校の魅力づくりを支

援してまいります。 

 具体的には、町外からの入学者を呼び込

む「地域みらい留学」制度は、入学者の確

保に有効な手段であるため、引き続き、積

極的に取り組んでいくとともに、町外から

の報徳寮への入寮希望者が増えている状況

にあることから、定員を超えた場合は町内

下宿の開設等の支援により、入学希望者に

とって支障を来たすことのないよう対応し

てまいります。 

 あわせて、新年度においても、高等学校

ＧＩＧＡスクール構想におけるタブレット

端末の貸与、農業科実習服や部活動強化支

援などを通じて、未来農業科のみならず普
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通科に一人でも多くの生徒が入学してもら

えるよう支援を行ってまいります。 

 ＜学びの機会を保障し質を高める環境の

確立＞ 

 ＩＣＴ教育の推進。 

 ＧＩＧＡスクール構想から３年が経過

し、１人１台タブレット端末の導入及び小

中学校の全学級に電子黒板を整備いたしま

した。 

 子供たちが、これからの多様な情報化社

会を生き抜くため「個別最適な学び」と

「協働的な学び」をともに実現し、新たな

時代に求められる創造力や情報活用能力の

育成を目指すとともに、教育の質を高める

ためＩＣＴ機器の適切な維持と管理を行い

ながら、学校内外のあらゆる場所でタブレ

ット端末を利活用して学ぶことができるよ

う、環境の整備に努めてまいります。 

 小学校少人数学級の推進。 

 国や北海道においては、小学校の学級数

の定数を３５人以下で進めておりますが、

特に小学校低学年は義務教育９年間の生活

を送る基盤形成において大切な時期であり

ます。 

 本町では、よりきめ細かな学習環境を整

えるため、町費による臨時教員を配置し、

小学２年生まで対象を拡大し３０人以下学

級を実践いたします。新年度も少人数学級

事業を実践し、児童一人一人の理解度や興

味・関心を踏まえた学習指導体制を進めて

まいります。 

 いじめ防止の取組。 

 いじめ防止の取組は、学校における最重

要課題の一つであります。いじめの早期発

見・早期対応に向け、子供たちがいじめの

被害者にも加害者にもならず、安心して過

ごせる学校づくりに努めてまいります。 

 また、全ての子供たちが「いじめは断じ

て許さない」という意識を持ちながら、主

体的にいじめの未然防止に取り組むことが

必要でありますが、ネット上のいじめなど

子供たちを取り巻く環境が複雑化している

現状にもあります。 

 悩みを抱える児童生徒のサインを少しで

も見逃さないよう、スクールカウンセラー

との連携やタブレット端末を活用した相談

窓口への紹介などにより、未然防止・早期

発見・早期対応に努めてまいります。 

 教育相談体制の充実。 

 不登校をはじめとする教育相談体制とし

て、教育相談室に教育専門相談員と不登校

問題相談員を各１名配置し、問題を抱える

児童生徒に対して、家庭訪問や学校訪問に

よる相談・支援を行うほか、サテライト授

業では、児童生徒一人一人に寄り添いなが

ら個に応じた学習支援を行ってまいりま

す。 

 また、町内唯一の民間フリースクールで

は、学校外において多様な学びが提供され

ておりますが、引き続き情報交換や連携の

強化により、官民一体となった支援体制の

構築に取り組んでまいります。 

 学校内においては、児童生徒の心のケア

や、教職員・保護者の問題解決に向けた連

携を強化するため、スクールカウンセラー

３名を配置し、不登校をはじめとする校内

の教育相談体制の充実と早期対応に努める

ほか、タブレット端末を活用した相談窓口

への紹介や道教委制度のスクールソーシャ

ルワーカー配置を視野に入れ、一層の相談

体制の充実に努めてまいります。 

 働き方改革の推進。 

 教職員の働き方改革の推進は、心身への

負担軽減とともに、教育の質の向上や健康

的な人生につながっております。 

 本町では、令和３年３月に策定した「美

幌町働き方改革推進プラン（第２期）」に

基づき、教育委員会と学校が連携しなが

ら、引き続き計画的に学校業務の効率化・

平準化を目指した教職員の意識改革を進

め、働き方改革に取り組んでまいります。 

 また、中学校の部活動では、休日の活動

から地域の実情に応じて地域移行を進めて

まいりますが、移行までの間、教員の部活
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動指導において過度な負担とならないよ

う、学校と連携して持続可能な部活動体制

の構築を目指し、取り組んでまいります。 

 ＜地域と歩む持続可能な教育の実現＞ 

 義務教育学校による小中一貫教育の推

進。 

 文部科学省は、義務教育９年間を通した

教育課程、指導体制、教員の育成等の在り

方を一体的に検討する必要があるとする

中、学校現場では少子化による児童生徒数

の減少により、授業等でのグループによる

学び合いや、切磋琢磨する機会の減少のほ

か、学校行事では一定規模の集団形成の維

持が保たれないなどの課題があります。 

 こうした課題を解決するため、小中学校

９年間を見通した切れ目のない教育の推進

と持続可能な教育環境を確保するため、施

設一体型の義務教育学校１校による小中一

貫教育の導入が必要と判断し、学校施設敷

地を基本とした改築や新築を行った上で、

令和１３年度の開校を一つの目安として、

スピード感を持って取り組んでまいりま

す。 

 現在、今後の美幌町教育の羅針盤とも言

える小中一貫教育推進ビジョンの策定に向

けて取り組んでいる段階にありますが、ビ

ジョンの策定並びに義務教育学校開校に向

けて、今後も町民の皆様や議員各位に対し

て丁寧に説明を行うとともに、関係者との

合意形成を図りながら、皆様の御理解の下

で取り組んでまいります。 

 地域と学校の連携・協働の推進。 

 学校は、教育活動やその他学校運営の状

況を自ら評価するための学校評価の実施及

び公表、また、新年度の学校経営方針や重

点課題を広く公表することで、学校・家

庭・地域がおのおのの役割を果たしつつ、

社会全体で連携・協働する「地域とともに

ある学校づくり」の深化に努めておりま

す。 

 新年度においても、学校運営協議会にお

ける情報共有や資質向上を目的とする学校

運営協議会連携会の運用により、地域の子

供は地域で育てる仕組みを推進するほか、

学校行事や学校便り、学校ホームページ等

を通じて、学校の状況や子供たちの様子を

保護者や地域に発信するとともに、地域の

意見を学校運営に生かしながら、地域の皆

様と一体となった学校づくりを進めてまい

ります。 

 部活動の地域移行の推進。 

 少子化による生徒数の減少、教員の成り

手不足や働き方改革により、学校単位での

部活動の維持及び運営がますます厳しい状

況にあります。 

 このため、将来にわたり生徒がスポー

ツ・文化芸術活動に取り組める体制を構築

するため、地域移行に向けて取り組んでお

りますが、受皿の確保、人材の確保、予算

の確保などの様々な課題があることから、

地域移行までには時間を要するものと考え

ております。 

 地域移行への体制構築は喫緊の課題であ

り、部員の減少や指導者不足など、学校単

位での継続が困難な部活動については、拠

点校方式の導入などにより部活動を持続さ

せることを最優先し、受皿や指導者等の問

題が解決され次第、速やかに部活動の地域

移行を進めてまいります。 

 安全・安心な教育環境の充実。 

 本年元日に発生した能登半島沖地震は、

私たちに大きな衝撃と深い悲しみを与え、

改めて地震の怖さを痛感した大規模な災害

となりました。 

 地震や台風などの災害から身を守る能力

の育成に向けた学校現場での防災教育は不

可欠であり、子供たちが自らの力で危険を

予測し、状況に応じた判断や行動を通して

危機回避できる力を身につけ、常日頃から

防災意識を持つために火災、地震、台風災

害を想定した避難訓練や防災訓練を実施い

たします。 

 また、全小中学校で取り組む「１日防災

学校」は、児童生徒にとって貴重な体験学
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習であり、引き続き関係機関の協力により

防災の要素を取り入れた授業を継続してま

いります。 

 学校生活においては、ＰＴＡや地域の皆

様のボランティア活動、警察など関係機関

の御協力により、交通安全教室や自転車乗

車マナーの指導、防犯訓練、通学路の安全

確保、登下校時の見守り活動、不審者情報

メールの配信や携帯電話・パソコン等のイ

ンターネット犯罪から子供たちを守る取組

を進めるほか、親子で学べる場の検討な

ど、保護者、地域住民、関係機関が連携

し、地域ぐるみで子供たちの健やかな成長

を育む環境の確保を図ってまいります。 

 感染症対策は、新型コロナウイルスやイ

ンフルエンザなど季節に限定することなく

流行が続いているため、引き続き警戒を続

けなければなりません。各学校では「学校

の新しい生活様式」により感染対策に対応

しておりますが、今後も継続して児童生徒

と教職員の感染症予防対策の徹底を図り、

児童生徒が安心して教育を受けられる環境

整備に努めてまいります。 

 学校給食と食育の推進。 

 学校給食は、衛生管理の徹底の下で「お

いしく安心・安全な給食提供」に努めると

ともに、地元産農産物や地場産加工品を積

極的に取り入れ、給食を通じて食文化の継

承と児童生徒の郷土愛を育む取組を進めて

まいります。 

 近年、食生活の乱れなどにより、子供た

ちの健康を取り巻く問題が深刻化しており

ます。このため、学校と連携して給食を学

校における食育の生きた教材として位置づ

け、食に関する正しい知識と望ましい食習

慣、成長期の食の大切さ、食べ残しによる

栄養不足が引き起こす症状等の理解を深め

ることで、食育の充実と食品ロス削減に取

り組んでまいります。 

 また、食物アレルギーを有する児童生徒

には、医師が作成する学校生活管理指導表

に基づき、保護者・学校との面談により、

安心して学校生活を過ごせるようアレルギ

ー対応を適宜行ってまいります。 

 新年度においても、物価高騰の中、家計

への影響を受けている保護者の皆様の経済

的負担を軽減するため、引き続き学校給食

費補助事業を実施いたします。 

 具体的には、町の補助により第３子以降

の児童生徒の年間給食費を全額補助するこ

とで実質無償化とし、第１子、第２子のう

ち給食費の助成を受けていない児童生徒は

半額補助により年間給食費を半額とするも

のであり、全ての子育て世帯に学校給食費

への支援の輪を広げることで、安心して子

育てができる環境づくりに努めてまいりま

す。 

 ≪生涯学習の充実≫ 

 第８次美幌町社会教育中期計画にある

「未来と夢を創る人を育てる」「ふるさと

の魅力を受信・発信」「多様性を尊重した

学び」の三つの推進目標を社会教育行政の

柱に、乳幼児から高齢者まで全ての町民の

皆様が心身ともに健やかで充実した生活が

営めるよう、文化・スポーツ活動を通じ

て、さらなる学習機会の充実・発展に努め

てまいります。 

 ＜全ての人が自ら学び続けられる教育環

境の充実＞ 

 家庭教育の推進。 

 家庭や地域からの教育力向上を図るた

め、乳児期から学齢期における子育てに関

する諸課題に切れ目なく対応していけるよ

う、乳児期における「フレッシュママセミ

ナー」の実施や、幼児期における「家庭教

育学級」の開設・活動支援、学齢期の「Ｐ

ＴＡ役員研修会」などに取り組んでまいり

ます。 

 あわせて、家庭での教育力も重要である

ことから、多くの保護者が関心を持つ学び

の充実に努めてまいります。 

 少年教育の推進。 

 小学生を対象に、公共交通機関を利用し

た町外での体験学習や、コロナ禍により実
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施を見送っていた児童の通学合宿事業を再

開するとともに、中高校生においては、次

代を担うリーダーの養成を目的に、講習会

の開催や大学生らとともに将来の夢や進

学・就職する上でのキャリア教育の充実を

図るため「まなび場びほろ」を継続開催す

ることで、児童生徒の興味や関心の幅を広

げ、自ら考え行動する力を育んでまいりま

す。 

 また、子供たちが抱く将来の夢の実現に

向け、子供たちの主体的・自主的な活動を

サポートすることで自己肯定感を養い、自

己の実現を図るため、新たに「びほろっ子

夢へのチャレンジプロジェクト事業」に取

り組んでまいります。 

 青年教育の推進。 

 青年教育では、まちづくり活動への参画

や子供たちの活動を支援する青年団体の自

主的活動を推進するとともに、広域的な青

年団体の交流と相互連携を促進するための

「青年交流会」や「はたちのつどい」の開

催に支援いたします。 

 また、「青年講座」の開催により、青年

の学習の場を引き続き提供してまいりま

す。 

 成人教育の推進。 

 町民の皆様の自主的な学習活動を支援す

る「みんなのまなび場応援事業」、広く知

識・教養を深める「イマドキ講座」や「き

らり女性セミナー」を開催し、誰もが気軽

に参加できる学習機会の提供に努めるほ

か、女性団体の活動支援を推進いたしま

す。 

 また、町内在住の外国人技能実習生を受

け入れる事業所が増える中、外国人の方々

に仕事や生活する中で本町へ愛着を持って

もらうとともに、町を挙げて受入れの意識

を持っていただき、町民の皆様とのコミュ

ニケーションが深められるよう、日本語講

座や日本の伝統文化などを学習・体験でき

る機会を提供する「多文化共生推進事業」

をさらに充実してまいります。 

 高齢者教育の推進。 

 明和大学では、多くの仲間とともに充実

した学生生活を送れるよう、学生の多種多

様なニーズに応えながら、学習内容の充実

を図ってまいります。 

 また、新年度に明和大学が創立５０周年

を迎え、記念すべき節目の年になることか

ら、記念式典や特別文集を作成するととも

に「明和大学特別公開講座」や「アクティ

ブシニアセミナー」を開催し、さらなる高

齢者の生きがいづくりと生涯学習の場を提

供してまいります。 

 青少年健全育成の推進。 

 青少年の健全育成や非行防止活動のた

め、青少年育成センターを拠点に青少年育

成協議会や警察署・学校・ＰＴＡ等関係機

関と連携を強化しながら、指導と支援に努

めてまいります。 

 また「地域の子どもは地域で育てる」を

合言葉に、リトルウイングや子どもみまも

り隊による児童生徒への声かけ・見守り活

動のほか、青色回転灯装備車両によるパト

ロール、お祭りの巡回活動など「地域のお

じさん・おばさん」として、引き続き、町

民総ぐるみ運動を展開し、子供たちの安全

確保や非行防止に取り組んでまいります。 

 芸術文化活動の推進。 

 町民の皆様に広く芸術文化に触れる機会

を提供するため、鑑賞事業の充実と文化的

な活動への関心を高めることを目的に、芸

術文化鑑賞事業の取組を支援するほか、各

種文化団体活動への支援と技術の向上や、

文化の裾野を広げるための指導者招聘事業

を継続いたします。 

 また、次代を担う子供たちの文化活動と

して、吹奏楽やその他演奏活動において

「未来のアーティスト応援事業」を継続し

優れた活躍を支援するほか「びほーる演劇

ひろば」の実施により、子供たちが自ら創

作し表現できる場を提供し、成果発表をは

じめびほーるやその他各種催しへの参加な

ど、子供たちが芸術文化の分野において活
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躍できる取組を後押ししてまいります。 

 図書館活動の推進。 

 社会的なニーズや時代の変化に対応し、

町民の皆様にとって「利用しやすく、魅力

的な図書館」を目指すため、現在の図書館

の機能とサービスを見直し、一つずつ確実

に改善してまいります。特に、障がい者や

高齢者に優しいユニバーサルデザインを意

識したレイアウトを進めるとともに、児童

生徒から高齢者まで各世代に即した新しい

事業展開を図ってまいります。 

 また「子ども未来絵本０３６事業」を継

続し、乳幼児から切れ目のない読書環境づ

くりに努めるほか、学校巡回司書の取組を

強化し、学校と図書館が連携して児童生徒

の読書活動の推進に積極的に取り組んでま

いります。 

 新図書館整備については、財源確保・建

設場所・複合化等の課題を整理し、町行政

と連携しながら取組を進めるとともに、今

後は、図書館協議会をはじめ、関係機関と

引き続き議論を深め、来るべき時期に着手

できるよう準備を進めてまいります。 

 美幌町図書館基本構想に示す「誰もが 

いつでも 集える 魅力的な図書館」の基

本理念の実現に向けて、利用者の声に耳を

傾け、日々の実践を大切にする図書館運営

に努めてまいります。 

 博物館活動の推進。 

 町民の多くの皆様に、ふるさとの自然や

歴史、芸術などのすばらしさに触れていた

だき、積極的に利用してもらえる博物館と

して、魅力ある事業づくりを進めてまいり

ます。 

 教育普及では「蛍が舞う風景（仮称）」

をテーマとした特別展や、貴重な収蔵資料

を展示するロビー展などを企画するほか、

美幌町にゆかりのある著名な動物写真家の

常設写真展示を充実させることで、豊かな

美幌町の自然環境の魅力を広く発信し、博

物館の利用促進につなげてまいります。さ

らに、各種団体や学校教育などと連携を図

り、体験活動を主体とした講座内容を充実

し、博物館教育につながる取組を進めてま

いります。 

 文化財の保全･保護では、指定文化財の点

検、巡視を行うとともに、指定文化財「美

幌小学校のかしわ」と「ベニバナヤマシャ

クヤク自生地」の生育環境保全作業、町史

跡解説看板の設置を継続して進めるほか、

埋蔵文化財発掘調査として道営農地整備事

業などにおける予備調査、その他各種開発

行為に伴う事前調査を実施いたします。 

 スポーツ活動の推進。 

 美幌町出身者が日本代表選手として、オ

リンピックやパラリンピックに出場し活躍

することは、本町にとって大変名誉なこと

であり、スポーツに関わる子供たちに夢を

抱かせるとともに、スポーツに親しむ方や

視聴する方たちに、大きな感動と生きる活

力になると確信しているところでありま

す。 

 一方で、コロナ禍やライフスタイルの変

化により、コミュニケーションの場が制限

されるなど、心と体への影響が心配される

中、スポーツへの機会は誰しもが心身とも

に健康で充実した生活を送るためのツール

であり、生活に必要不可欠なものでありま

す。引き続き、多様性を尊重したスポーツ

の場を創設するとともに、健康増進やレベ

ルの高い競技力の向上を図るため、美幌町

スポーツ協会やびほろスポーツクラブＢｅ

ｅｔとさらに連携・協働して、より充実し

たスポーツ環境づくりを推進してまいりま

す。 

 また、本町の青少年スポーツ活動は特に

活発であり、トップアスリートを夢見る選

手を応援するため「未来のアスリート応援

事業」を継続するとともに、子供たちが安

心して練習できる環境整備や、全国もしく

は世界で飛躍する選手の育成に支援してま

いります。 

 人口減少や少子高齢化が進む中、各競技

団体においてはスポーツ指導者不足が大き
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な課題となっております。学校運動部の活

動やスポーツ活動を継続・充実するために

は、競技者人口の拡大と指導者養成などの

資質向上が求められており、指導者養成に

係る資格取得費用助成を継続して取り組ん

でまいります。 

 これまでのスポーツ環境の整備充実とス

ポーツ基盤をさらに強化・継続し、町独自

の特性を生かしたスポーツの推進が一層図

られるよう、未来を見据えたスポーツの普

及振興に努めてまいります。 

 社会教育施設環境の整備充実。 

 社会教育施設は、社会教育や芸術文化活

動、スポーツ活動など地域における生涯学

習の拠点として、これまで多くの方々が学

習や交流の場として利用され、その振興に

大きな役割を果たしてきております。 

 あわせて、災害時等における避難場所な

どの防災施設としての機能を有する施設で

あることから、特に町民会館においては災

害対応に備えた訓練や酷暑時のクーリング

シェルターなど、町民皆様の多岐にわたる

利用に応じた運営に努めるとともに、引き

続き「美幌町社会教育施設等長寿命化計

画」に基づき、安心安全な施設環境を確保

するため、計画的な施設整備の改修に努め

てまいります。 

 新年度におきましても、公共施設の脱炭

素化の取組による安心安全な施設環境を確

保するため、びほーる反響板・リリー山ス

キー場・博物館内のＬＥＤ照明設置工事を

実施するほか、施設機能の充実を図るため

トレーニングセンター耐震改修工事の実施

に向けて準備を進めてまいります。 

 【むすび】 

 以上、新年度の教育行政に臨む基本的な

考え方と重点施策について申し上げまし

た。 

 明治３３年（１９００年）１１月、本町

の学校教育の始まりとなる美幌簡易教育所

が設置されてから今年で１２４年目を迎え

ますが、私たちには、これまで先人の築か

れた教育のよき伝統を次の世代に引き継ぐ

責任があります。美幌町民の一人一人が自

らの個性や能力を生かしながら、年齢・性

別・障がいの有無にかかわらず、笑顔があ

ふれ、共に学び支え合うことができる教育

環境の構築に向けて、職員一丸となって取

り組んでまいります。 

 結びに、町民の皆様と議員各位の御理解

と御協力を心からお願い申し上げまして、

令和６年度の教育行政執行方針といたしま

す。 

 御清聴ありがとうございました。 

○議長（戸澤義典君） 暫時休憩します。 

 再開は、１５時２０分とします。 

午後 ３時１１分 休憩 

─────────────────── 

午後 ３時２０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第３８ 一般質問 

○議長（戸澤義典君） 日程第３８ 一般

質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 １番木村利昭さん。 

○１番（木村利昭君）〔登壇〕 私から

は、通告しておりました大きく２点につい

て質問させていただきます。 

 人口減少対策について、生産年齢人口の

移住定住対策について質問いたします。 

 国立社会保障・人口問題研究所は、昨年

１２月１日現在の市区町村を推計対象とし

た地域別将来推計人口（令和５年推計）を

まとめ、これにより２０５０年の美幌町の

人口推計が公表されました。２０２０年の

数値と比較すると、総人口は１万８,６９７

人から９,８１９人の５２％に、ゼロ歳から

１４歳の人口は１,９２８人から６１８人の

３２％に、１５歳から６４歳の人口は１万

５５人から４,１８８人の４１％になるとい

う誰もが衝撃的な数字だったのではないか

と思います。 
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 しかし、現在の人口になることは３０年

以上前から推計されており、しっかりとし

た対策をしてこなかったことで、ほぼ推計

どおりになってしまったというのが現実で

あると考えます。 

 これからのまちづくりにおいて、子育て

支援の強化や教育の充実を行うことは当然

のこととして、生産年齢人口、いわゆる若

手世代がこの美幌町に定着し続けてもらう

ためのさらなる取組を行わなければ、いよ

いよ手遅れになります。 

 最優先・最重要課題として美幌町ならで

はの施策を行うべきと考えますが、町長の

考えをお伺いいたします。 

 大きく二つ目、美幌町の観光の在り方に

ついて、美幌みどりの村の再整備について

質問いたします。 

 先日、全員協議会において、美幌みどり

の村の再整備について基本構想が示されま

した。補助金を有効活用し、キャンプ場、

グランピング施設を中心とした整備を行

う、つまり、みどりの村をキャンプ場とし

てレベルアップして更新するといった内容

であったと受け止めております。 

 まずは、みどりの村という大きなくくり

でのテーマやコンセプト、グランドデザイ

ンが非常に重要になってくると思われます

が、今後も、先日説明のあったキャンプ場

やグランピングを中心とした考えを基本と

した計画をつくっていく考えなのか、町長

の考えをお伺いいたします。 

 以上、２点お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員

の御質問に答弁いたします。 

 初めに、人口減少対策についてですが、

本町における人口減少対策は、美幌町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において、

雇用の場の創出、移住定住の促進、子育

て・教育環境の充実、生活環境の充実の四

つの基本目標を掲げて取り組んでおります

が、これらの目標は有機的に連動してお

り、全てを総合的に推進していくことが重

要だと考えております。 

 人口減少社会は、本町のみならず、我が

国全体の課題であり、昨年発表された地域

別将来推計人口においても、２０５０年に

は全体の９６％の自治体で人口減少とな

り、また、６割の自治体において人口が３

割以上減少することが推計されています。 

 国、地方それぞれが役割分担の上、その

課題に立ち向かっていく必要があると考え

ております。 

 本町においては、従来の子育て世帯の負

担軽減対策に加えて、新たに医療費無償化

の枠拡大、給食費の段階的な負担軽減な

ど、新年度予算において提案予定であり、

これらの政策を一つ一つ実施することが人

口減少対策に寄与するものと考えておりま

す。 

 人口の推計結果を悲観的に捉えるのでは

なく、今後においても、あらゆる施策を検

討し、皆様の御理解を得て、可能な限り展

開していくことが肝要だと考えておりま

す。 

 令和６年度は第３期総合戦略策定の準備

年度であることから、これまで実施してき

た政策の効果的検証を行い、御質問の生産

年齢人口についても次期総合戦略に盛り込

んでまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、美幌町の観光の在り方について、

みどりの村の再整備についてですが、みど

りの村は、昭和６２年に町民の余暇の活

用、健康増進と文化・教育の充実及び地域

の活性化を図るため、総合的な機能を有す

る自然休養村として建設され、平成４年に

整備が完了しました。 

 全体面積は３６ヘクタールで、上側を森

林公園、下側を農村公園として位置づけて

おり、森林公園内には、野外キャンプ場と

して、管理棟、テントサイト、バンガロ

ー、あずまや、遊歩道、ジャンボ滑り台、

木製遊具などが整備されております。 
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 農村公園内には、都市と農村の交流を図

ることを目的にした体験型宿泊施設のグリ

ーンビレッジ美幌や、美幌町の歴史、自

然、芸術をテーマとした資料の収集保存、

体験学習の拠点となる美幌博物館が設置さ

れております。 

 また、平成２２年には、地元のＦＳＣ国

際認証材を使用した環境共生型住宅びほろ

エコハウスの設置、さらには、昨年、移住

相談拠点施設としてＫＩＴＥＮがオープン

するなど、美幌町の魅力を発信してまいり

ました。 

 森林公園キャンプ場とグリーンビレッジ

美幌は、利用開始から３０年以上が経過し

老朽化しているため、利用者の安全面の配

慮を第一に、施設の部分的な修繕を実施

し、運営してまいりましたが、時代の流れ

とともに、利用者のニーズやキャンプの楽

しみ方が変化し広がっていることから、

様々なスタイルに対応できる施設の整備

や、長期的に安定した集客を確保するため

の再整備が懸案となっておりました。 

 これまで、みどりの村あり方検討委員会

の提言などを受け、再整備の検討を重ねて

まいりましたが、課題となっていた施設の

再整備に要する財源として、デジタル田園

都市国家構想交付金の活用が見込めること

となったことから、新年度から再整備に着

手し、令和９年度のリニューアルオープン

を目指すことといたしました。 

 再整備に当たりましては、既存施設の改

修、新たな機能として、ニーズの高いオー

トサイトの設置やグランピング施設を導入

するほか、森林の中にあるキャンプ場とい

う立地条件を生かしたアクティビティーや

自然体験の提供など、施設の魅力化を図っ

てまいりたいと考えております。 

 また、ＫＩＴＥＮを利用する方々にもワ

ーケーションの宿泊施設として活用してい

ただき、町外からの集客や交流人口、関係

人口を増加させ、地域経済の発展に結びつ

けてまいります。 

 今後、みどりの村再整備に係る基本計画

の策定を予定しておりますが、具体的な施

設の整備内容、利用方法などについては、

町民や施設の利用者など多くの皆様の御意

見を伺いながら進めてまいりますので、御

理解をお願いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 今、町長から１回

目の御答弁をいただきました。 

 今、私の手元に第２期の美幌町のまち・

ひと・しごと創生総合戦略があります。 

 この２４ページ、２５ページを開きます

と、人口の将来展望、目指すべき将来の方

向ということで、美幌町の今後の基本姿勢

や目指す姿の方向性についていろいろ書か

れています。 

 ここには、若い世代が希望する結婚や出

産を支える施策を推進しますとか、若い世

代の定着を目指し地元学校や経済界と連携

し、地元進学率・就職率の向上や、商店街

の魅力を高めることで地元で暮らしたいと

いう人を増やし、その希望を実現する施策

を推進しますとか、すごくいいことが書か

れています。 

 次の４４ページに行きますと、具体的な

施策がいろいろと書かれています。３５ペ

ージ以降から基本戦略ということでいろい

ろ書かれていて、様々な取組の項目が書か

れているのですが、一番最初に読み上げた

基本姿勢とか、方向性とか、すごくいいこ

とを書かれているにもかかわらず、実際に

具体的な施策を見させてもらうと、申し訳

ないのですけれども、今はどこもやってい

るような当然の内容が書かれているように

見てとれました。 

 正直に言って、この内容では力を入れて

いるとは言っていけないと思います。町長

から執行方針のお話もありましたが、人口

減少対策、生産年齢人口の維持の部分に関
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しては今回の新年度予算を見せていただい

ても、もうちょっと力を入れていただける

と思っていました。そのあたりはいかがで

しょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） これからの人口減

少ということで、先ほど３０年前からとい

う話がありましたが、現在もその状況であ

ることは理解しております。 

 当然、日本の人口推計は非常に優秀であ

って、普通であれば大体そのとおりいくと

いうことがあります。 

 私は、今回の答弁の中にも書いてありま

すけれども、そんなに驚くことではないの

かなと思っています。逆に言うと、そのこ

とで悲観的になる必要はないということで

す。 

 ただ、何が決め手かというと、これをや

れば人口減少が止まるという方策はないと

思っています。新年度も含めて今まで町が

進めてきたことに対して、それは弱いとい

うことであれば、正直、その時点、時点で

判断してやるしかないのかなと思っており

ます。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） もっと力強い、こ

ういうことをやっていきたいというお言葉

を町長からいただけるかなと思っていたの

で、今、驚いております。 

 確かに、人口減少だけを切り取って悲観

的と思うというところは問題視しておりま

せん。何が問題かというと、町の経済力と

いうものが全て福祉とか教育等にもつなが

る、これは全て切っても切れないものだと

私は思っています。 

 それを維持するためには生産年齢人口の

維持は必須であるので、今回の１回目の質

問でお話ししましたように、人口が約半数

になるけれども、人口が半数になる以上

に、生産年齢人口は約４０％、そして、子

供に関しては３２％になるということで

す。つまり、３２％の子供たちが次に大人

になるので、生産年齢人口がどんどん減っ

ていくことが問題だと私は思っているわけ

です。 

 なので、自然減での人口減少、高齢の人

たちが年齢を重ねて自然にお亡くなりにな

っていくという人口減少を問題視している

のではなく、子供を産み育てる人たち、生

産年齢の人たちの活力が下がるということ

を私は問題視しています。 

 ですから、今日は、そこに論点を置い

て、生産年齢人口の移住と定住ということ

で質問させていただいています。 

 そこで、もう一度伺いますが、生産年齢

人口を維持するための具体的な手法につい

て、何かお考えありますか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 具体的にというよ

り、今後人口が減っていくことに対しての

一般論というわけではないですけれども、

方法としてはもう見えているわけです。 

 例えば、今おっしゃいましたけれども、

生産年齢人口の減少だけではなくて、若い

人たちよりも、これから何をしなければい

けないかというと、出生率の低下をどう抑

制するかということですね。 

 言うならば、どんどん落ちてくるところ

について、子供を産んでもらえるような関

わり方をどうするか。 

 もう一つは、女性なり高齢の方々がどう

関わっていくかということで、人口がとい

うよりも生産年齢人口が減らないための方

策が見えていると思っているのです。 

 今、私どもで何をやるのがいいかという

中で、今できることを一つ一つやらざるを

得ないだろうと思っています。 

 これとこれをやったからベストアンサー

という話ではないので、力を込めて言うの

であれば、今までは子育て支援とか教育に

力を入れたつもりです。 

 ただ、それだけでは駄目ですよねとよく

言われている中においては、若者人口をど
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うするかということが一つ、若者人口を増

やすためにはどうなのかといったときに、

こうするああするという部分の中でいけ

ば、一つ一つ考えられるものをその時々で

皆さんと相談しながら、その答えを選んで

進めていくしかないのかなと思っておりま

す。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 今、町長が出生率

の低下を抑制すべきことと捉えているとい

うお話をされていました。子育て支援と教

育に力を入れてきて、これをこれからもや

っていくというお話だと思います。また、

若者人口を増やすということは、その場そ

の場で考えてというお話をされたと思うの

ですけれども、失敗してもいいから、チャ

レンジしなければどうなるか分からないと

私は思うのです。 

 これは、町民とか議会側が、その１回の

失敗をちゃんと認めるということも必要な

のだろうと思いますが、やはり、これから

今まで経験したことがなかった人口減少の

時代に進んでいくわけです。私は、町長が

スーパーマンだと思っていないですし、も

う神様みたいに何でも分かっているなんて

ことは思っていないです。どういうことを

やって、どういう結果が出るのかというの

は、チャレンジしなければ分からないと思

うのです。 

 私は、子育て支援と教育に力を入れてい

くというのは当たり前というか、これは当

然のこととしてやっていかなければならな

いと思います。町民がやってもらって当た

り前だという話ではないです。そういうこ

とではなくて、町の姿勢として、これぐら

い力を入れていくのだという中では当たり

前だと私は思っています。 

 その上で、若者の人口をどうやって定着

させて、逆に大学や専門学校で出ていって

も美幌に戻ってくるようにする。あとは、

美幌に住んでいる人たちが、このまま美幌

に住み続けたいのだけれども、出ていかな

ければならない、そういったところをどう

やって防止していくかということが大切で

はないかと私は思うのです。 

 現実、どこの企業に行っても、今、本当

に人手が足りなくて、今は何とか回ってい

るけれども、全員退職が見えた高齢の人た

ちが仕事しているのだ、本当に数年後はど

うなるか分からないという声を多く聞きま

す。 

 なので、若い人たちが定着する、若い人

たちに美幌に住んでもらう、もちろん、勉

強したり、さらにステップアップして外に

行くということは応援すべきだと思うので

すけれども、美幌に住むという選択を持っ

てもらうためにどういうことをやっていく

かが大切だと私は思うのです。そのあたり

についてはいかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） そもそも論の話を

すれば、前にもそういう御質問の中でお話

ししたかもしれないですけれども、外から

入ってくるものは別として、美幌から出て

いる人が多いです。今の御質問の中で、地

元から出ていかないというより、戻ってき

てくれる方法という話を考えたときに、今

の流れでいけば、ほとんど学ぶために都会

へ行きます。都会からどうして戻るかとい

う話になったときに、一つは、やはり仕事

があるかということだと思うのです。 

 そういうことを町全体で、町の施策でで

きるというのは、こういうことをしたらハ

ード的に支援してあげることはできるので

すけれども、町全体でその人たちが戻って

くる仕事がしっかりつくれるかどうかとい

う取組だと思うのです。 

 一方では、この頃のコロナ禍によって生

活スタイルが違ってきたときに、必ずし

も、地元に仕事がなくても、例えば、テレ

ワークによって仕事を持って自分が戻るこ

とも可能になってきたということが一つ変

わり目ではないかと思っているのです。そ
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のためにどうするかというと、こちらに住

むための魅力をどうするかということを問

われているのですけれども、それへのベス

トアンサーはなかなかなくて、まずやれる

ことは、子育てとか教育に力を入れて、美

幌には魅力があるということを伝えるしか

ないと思います。その中で足りないのは、

美幌はいろいろなことをやっていると思い

ますが、そのアピール度というか、どう伝

えるかということが足りないのかなとすご

く意識しています。 

 東京のアンケート調査の中でなぜ戻らな

いのですかといったときに、そういう情報

が得られないというのが一番多いというこ

とでいけば、私が思っているような、美幌

をしっかりアピールすることの足りなさ

は、今後しっかりやらなければいけないと

いうものがあります。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 一般的な話でいく

と、美幌は本当に様々な施策を打ってい

て、すばらしいと私は思っています。 

 外へのＰＲももちろん大事だと思いま

す。それは絶対に最重要だと思うのですけ

れども、結局、美幌町に住んでいる人たち

からすると、美幌町としては、すごくいろ

いろと施策もあって安心して暮らせるし、

住みやすいまちでいいね、なのです。今の

課題としては、テレワークをやっていて自

分で仕事を持って美幌町に来られる層とい

うのもいるし、そういう人たちも歓迎した

い。そういう人たちに魅力を伝えるために

ＫＩＴＥＮをつくってというところも分か

るのですが、それとは別に、美幌町に仕事

がないかといったら、ないことはないので

す。仕事はあるのです。しかし、行政とし

てという意味ではなく、その仕事の魅力化

とか、美幌町としてそういう仕事があっ

て、住みやすさというところを連携して見

せていくことが弱いと思います。 

 実際に専門学校や大学に行って美幌に戻

ってきて勤めている人たちもいますが、そ

ういう人たちがなぜ戻ってくるかといった

ら、政策だけではなく、心の根底に美幌町

は自分の地元だという思いがあるのです。

これは、理屈ではないと思うのですが、そ

ういう人たちは戻ってきてくれているけれ

ども、もっと幅広く実は仕事もあるのです

よ、美幌町は本当はこういうところがすご

く優れているのですよと、美幌町がふるさ

とではない方にも来てもらうために何か仕

掛けを打っていかないと、結局、出生数も

減っていく中で限界が来るのではないかと

私は思います。 

 今、奨学金の返済助成をやっているソー

シャルワーカーの部分がありますね。もち

ろん、ＰＲが前提ですけれども、例えば、

こういったところの対象業種を拡大して、

もっと美幌町に目を向けてもらえれば、奨

学金返済の助成の対象を広げるので、こう

いう業種でも美幌町に来てくれませんか、

一緒に美幌町を盛り上げてくれませんか、

そういった取組はやってやれないことはな

いと思います。もちろん、町だけで勝手に

これをやったらいいのではないかと思って

いることは違うと思いますけれども、民間

企業とか各業種の団体と意見交換をしなが

ら、そういったことも検討すべきかと思う

のですが、それはいかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 美幌に仕事がある

という話ですけれども、仕事があっても戻

らないのです。その中で大事なのは、若い

世代がきちんと所得を得られるというか、

所得向上をしっかりできるかできないかな

のです。それを地元の企業の人たちとしっ

かりやれるかやれないかということがまず

大事です。 

 それから、今の動きの中でいくと、外に

出る部分においては女性が少なくなってい

るのです。どんどん外に出ていくというの

は、高学歴になったり、女性の評価をきち

んとし直さないとなかなか戻れないわけで
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す。女性だけではなくて、せめて戻るため

にどうしたらいいかというと、これは本当

に失礼なのだけれども、特定の業種です。

例えば、医療とか介護とか今の地元に本当

に必要なものを、そういう人たちに対して

地元に戻ってほしいとお願いをして、例え

ば、今言った奨学金の返済に対しての支援

をしますとか、一方では、それに対して雇

っていただいたときに本人に関わる賃金を

少し上乗せするということをしていかなけ

れば、まずは戻ってこないと私は思ってい

るのです。 

 そういう答えというのは、一般論ではな

くて、どこでもそうです。だから、どこま

でそれをやるかということをやらない限

り、何ぼ若者を戻せといっても戻ってこな

いのです。そこについて、みんなとそこま

でやるのか。 

 この頃、私がお話をしているのは、地元

に戻る方法として特殊な部分もあるのです

けれども、特定の組織の話をして申し訳な

いのですが、今、役場の職員は成り手がい

ないわけです。そういう方に中途採用で戻

ってきてもらえないでしょうかというお願

いをしているのです。 

 例えば、地元出身の女性に、子育てがし

やすく仕事もあります、家族で来てくださ

いと的を絞ったことをやらない限り、若い

人をこちらに呼び戻すことができないと思

っていますし、先ほど言った特別な職種以

外の一般論の話で言う若者という大くくり

の論議をしていても何も進んでいかないと

思っております。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） これは、外から来

るでも、美幌出身の人が残るでも、どちら

でもいいのですけれども、美幌町に女性が

定着してくれる必要があると私も思ってい

ます。 

 そうなったときに、女性が働きやすい職

場という意味では、正直に言って美幌町は

弱いと私も感じています。 

 都市部に行きますと、女性が選ぶ仕事も

選択肢がかなり広がってくると思うのです

けれども、今、テレワークも適用している

コールセンター業務が女性にとってニーズ

が高いと私は感じています。 

 例えば、今、町長がお話ししたこういう

層を呼び戻したいということがはっきりさ

れているのであれば、そこに合わせた企業

誘致を行うとか、もちろん女性だけではな

くて男性だって必要だと思うのです。女性

だけではなく、男性も平等に必要だと思っ

ていますが、一企業として採用があるとい

うだけではなく、美幌町の企業として、地

元の企業の見える化はしていく必要がある

と思います。そういった企業誘致の支援、

要はターゲットをちゃんと絞った企業誘致

が必要だと思いますが、大きい工場に来ま

せんかと言っても、それはなかなか簡単な

ことではないです。 

 美幌町は交通のアクセスがよく、自然災

害のないところです。ただ、北海道は本州

から見ると電気代が高いというところがあ

ると思うので、そういったところも考えな

がら企業誘致を行うとか、地元企業の魅力

の見える化をすべきと思うのですが、その

あたりはいかがでしょうか。 

○町長（平野浩司君） 企業を呼ぶという

考えは、前はいろいろ思っていたのですけ

れども、今の時代に沿って、どういう方が

来るのかという話をしたときに、多くの人

を雇用する職種はもう限られてくると思っ

ています。そういった中で、今、北海道が

千歳を中心に大騒ぎしていて、人の移動が

技術者のほうに傾いています。 

 この地域でいったときに、もう美幌だけ

の話では済まないのです。言うならば、こ

のエリアでやらなければ難しいものがもう

出てきていると思っております。 

 ですから、確かに来てもらうことはいい

のですけれども、それよりも、今、この町

に住んでいる人も含めて、いずれにしても
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人口が減っていく中で、急激な減にならな

いような努力をどうしていくかということ

です。今、住んでいる方への魅力化とか、

美幌町を将来的に維持するため、言うなら

ば生活するために必要な人材をどう確保し

ていくかということに力を入れていくのが

ベストだと思っております。 

 私もＩＴ関係の方に出会ったときに、女

満別空港からも近いので来てくださいとい

う話をしていますが、電力設備はこの近く

に何かあるのですか、水はしっかりあるの

ですかと。水はあるといっても、電力設備

がなかったときに、今言われたように、そ

ういう企業はまず来ません。そういうこと

を皆さんと話していますけれども、企業誘

致をやらないということではないのです。

本当に確実に、今、地元に必要な人たちに

戻ってもらうというのは、先ほど言ったよ

うなことをしっかりやるしかないと思って

います。そのためには、地元に来て、北見

でなくても美幌から北見に通ってもいい話

だから、道路の整備を一生懸命お願いし

て、美幌から北見間とか、美幌から女満

別、網走になったときに、住みよいところ

であれば、地元から仕事にも行けるので、

必ずしも美幌にそういう企業的なものがな

くてもできるということに対して、一つ一

つみんなで協力し合って、また自分も努力

していくことが大事なのかなと思っている

ところです。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（戸澤義典君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

─────────────────── 

◎日程第３８ 一般質問 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 全てを美幌で完結

しなければならないということは、私も思

っていませんし、町長がおっしゃっている

ことはよく理解できます。例えば、本当に

美幌に住みながら北見と網走に通ってもら

うということはありなのかなと思うのです

が、現状、わざわざ北見に仕事があって美

幌に住まなければいけない理由というのは

何があるのでしょうか。 

 私はそんなことを思っていないという話

ではなく、町長としてそのあたりをどう思

っているのか、伺いたいです。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 道路網をしっかり

することによって、特定の隣の町と比べた

場合に、それこそ子育てとか基本的なも

の、それから、医療はどうしても第３次と

いうと隣町になりますけれども、基本的に

しっかり町立病院があるとか、福祉の部分

とか、健康づくりとか。何よりも、皆さん

と話していて、町民の温かさ、町民の在り

方を大事にすることが、他の町に住むより

も、隣に住むよりも、美幌から通ったほう

がいいという形になると思います。 

 よく言われますけれども、スポーツであ

れば、美幌ほど支援している自治体はあり

ません。医療費についても、今は皆さん大

体同じになってきましたけれども、かなり

やっています。それから、子供を産むとい

うことでは不妊治療とか、ほかのまちより

もやっています。そういうことをしっかり

アピールして整理することによって、美幌

はいいねと言っていただける人も結構いら

っしゃいますので、人口を減らさないとい

うことの一つの戦略になると私は思ってお

ります。 
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○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 美幌町民の温かさ

はほかの町には絶対負けないものだと、私

も美幌に住んでいて、ずっと感じていま

す。 

 町長が今お話しされたスポーツ・文化の

支援、不妊治療の支援というところも美幌

は早くから取り組んでいたり、少年団活動

や町民のサークルの支援というところはす

ごく力を入れていていいと思っておりま

す。最初におっしゃられた子育てですが、

それがほかの町と比較してどうなのかと考

えたときに、正直に言って、私はそこまで

強くないと思っています。やっていないか

と言われたらやっていないことはないけれ

ども、わざわざ美幌から北見に通わなけれ

ばならない理由があるほど美幌の子育てが

強いかというと、正直に言って、私はそこ

までではないと思っています。 

 その上で、これは町民の方からいただい

た声です。「美幌は産婦人科がありませ

ん。美幌町に産婦人科をつくるというの

は、すごく難しいと思うので、簡単なこと

ではないと思うのですが、交通費の助成と

か何か緊急のときには救急車が使えます」

と。もちろん、そういうことも制度として

あったら安心だと思うのですが、冬に産婦

人科に健診に行きますというときに、おな

かが大きい女性が１人で病院に行けるかと

いうと、こういうところもネックになって

くるという話はよく聞きます。 

 交通費を出していても、結局、その交通

費を使って公共交通で駅から離れた病院に

行けるかというと、なかなか大変というと

ころもあると思っています。 

 女性の働きやすさということでいきます

と、町民の方からよくいただく声は、預か

り時間の延長です。もっと早くからとか、

遅くまで預かってほしい、どうやっても仕

事の都合でもうちょっと長く預かってもら

いたい、朝早くから行かなければならない

ときがあるというときの対応です。あと

は、病児保育の実施です。病児保育をして

もらえるともっとありがたいということで

す。 

 そういう話をいただいたときに、今、美

幌町でそれが簡単にできるかというと、保

育士の関係とか施設の関係もあると思うの

ですけれども、一番大変なのは保育士を確

保するというところだと思います。 

 先ほど町長から、女性に美幌町に住んで

もらうためのソーシャルワーカーの需要と

いうお話がありまして、そことも連携する

と思うのですが、保育士の処遇改善です。

美幌町単独で保育士の処遇をもっと改善し

てあげて、美幌町として必要な機能を担え

るようにということを考える必要性はある

と思います。 

 病児保育と預かり延長、あとは、産婦人

科の健診のときにタクシー利用を助成しま

すということですね。自分の車で行ける方

はいいと思いますが、自分の車では行けな

いのでタクシーを使ってほしいと、病院が

ないのであれば、それぐらいやってもいい

と思うのです。 

 そのあたりの検討はどうなのか、お答え

ください。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 子育てに関して町

民がこういう話をしているということに対

して、いろいろ意見をいただいたことはあ

りがたく感じておりますが、それを一個一

個全部やりますいうことに本当になるかど

うかなのです。当然、財源のこともありま

すし、そういう意見をこれからの参考にし

て、どれがということを考えていきたいと

思います。 

 今、ここまで出生率が減って、妊婦の方

が減った中で、北見に行くエントリーネッ

トをやっていますけれども、以前、私は、

いっそのこと、北見の病院の先生が月に何

回か美幌町立病院に来てもいいではないか

という話を１回したことがあります。 
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 でも、それは、あちらのまちが出さない

限り、年間に何十人かになって、それが現

実的に難しいという話になった場合には、

木村議員がおっしゃったように、公共交通

ではなくて、こっちからしっかり安心して

通う、行き帰りできるというのも一つの手

だと思うのです。 

 ですから、今言われたことの中でどれを

やるかという話になれば、預かり保育につ

いても、一時預かりも、国が言っているよ

りも私どもは延ばしました。 

 それから、今、問題になっているのは、

預かりの時間帯の話は言われたとおりで、

いろいろと検討したくても、保育士の問題

とか、これもいろいろなことでどうなのか

という投げかけはしているのですが、最終

的にこれがベストというものを見いだせな

いまま来ているのも事実です。 

 一方では、いろいろな制度を変えること

によって、そういう方に対しての処遇を改

善したり、多くこっちに来てもらう方法は

ないかということを原課と一生懸命考えて

いるのも事実ですので、全くしないという

ことではないです。ただ、言われたことは

何でもやれるという状況でないこと、そし

て、それをどう選ぶかというのが政策の選

択だと理解いただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 今、いろいろと考

えられているというお話もいただきました

ので、私が最初から訴えておりますとお

り、単純に人口減少というところで悲観す

るのではなくて、生産年齢人口の維持をど

うしていくかということは今後もぜひ考え

て、先手先手で、ほかの町がやっていない

からやらないではなく、ほかの町がやって

いないことにもぜひチャレンジしていただ

きたいと思います。 

 これで、一つ目の質問は終わらせていた

だきます。 

 続いて、みどりの村の再整備についてで

す。 

 先日、全員協議会で説明いただきました

が、こちらはいつから計画していたのか、

スケジュールなどを教えていただけたらと

思います。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） みどりの村の再整

備については、町長になった時期というよ

りも本当に前から考えております。私は経

済部長もやらせてもらっていますし、教育

委員会のときも、博物館があることで、最

後に残るのは、再整備するときにどこまで

投資をするかという財源も含めて非常に悩

んでいました。 

 答弁にも書いてございますけれども、こ

れ以上の時間は待てないよねといったとき

に、今回の田園交付金で勝負をかけようと

いうことで、補助をもらうための一つの方

針として具体的に指示を出したのは、私が

町長の２期目になってからです。補助をも

らうためのプランのまとめをしてくれとい

う具体的なものを示したのはそのぐらいの

時期です。ですから、再整備でこれをこう

していきたいということはあったのですけ

れども、補助をもらうための資料としてま

とめ上げないと補助は取りに行けないと言

ったのはそういう時期であります。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） もう一度、プラン

としてまとめたのは、その補助金が来る前

ぐらいの時期ということですか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の補助を申請

するためには、一つの計画としてまとめな

ければ前に進まないということでしたの

で、具体的に指示を出したのは町長の２期

目になってです。ですから、昨年の５月以

降にみどりの村をやりましょうということ

で、財源的にこれでいけそうなのでという

ことで指示を出しました。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ
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ん。 

○１番（木村利昭君） ということは、補

助金のタイミングもあろうかと思うのです

が、今回の交付金の申請期限はいつになる

のでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） お尋

ねの交付金の申請期限は、本年１月でござ

います。よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） ということは、本

年の１月までに交付申請をして、その計画

をつくって、具体的にこういうことをやり

ますということを出さなければならない期

間というのは、この示されたスケジュール

ということですか。 

 実施設計と外構実施設計、建築改修設計

ということで、令和７年度までというイメ

ージでよろしいでしょうか。それとも、令

和６年度中にはある程度の形にして申請を

上げなければというものがもしあるのであ

れば教えてください。 

○議長（戸澤義典君） 地方創生担当主

幹。 

○地方創生担当主幹（竹下 護君） 御答

弁申し上げます。 

 今回の交付金の交付年度につきまして

は、３か年事業となってございまして、令

和６年度、７年度、８年度となります。６

年度に基本設計、実施設計を行い、そこで

内容が固まってくるということで、それぞ

れの年度に、計画に当たる交付金や工事費

に当たる交付金が交付されるというスケジ

ュール感でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 分かりました。 

 では、もう一度改めてお伺いをさせてい

ただきますが、今回のみどりの村の再整備

について、ハードの面については、前回の

全員協議会で基本構想の図だったりでハー

ドの部分が示されたと思うのですが、これ

を基本に進めるということでよろしいので

しょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） そのとおりでござ

います。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 重複するような形

になってしまうと思うのですが、私は、美

幌みどりの村というのは、すごい資源を抱

えていて、これからも可能性があるだろう

と思っています。 

 今、あの公園を新しくつくろうと思った

ら、本当に何億円ではできないと私は思っ

ていますし、有効活用次第では大化けする

可能性はあるのではないかと思っていま

す。 

 なので、その上でこの質問をさせていた

だくのですが、ほかのまちにもつくろうと

思ってもなかなかつくれない、あれだけの

みどりの村という施設があるということ

は、それは美幌町にとって生かすも殺すも

というところだと思うのです。私は、あの

施設をこれから長年生かしていくために

は、単なるキャンプ場やグランピングとい

う話ではなくて、美幌町として大きいテー

マがまず必要ではないかと思っています。 

 例えばですけれども、今、美幌町はゼロ

カーボンシティ宣言をされていますので、

そういったところに特化したテーマを感じ

てもらう施設にする。また、みどりの村を

すぐ身近に感じられるところで言うと、

今、北海道３大かわいい動物プロジェクト

というものがあり、シマエナガ、エゾモモ

ンガ、エゾリスがそうです。これは今、道

外、道民のどちらの観光客にもすごく人気

で、ガチャガチャとかお土産でもシマエナ

ガグッズはすごく人気なのですけれども、

これが美幌みどりの村では３種類とも見ら
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れるのです。 

 かつ、そこに博物館があるということ

は、北海道として、美幌町としての生態と

か生物、四季というものをみどりの村で感

じてもらえると思うのです。それを、美幌

町として、しっかりグランドデザインとか

テーマを持って、そのテーマとかグランド

デザインを感じてもらえるテーマパークと

してみどりの村を活用すべきだと思うので

す。 

 私は、その上での手段としてグランピン

グとかキャンプ場があるべきかと思うので

すけれども、今回の整備の提案がキャンプ

場やグランピングから始まっているような

感じがしてならないので、そのあたりの思

いとか考えをぜひお聞かせいただきたいで

す。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、補助を取る

ための組立てとして、どうしても物に行っ

てしまうということがあります。そういう

意味では、今後、基本計画をつくる中で具

体的に踏み込んで示せると思っています。 

 ただ単純に、デジタル交付金をいただく

ための計画については、今指摘されたこと

は明確に全て整理されています。皆さんに

説明したのは、分かりやすく、どれぐらい

かかってどんなものをという話ですから、

ある意味では、森の中でやるキャンプ場と

いう概念の中で、それはどういうことかと

いうことを明確にしています。ですから、

今まであそこは自然休養村の認定を受けて

いませんけれども、都市と農村の交流とい

うことで当時のはやりとしてやったわけで

す。そして、構造改善事業の農業と林業で

トータル的に２０億円ぐらいかけてやった

ということもあった中においては、明確に

ここはどうということを引き継ぎ、今、新

たにどういうこととなったときに、体験・

体感する観光とか、今、体験するエリアと

して町民の方に多く来ていただいていると

いうことになったすごい場所だと思ってい

ます。 

 そういうことでいけば、一つの考え方と

して、今の滞在型観光へのシフトとか、

今、新たに宿泊も伴ってみどりの村で完結

するようなワーケーション、そういうこと

をきちんと整理した考えで国にお出しして

いるのです。そうでないと、こんなことを

やりますといったときに、グランピングの

形でどういうことをやろうとしているの

か、皆さんはテント的なイメージだと思い

ますが、そうではないのです。 

 北海道で言うならキャンプ場をどうする

といった場合には、どういう魅力がある、

この頃は冬キャンプがはやっていて、冬を

どう楽しむかと。それから、キャンプ場

は、今後どうなのですかと、見通しという

ことを全部聞かれているので、そのことも

含めて、美幌でもあそこでバイクを使った

ものをやったり、そういうこともきちんと

やっていくということを整理した中で申請

をしている状況であります。 

 ただ、今回、お金とか時期のことがあっ

たので、皆さんにはそこの要点だけをお出

ししている部分があって、今、木村議員が

おっしゃったように、これでは中身が見え

ないということに対しては、これからきち

んと皆さんにお出しした中で判断をしてい

ただかなければならないと思っておりま

す。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） もちろん、お金と

か整備するのにかかる費用とか補助金の申

請の流れとかもあるので、そのあたりは理

解はするのですけれども、私たち議会議員

も、私だけではなくほかの議員もそうだと

思うのですけれども、美幌町民なのです。

では、幾らかかります、こういう施設をつ

くりますよの説明に思いとかテーマとかは

絶対必要だと思うのです。それを先に示し

てもらわないことには、これだけのお金が

こんなにかかるものなのか、それをやるた
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めにはこれぐらいかかるからしようがない

よねなのか、そのあたりは大事だと思いま

す。ですので、ぜひ、今回のグランピング

とかもそうですけれども、収支計画、そし

て、その収支計画を達成するための方策と

か具体的な部分を示していただきたいと思

います。 

 先ほどのお話と重複すると思うのですけ

れども、美幌町のみどりの村というのは美

幌町を感じるテーマパークだよねという言

い方をするかは別としても、やはり美幌町

にはみどりの村ありというところを示すた

めには、テーマとか、グランドデザインと

かをまず町民にも示さなければ駄目だと思

います。そして、それが理解できないこと

には、私たちも再整備は必要だと思ってい

ますけれども、１０億円もかけて方策もな

いのに、テーマもないのにグランピングを

やってと思ってしまうところがあると思い

ますので、そのあたりはしっかり示してい

ただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、御指摘いただ

いたことは、今後、具体的にしっかり示し

ていきたいと思うのです。私も最初からあ

そこに関わって、用地処理をした者として

は、本当に大変な思いでつくりました。 

 本来求めてきたものが、コロナ禍もそう

ですし、経済が下がったときに、もうちょ

っと手をかけてしっかりみんなで守るべき

ものが、こんなに衰退とは言いませんけれ

ども。ただ、言えることは、町民の方々に

家族連れですごく来てもらえるようになっ

たということは大事なので、お金をかける

だけではなくて、みんながあそこに集える

ように。例えば、桜の時期は桜が咲いてい

たり、秋は紅葉、冬は斜面でウオーキング

をしたり、遊べるということでは大事な財

産だと思っておりますので、その辺をしっ

かり皆さんに伝えた中で、今回提案した内

容で。 

 また、グランピングも、イメージする

と、グランピングかと思うのですけれど

も、これもこれからの一つの形態の中で

は、テント型とか、コテージ型とか、トレ

ーラー型とか、いろいろな分類の中で、ど

ういうものがこれからの北海道に向いてい

るとか、どういうものが一つの流れかとい

うのも、リサーチした担当ではかなり悩ん

でまとめていますので、言葉が足りないと

ころはしっかり説明した中で御理解をいた

だく努力はしていきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） １番木村利昭さ

ん。 

○１番（木村利昭君） 施設整備ももちろ

ん大事だと思うのですが、現状のまま、た

だ施設がリニューアルしただけではみどり

の村を再活用できるとは思っていません。 

 やはり、先ほど違うところでの質問でも

ありましたけれども、町長もおっしゃって

いたように、美幌町の魅力はやはり人の温

かさだと思うので、体験、体感、そういっ

たアクティビティーを楽しんでもらうため

には、あそこにちゃんと生かしてくれる人

をしっかり置いて、そういう人たちに美幌

町を体験、体感してもらえるようなサービ

スも提供しなければ駄目だと思っていま

す。 

 そのあたりの人づくり、もしくは、外注

してそういったことを専門に生かしてくれ

る企業があるのか、今後、そういったとこ

ろも併せて必要だと思うのですが、そのあ

たりの考えはいかがでしょうか。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、指摘をいただ

いたことについては、しっかり検討してい

きたいと思うのです。 

 まずは、人づくりも含めて、委託とかそ

ういうこともそうなのですけれども、まず

は関わる人づくり、それから、今後、施設

をつくった場合に負担がかからないような

ことも考えていかなければならないです。

近隣の状況を見たら、つくったはいいので

すけれども、維持するのが本当に大変とい
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うことも感じるところがありますので、し

っかりやりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○議長（戸澤義典君） これで、１番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１６時３０分といたします。 

午後 ４時１９分 休憩 

─────────────────── 

午後 ４時３０分 再開 

○議長（戸澤義典君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 通告順により発言を許します。 

 ８番藤原公一さん。 

○８番（藤原公一君）〔登壇〕 ただい

ま、議長より一般質問の発言の許可をいた

だきましたので、さきに通告しております

大きな３項目について、順次、質問させて

いただきます。 

 本日最後の一般質問であります。本当に

長時間になってお疲れだと思いますが、よ

い答弁のほどをよろしくお願いしたいと思

います。 

 まず、１点目、選挙支援についてであり

ます。 

 １番目、選挙投票率向上対策について。 

 ２０２３年４月の統一地方選挙は、美幌

町において、道議会議員、町長、町議会議

員選挙は無投票となり、北海道知事選挙の

みとなりました。選挙投票行動が薄れてい

るのも現状であり、美幌町における投票率

は４９.４％で、オホーツク総合振興局の中

でも最低の投票率となっており、全道町村

平均投票率は５９.４％であることから、全

道的に見ても投票率は低い状況になってお

ります。 

 投票に関しては、距離のある投票所まで

移動手段がなく諦めたり、ハイヤーを使っ

てまで投票に行きたくないという高齢者

や、郵送による投票も条件が厳しいため、

投票ができない方もおられます。 

 全国にはいろいろな工夫をしている自治

体もあります。 

 茨城県つくば市では、令和６年の市長選

挙において、自宅前で期日前投票ができる

オンデマンド型移動投票所を導入すること

を発表し、また、愛媛県四国中央市では、

山間部への期日前移動投票所の開設や、障

害者手帳などの交付を受けている人が投票

する際のハイヤー代の全額補助を行い、投

票率の向上につなげております。 

 今後の投票率向上の対策と新たな期日前

投票所の考えについてお伺いいたします。 

 ２点目、選挙支援カードの導入につい

て。 

 誰もが投票しやすい環境整備として、障

がいのある人の投票率の向上が挙げられま

す。少数かもしれませんが、精神障がいや

肢体不自由、知的障がいなどで投票支援が

必要な方もおられます。 

 全国的には、投票お助けカードというも

のを導入し、代筆するという制度がありま

すが、自分で投票用紙に書くのが難しいの

で、係の人に代わって書いてもらう代理投

票の依頼などをできるカードの仕組みとな

っております。 

 また、コミュニケーションボードを指差

し、コミュニケーションを図ってサポート

を促す支援カードや、目の不自由な方に対

する配慮として、投票所入場整理券に印刷

されたＱＲコードを読み取ることで、投票

日、投票場所、投票時間を自動音声でアナ

ウンスしてくれるような取組を行っている

自治体もあります。 

 本町の選挙における支援カード等の導入

の考えについてお伺いいたします。 

 次に、大きな２点目、合理的配慮につい

てであります。 

 合理的配慮という言葉を日常生活の中で

聞かれるようになってきたと感じますが、

内容を理解していない人が少なからずいる

と思います。 

 ２０２４年４月から、合意的配慮の提供

が民間企業にも法的義務化されますが、合
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理的配慮とは、障がいのある人の社会的な

バリアを取り除くために必要な対応を事業

者側の負担が重過ぎない範囲で行うことで

あり、障がいのある方が日常生活や社会生

活を送る上で感じる困難さを周りからのサ

ポートや環境の調整によって軽減する配慮

です。 

 このような背景を基に、合理的配慮の考

えに沿って、以下のとおり質問いたしま

す。 

 一つ目、国保病院における合理的配慮と

バリアフリー対策について。 

 合理的配慮について。 

 以前、耳の不自由な方から「診察が終わ

り、会計を待っていても、いつ呼ばれたか

分からない」「お母さんが入院する際、先

生の話や入院の手続などで言葉が理解でき

ず、手話サークルの人に通訳をお願いし

た」というお話をお伺いいたしました。そ

のほかにも、車椅子利用の方からは「掲示

板が高い場所にあるので読めない」との御

意見もいただいております。 

 美幌町では、３年前よりタブレットを利

用し、遠隔で手話通訳ができるシステムを

全道でいち早く導入されておりますが、有

効に利用されていないように思われます。

病院でも手話が使えるようにする、また、

ヘルプカードを病院側で作成してあげるな

ど、配慮が必要と思いますが、今後の対応

についてお伺いいたします。 

 バリアフリー対策について。 

 私も定期的に国保病院を受診しておりま

すが、玄関から受付機につながる点字ブロ

ックにカーペットが覆いかぶさっているこ

と、また、１階の男子トイレの手すりが一

番奥に設置されていることがいつも疑問に

思っております。 

 以前、庁舎の点字ブロックについて一般

質問をさせていただきましたが、バリアフ

リー対策を積極的に行わなければならない

病院があらゆる人に対して優しくないよう

に感じられます。今後の対応についてお伺

いいたします。 

 二つ目、手話を含む意思疎通支援の考え

について。 

 意思疎通には様々な方法、手段がありま

すが、耳の聞こえない方には手話や筆談な

どがあり、目の不自由な方には点字があり

ます。障がいのある全ての人を対象に、特

性に応じたコミュニケーションの手段を充

実させ、町民の方にも理解をしてもらい、

障がい者にも健常者にも平等に日常生活を

過ごしていただけるようにしていくため

に、今後における意思疎通の支援の考えに

ついてお伺いいたします。 

 次は、大きな３点目であります。 

 防災・減災対策について。 

 冬季における福祉避難所の考え方につい

てであります。 

 本年１月１日、能登半島地震が発生し、

今なお、多くの方が避難所で生活をされて

おり、自然災害の恐ろしさを改めて認識し

たところであります。また、本年１月２３

日から、爆弾低気圧の影響によりオホーツ

ク海側でも吹雪に見舞われましたが、人工

透析を受けている方や、基礎疾患など障が

いのある方の福祉避難所における受入れ体

制はどのようになっているのかをお伺いい

たします。 

 また、事前に天候が悪くなると予想さ

れ、実際に人工透析を受けている方が家か

ら出られないような場合、病院に一時入院

させるなどの措置ができないのか、併せて

お伺いいたします。 

 以上、大きく３点、よろしくお願いいた

します。 

○議長（戸澤義典君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 藤原議員

の御質問に答弁いたします。 

 選挙支援につきましては、選挙管理委員

会から答弁させていただきます。 

 初めに、合理的配慮について。 

 １点目の国保病院における合理的配慮に

ついてでありますが、これまで、耳の不自
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由な方が来院され、当院のソーシャルワー

カーが筆談により対応したケースや、手話

通訳者と一緒に来院されたケースがあり、

事前に連絡を受け、対応させていただいた

経過がございます。 

 町においては、令和元年１２月から遠隔

手話通訳サービスを開始しておりますが、

現在は病院において利用できる体制にはな

っていないことから、今後、関係機関・団

体と連携し、対応が可能となるよう取り組

んでまいりたいと考えております。 

 ヘルプカードにつきましても、町で配布

しているカードについての院内掲示やリー

フレット配置などで周知するとともに、院

内の利用についてもＰＲしてまいります。 

 車椅子利用の方に対する院内掲示の配慮

についてでありますが、日本建築学会の建

築設計資料によると、立位の利用者と、車

椅子利用者が共通に見やすい範囲として、

双方の視点の中間である１３５センチメー

トル程度と考えるのが適当とされており、

現在の掲示物は比較すると位置が高い状態

にあり、できるだけ低い位置への掲示に努

めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。 

 次に、バリアフリー対策についてであり

ますが、院内に設置している点字ブロック

の一部につきましては、これまで、点字ブ

ロックを覆うようにカーペットを設置して

おりました。雨天や降雪時の高齢者の転倒

防止や歩行器を利用する方の転倒防止対策

のため、そのように対応してまいりました

が、今年度、歩行器を更新したことによ

り、転倒の不安が緩和されていることか

ら、今後、点字ブロックを利用することが

できるよう、カーペットの配置を変更して

まいります。 

 １階男子トイレの小便器に設置している

手すりについてでありますが、小便器の反

対側には大便器の個室があり、個室ドアの

開閉時は小便器までの距離が８０センチメ

ートル程度と限られたスペースであること

から、つえを使用する方がゆっくり安心し

て利用いただけるよう、一番奥に設置して

いるものであります。しかしながら、現在

設置されている手すりは年数も経過してい

るため、設置位置を含め、更新を検討して

まいります。 

 今後も病院を利用いただく全ての患者様

が安心して利用できるよう取り組んでまい

りますので、御理解をお願いいたします。 

 ２点目の手話を含む意思疎通の支援の考

え方についてでありますが、本町では、平

成１８年度より、美幌町意思疎通支援事業

により、社会生活上必要な場面において手

話通訳者を派遣する事業を実施するととも

に、タブレットを利用した遠隔手話通訳サ

ービス事業についても、公益社団法人北海

道ろうあ連盟に委託し、実施しているとこ

ろであります。 

 本年４月１日から義務化されます合理的

配慮の提供は、障がいのある方もない方も

相互に認め合い、共生社会の実現を目的と

しておりますが、この理念は、従来からノ

ーマライゼーション、バリアフリー、ユニ

バーサルデザイン等の考えを基に実施され

てきたものであります。 

 今後におきましても、関係団体との意見

交換、先進地等の事例等を参考にしつつ、

障がいをお持ちの方々が意思疎通を円滑に

行うことができるツールやその活用方法な

ど、共生社会の実現に向けて取り進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解く

ださいますようお願いいたします。 

 次に、防災・減災対策について。 

 冬期における福祉避難所の考え方につい

てですが、町では、協定に基づき、特別養

護老人ホーム緑の苑、あさひデイサービス

センター、介護老人保健施設アメニティ美

幌の３施設を福祉避難所としております。

福祉避難所につきましては、福祉施設や医

療機関に入所または入院するに至らない在

宅の高齢者や障がい者、乳幼児などで、一

般の避難所生活において何らかの特別な配
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慮を必要とする方を受入れ対象としており

ます。 

 御質問の受入体制でありますが、福祉避

難所開設の必要が生じた場合は、町から施

設へ開設要請を行い、開設後は施設の職員

により避難者の介護や生活に必要な援助を

行っていただくこととしております。これ

まで、町では、福祉避難所の開設を依頼し

た実績はありませんが、施設の担当者とは

随時、情報共有を図っており、また、避難

者用のベッドや車椅子などを町で購入し、

各施設にお預けしているため、迅速な初期

対応は可能であると考えております。 

 今後におきましても、各施設と連携した

中で対応を図ってまいります。 

 次に、悪天候時の人工透析患者への対応

についてでありますが、現在、当院におけ

る人工透析患者数は、美幌町５７名、大空

町女満別４名、大空町東藻琴４名、津別町

９名、北見市端野１名の計７５名となって

おり、遠方から通院されている方につきま

しては、当院の透析室からの連絡または御

本人からの申出により健康状態を把握した

上で、医師の判断により、透析実施日の前

倒し、または翌日に延期するなどの対応を

行っているところであります。そのため、

事前の一時入院は想定しておりませんが、

透析実施後に道路機能が麻痺し、帰宅困難

となる場合は、当院内宿泊の対応があり得

ると考えているところであります。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会委

員長。 

○選挙管理委員会委員長（早田眞二君）

〔登壇〕 藤原議員の質問に答弁をさせて

いただきます。 

 １点目の選挙投票率向上対策についてで

ありますが、昨年の４月、北海道知事選挙

では、投票総数７ ,７１３名、投票率は

４９.４４％と、初めて投票率が５０％を下

回る状況となりました。 

 御指摘の全国のいろいろな工夫について

ですが、期日前投票制度は、選挙期日に仕

事や用務などがあると見込まれるとき、も

しくは、疾病や負傷、身体の故障など、歩

行が困難である場合など、選挙期日前であ

っても投票期日と同様に投票ができる制度

でございます。そのため、期日前投票所

は、医療機関への通院や商業施設などへの

買物の際に併せて利用しやすい環境となっ

ております。また、役場に常設する期日前

投票所以外にも、投票所に必要な投票管理

者及び投票立会人の選任を自治会から協力

をいただき、投票期日が近づいた際に期日

前投票所を増設し、混雑緩和に努めており

ます。これらの取組により、昨年の北海道

知事選挙では、投票者の約４０％に期日前

投票を利用していただいております。 

 今後の投票率向上の対策についてであり

ますが、投票率低下には様々な要因が絡み

合っているものと推察しておりますが、特

に啓発活動に取り組みたいと考えておりま

す。 

 また、新たな期日前投票所の考えについ

ては、他の自治体の取組例もございますの

で、本町において何ができるか、研究をし

てまいります。 

 次に、選挙支援カードの導入であります

が、本町では、投票所に従事する職員を対

象に選挙ごとに事務打合せ会議を開催し、

代理投票や歩行の支援が必要な選挙人に対

して、選挙支援カードと同様の取組を投票

所に従事する職員が積極的に声をかけて、

実際に取り組んでいるところでございま

す。 

 御質問の投票お助けカード、並びに投票

入場整理券へのＱＲコードの表示などにつ

きましては、実施団体の状況等を調査の

上、判断をしていきたいと考えております

ので、御理解をよろしくお願いいたしま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 
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○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） それでは、順次、

再質問をさせていただきたいと思います。 

 今、答弁していただいたばかりですけれ

ども、選管から再質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、１番目の投票率向上についてから

であります。 

 期日前投票は有効な投票率向上につなが

る制度だと思っております。令和４年７月

１０日、参議院選挙の期日前投票所は、東

町集会室、瑞治地区農業作業準備休憩施

設、都橋地区構造改善センター、ひなみ地

域センター、青稲地区ふれあい会館、古梅

総合センター、南集会室が午後２時から５

時まで開かれておりました。また、美富集

会室は午前１０時から午後４時までで８か

所増設していただきました。役場を含める

と９か所でありました。また、令和５年４

月、知事選、道議会選挙の期日前投票所は

東町集会室とみなみまち集会室の２か所の

み、役場を含めて３か所でありました。 

 以前の役場のみの期日前に比べたら、投

票所が増えることにより投票行動につなが

ると感じますが、職員や立会人の配置だっ

たり、公示、告示の期間の違いはあるかも

しれませんが、期日前投票所が減った理由

をお教えいただきたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐々木 斉

君） 御答弁申し上げます。 

 期日前投票につきましては、今、議員か

ら指摘がありましたように、令和３年の衆

議院選挙のときに８か所ございましたが、

昨年の町長、北海道知事選挙ときには２か

所となっております。 

 その理由につきましては、新型コロナの

感染が広がっておりまして、密を避けると

いうことで、令和３年の衆議院議員選挙か

ら投票所が１０か所に統廃合になって減少

したのですが、農村地区も含めて８か所設

置したところでございます。 

 令和５年に２か所になったのは、投票所

をつくるということはやぶさかではないの

ですけれども、一番大事なことは、どんな

投票所であっても投票管理者、投票立会人

が必要だということです。これは、美幌町

に限らず、今、どこでも担い手が足りなく

て、農村地区も平成３１年の統一地方選挙

までは、町全体で１６か所の投票所がござ

いました。これが１０か所になったという

のは、実は、投票施設の狭隘化や選挙人の

減少ももちろんあるとは思うのですけれど

も、投票立会人を選任できないという事情

も少なからずございます。そんな中で、新

型コロナのときは８か所設置することがで

きたのですが、昨年につきましては、投票

立会人等が確保できないことで２か所に減

少したということでございます。 

 期日前投票につきましては、議員からあ

ったように、有効なという部分で言うと、

平成１６年度に制度ができまして、当時

は、委員長の答弁にあったように、投票の

ために外出するのではなくて、例えば、医

療機関に行くだとか、買物に行くだとか、

そのように外出したときに気軽に投票でき

るようにということで、投票所の時間も必

ず１か所は繰上げをしないで午後８時まで

は開けなさいという法律の下に開設してお

ります。 

 そういった部分で言うと、美幌町につき

ましては、昨年の北海道知事選挙におきま

しても、期日前投票の投票率というのは非

常に高くなっており、利用が多くなってお

ります。そういう意味では、ある一定の成

果はあると考えておりますが、投票所の環

境整備というのか、投票の環境整備という

議員がおっしゃる部分につきましては、ま

さに議員がおっしゃるとおり、いいことは

どんどんやっていく必要があると思いま

す。相手もある話なので、これができます

よとか、あそこのまちでやっていますから
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美幌でも大丈夫ですよとお答えすることは

できませんが、やっている実施例などは、

いろいろな選挙の情報の中から得て、研究

をしておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 立会人のこととか

人材の確保とか、本当に難しい部分ではあ

ると思うのですけれども、前回の知事選の

ときに、今回、美富集会室はどうしてない

のかという意見がいっぱいあったのは確か

です。先ほど言ったように、今まで美富集

会室は朝から晩まで開いていたのが今回は

なかった。そして、投票所はすごく遠い、

美富集会室は団地ということで、やはり便

利だったのだよねという声も聞こえたもの

ですから、どうして減ったのかと思ってい

ました。 

 今回は知事選だけだったのでいいのです

が、期日前投票などで投票率を上げるとい

うのはすごく重要な部分だと思うのです。 

 答弁の中で、医療機関の通院や商業施設

などの買物に併せてというお話がありまし

た。私の知る限りでは、商業施設の期日前

投票というのは今までなかったと思うので

すけれども、ありましたか。 

 入院患者の方の投票というのは私も知っ

ているのですが、投票率が下がった分、商

業施設の投票所は有効だと思うのですけれ

ども、今後、例えばスーパーマーケットな

どの商業施設での期日前投票をどう考えて

いるのか、お考えをお聞かせいただければ

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐々木 斉

君） 御答弁申し上げます。 

 私の説明が足りなくて申し訳なかったの

ですけれども、期日前投票制度が始まった

ときに、買物に出かけたよとか、病院に行

ったよというときに併せて投票しやすい環

境ということで言わせていただきましたの

で、申し訳なかったと思います。 

 今ありましたように、商業施設に投票所

をつくっている自治体がございます。それ

以外にも、教育施設とかいろいろつくって

いるところがあります。それが美幌町に合

うのかどうかです。もちろん、相手がいる

話なので、研究の段階ではあることを御理

解いただきたいのですけれども、都市部で

はやれているところがあって、町村部では

ほとんどやれていない現状もあります。そ

ういったところを調べながら、もしこれが

できれば有効であるというか、利便性があ

るというのは議員と同じ考えだと思うので

すが、相手もある話ですし、スペースの問

題もありますので、その先の踏み込んだこ

とへの答弁は差し控えさせていただきたい

と思います。よろしくお願いたいと思いま

す。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 商業施設の中に投

票所を設けるというのは、確かに場所の確

保が難しいと思います。ですが、今まで、

コロナのＰＣＲ検査場のハウスとかがあっ

たと思います。例えば、ああいうハウスを

駐車場の一画に置かせていただいて、そこ

に期日前投票所を設けるとか、マイクロバ

スとかハイエースだとかで期日前投票所を

やっている自治体も全国にはあります。今

後、そういう考え方も併せて研究していた

だければと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 次に、投票率向上対策についてです。 

 特に啓発活動に取り組みたいと考えてい

るという答弁もいただきました。 

 昨年、高校生に向けての出前講座という

か、高校生に向けて選挙投票について学ぶ

機会をつくっていただいたことは私も存じ

上げております。若年層の選挙投票行動と

いうのはすごくいいことだと思っています
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し、若い世代が選挙に行くということが今

後の啓発活動につながっていくのだろうと

思います。 

 前回は高校生だったのですけれども、小

学校とか中学校に向けてのこういう活動と

いうのは、今後、検討がないのかだけをお

伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会委

員長。 

○選挙管理委員会委員長（早田眞二君） 

全国的に若者の投票率が低く、本町も１０

代、２０代の投票率が約２０％、３０代も

約４０％前後となっております。そのた

め、お話があったように、昨年の１２月

２１日、美幌高校に協力を得て、高校生を

対象に選挙啓発の取組、模擬投票などを実

践いたしました。 

 これは初めての取組でありますが、私ど

も選挙管理委員会といたしましても、この

取組を継続することで、若い世代に選挙を

身近に感じていただきたいと考えておりま

す。さらには、啓発活動の対象範囲を小中

学生や青年層などにも広げることで、今以

上に若い世代に選挙への関心を持っていた

だきたいと考えております。 

 時間はかかるかもしれませんが、将来的

な投票率の向上に向けて、啓発活動、主権

者教育にしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今後、若年層の選

挙に対する考え方というか、教育をしてい

ただけるということで、若者の投票率向上

につながっていければなと思っておりま

す。 

 特に、２０代、３０代というのはＳＮＳ

の世代でありまして、今で言うＸとかイン

スタグラムといった啓発活動も当然大事に

なってくると思っております。 

 そういうことについての発信力も若者世

代には大事になってくると思うのですけれ

ども、そういう情報発信の今後の考え方に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐々木 斉

君） 若者の情報発信のお話があったので

すけれども、昨年、高校に行ったとき、ま

ず、選挙の投票という基本的なことが理解

されていないなというのが正直な実感でし

た。 

 実は、学校でも生徒会の選挙をやってい

まして、それをベースに私たちも考えてい

たのですけれども、今、学校によっては、

立候補者がいなくて、複数の人が立候補し

て、どちらかを選ぶという投票になってい

ないところもございました。どちらかとい

うと信任投票となっているらしいものです

から、その中で、今、議員が言われたよう

に、スマホを使って得る情報については非

常に身近に感じている若年層ですので、そ

ういったことも折り込みながら啓発活動が

できればいいなと考えております。 

 ただ、具体的にはまだ詳細が決まってい

ませんし、委員会でも協議しておりません

ので、そちらについてはお答えできません

が、考え方としては同じような方向を向い

ていると思いますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 現在、国会議員の

先生方のお金の問題で政治離れというのが

すごく進んでいると思います。我々も含め

てだと思うのですけれども、政治に対して

の不信がすごくあると思うのです。そうい

うことも含めて、選挙管理委員会に全部押

しつけるわけではないのですけれども、投

票しやすい環境というのを町民の方と意見

交換をしながら、選挙管理委員会としての

新しい施策を望みたいと思っております。 

 次に、支援カードについて質問させてい
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ただきたいと思います。 

 ５年前より、札幌市では、障がいのある

人がスムーズに投票できるよう、必要な支

援を事前に記入できる選挙支援カードを導

入しております。当事者の声をきっかけに

つくられた一票をつなぐ支援カードで、大

きさはＡ４判でカードと言うには少し大き

いサイズなのですけれども、三つについて

質問が書かれております。 

 まず、会話ができる、メモができる、指

差しができるのどれかに丸をしていきま

す。次に、投票所内の道案内が必要か、自

分で投票用紙に書くことができるかという

質問に、それぞれ「はい」か「いいえ」で

答えます。最初の質問ではどのようなコミ

ュニケーション方法がよいかを伝え、次の

質問では付添いが必要かの意思表示、最後

の質問で代理投票を希望するかどうかを伝

えられるようになっております。 

 札幌市の選挙支援カードの導入は、知的

障がいのある子供と家族を支援する札幌市

手をつなぐ育成会の提案で始まっておりま

す。支援は人それぞれでありますけれど

も、パニックにならないためにもこのよう

な選挙支援が大事ではないかと思います。

ごく僅か、少数ではあるかもしれませんけ

れども、選挙に携わる職員に共通したもの

があれば、より分かりやすい支援につなが

ると思いますし、答弁では、職員を対象

に、選挙ごとに事務打合せ会議を開催し、

選挙支援カードと同様の取組をしていると

いうことでありました。声かけも必要だと

は思いますが、先ほども述べたように、支

援される側には声をかけられるだけでパニ

ックになるような方もおられます。声をあ

まりかけてほしくない人もいると思うので

すけれども、支援カードとかコミュニケー

ションボードのようなものがあれば投票し

やすいという方も当然いると思っておりま

す。 

 この導入に向けての考えについて、再度

お伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐々木 斉

君） 御答弁申し上げます。 

 委員長からも答弁がありましたけれど

も、選挙人に対する投票所におけるサポー

トにつきましては、従事されている町職員

が毎回丁寧に取り組んでいるところでござ

います。 

 御指摘いただきました投票お助けカード

につきましては、特に御要望はいただいて

いないのですけれども、ほかの自治体で実

施している例がありまして、そういうとこ

ろにいろいろとお話は聞いております。 

 美幌町においても、どのようにこれが導

入できるかというところまでは詰めてはい

ませんが、実施しているところの幾つかに

話を聞きながら、それを参考に考えていく

ことにつきましては否定しているものでは

ございませんので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 本当にいろいろな

選挙支援の方法というのはあると思いま

す。今、答弁いただいたように、全国にも

いろいろな支援方法があり、選挙のために

と言ったらおかしいですけれども、支援方

法が広がっておりますので、そういうこと

を参考にしながら研究していただきたいと

思います。 

 今、札幌市を例にしましたけれども、先

ほど言ったような車での移動の投票所や支

援の方法もありますので、次の選挙までに

結論が出るかどうか分かりませんが、でき

るだけ早い時期にこの問題を解決していた

だければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 次の質問に移らせていただきたいと思い

ます。 

 合理的配慮についてであります。 

 国保病院の合理的配慮については、私が



－ 68 － 

聞いている範囲で、耳の不自由な方で会計

をいつ呼ばれたか分からないという方から

要望をいただき、近隣の知り合いの市議会

議員からヒントを得て「私は耳が不自由で

す、会計は呼びに来てください」「肩をた

たいてください」という名刺サイズのカー

ドをつくらせていただきました。また、会

計時にはマスクを外して大きな口で説明し

てくださいと記載したカードを個人的に作

成し、お渡しさせていただき、大変喜んで

いただきました。 

 コロナ禍において購入した呼出しベルと

いうものがあると思うのですけれども、現

在、呼出しベルはどのように使用されてい

るのかをお伺いしたいと思います。もしこ

れがあれば、呼び出したということを本人

が分かると思うのですけれども、その辺に

ついて御説明いただければと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 呼出しベルは、コロナの感染が広がって

いるときの患者さんの呼出し用ということ

で導入した経緯はございます。ただ、導入

はしたのですが、その後、検査自体のやり

方をドライブスルーという方式に切り替え

ております。院内でお待ちいただくという

よりは、車で来ていただいて、救急外来の

入り口でドライブスルー方式で検体を採取

して検査するという方法に切り替えており

ますので、現在は呼出しベルの使用はして

いない状況です。 

 呼出しベルの活用方法としては、確かに

お話しいただいた活用方法があるかなと思

っておりますので、活用について検討させ

ていただきたいと考えてございます。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 私からなのですけ

れども、中途難聴の方ならまだ口の動きと

かで何とか分かるのです。もともと耳の聞

こえない方というのは、声を発することが

できないのです。なので、何を言われてい

るのか、本当に分からないという現状にあ

るのです。 

 多分、病院側の配慮だと思うのですけれ

ども、そういう方は、患者のカルテとかを

見たら分かると思うのです。耳が聞こえな

い人ですねとか、この方はどういう症状で

すねということが分かると思うのです。 

 そういうことも踏まえてですけれども、

今回の答弁で、ヘルプマークとかが院内の

掲示物やリーフレットとかに貼り出すとい

う答弁をいただきました。でも、先ほど言

ったように、病院側はカルテを見れば、こ

の方はどういう症状でどういう方だとか、

障害者手帳をお持ちだとか、分かると思う

のです。そういう方を呼出しするときに、

先ほどの呼出しベルもあるのですけれど

も、掲示をしなくても、ヘルプカードとか

ヘルプマークの配付は病院側でできるので

はないかと思うのです。提示しなくてもで

す。 

 今後、ちょっと一手間かもしれませんけ

れども、国保病院の事務の方がヘルプマー

クとかヘルプカードの作成はできないもの

かと思うのですけれども、どのようなお考

えを持っているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 ヘルプカードですね。実は、病院の中で

も、今回の件を受けて、ヘルプカードなる

ものができないか、検討はさせていただい

ております。 

 お話がありましたとおり、カルテを見る

とその方の状況が記載されているというこ

とがありますし、あらかじめその方のお顔

なども把握しておりますので、その方を見

かけたときは声をかけるという流れにもな

っております。 

 そういった配慮は看護師が積極的にして

おりますので、逆に、ヘルプカードをつく
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るとすれば新たな来院者ということになり

ますので、そういった方については、せっ

かく町でヘルプカードなるものをつくって

いて、制度がございますから、そちらを事

前に御利用いただくか、ヘルプマークとい

う全国的なものを携帯していただきたいと

考えています。そういったことの掲示、も

しくは町が用意しているヘルプカードの活

用についてＰＲをしていきたいということ

でございます。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 先ほど再質問のと

きに話をさせていただいた方から、会計の

ときに本当に呼出しが分からないという話

を聞きました。その方いわく、看護師は私

のことを分かってくれているし、お医者さ

んも分かってくれているけれども、会計の

人が分からないという御意見でした。です

から、カルテにそういう名刺サイズのもの

を挟んでみてはどうかという話をさせてい

ただいて、その後、どう使われているの

か、私も確認していませんけれども、そう

いうことがありますので、会計の方も、会

計のときなどに顔と一致するように教育し

ていただければと思います。よろしくお願

いします。 

 次に、手話通訳者の派遣についてであり

ます。 

 事前に連絡を受けて対応しているとの答

弁でありました。 

 質問させていただいたように、突発的に

家族の入院とか、救急搬送されたときに、

当然、手話通訳者は間に合わない状況であ

りますので、手話サークルの人に頼んだの

だと思います。 

 今は便利な世の中になり、携帯一つあれ

ば、電話リレーサービスとか、スマホに話

しかければ素早く文字変換するという機能

もあります。 

 電話リレーサービスというのは本人の負

担がすごく大きいもので、インターネット

で調べた情報ですけれども、１分当たり

４４円かかるということであります。この

電話リレーサービスも含めてなのですけれ

ども、手話というのは、普通の会話に比べ

てワンテンポ置くのですごく時間がかかる

のも当然で、１回当たりの通話料も莫大に

なるという話も伺っております。 

 次の質問にも関連するのですけれども、

先ほどの手話通訳者やソーシャルワーカー

の筆談のほかに、病院での意思疎通の方法

というのは、現在どのように行われている

のか、お伺いしたいと思います。 

 また、先ほど選挙のことでも言ったので

すけれども、コミュニケーションボードの

活用も有効ではないかと思うのですが、そ

の辺の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 町長からの答弁にもございましたとお

り、事前に連絡のある方については、その

方に配慮して対応することができるのです

が、突発的なケースですね。こちらはあま

り経験がないのですが、そういった方につ

いては、先ほどおっしゃっていたとおり、

あらかじめ自分で、スマホに語りかけると

文字変換されるといったソフトを導入され

ていると思っていますし、筆談も有効に活

用できると思っておりますので、ケース・

バイ・ケースで対応しているという状況か

と思ってございます。 

 また、町長の答弁にもございましたけれ

ども、北海道の遠隔手話通訳サービスがせ

っかく町にあるのですが、病院で使えない

という状況にありました。それは、サービ

スを提供している関係団体とお話をさせて

いただきながら、使える形を取れると思っ

ておりますので、そういった手段を組み合

わせながら対応していきたいと考えてござ

います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 
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○８番（藤原公一君） 遠隔手話通訳サー

ビスは有効ですけれども、今、役場の庁舎

だけにあってなかなか扱えない状況もある

ものですから、病院でも有効に使えるよう

にしていただければと思います。 

 また、遠隔手話通訳サービスですけれど

も、この間、この方のお母さんが亡くなっ

たときに、葬儀場でも大変困ったというお

話を聞いております。これは、民間でも貸

し出せないのかどうか、答弁をお願いした

いなと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 現在の契約上は、時間数が限られている

部分もございますけれども、あくまでも庁

舎内でタブレット端末を使って、回線を使

って、手話通訳者の方と画面越しにやり取

りをするようになっております。 

 先日、ろうあ連盟にもお話を聞いたとこ

ろ、向こうのオペレーターにも人数の限り

があるということもありますので、もし事

前に日程が決まっていれば、遠隔手話通訳

サービスはもちろん有効に使うべきだと思

うのですけれども、やはり対面方式でやっ

たほうが確実に伝わるということもありま

す。現在の運用といたしましては、遠隔手

話通訳サービスを使いながら、事前に予定

が分かっているものについては、手話通訳

者を派遣する事業を今後も継続してまいり

たいと考えております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） この質問は、次の

手話を含む意思疎通の考えにあるので、も

う一回、最後に聞きたいと思います。 

 次に、車椅子の人の合理的配慮、掲示板

について、今後改善をしていただけると理

解いたしました。 

 高さの関係もあると思うのですけれど

も、掲示板について、文字を少し大きくす

るという工夫も必要かと思いますが、今後

の対応についてどう考えているのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し

上げます。 

 確かに、必要な情報を限られたスペース

でお伝えするということになると、どうし

ても文字が小さくなる傾向がございます

が、合理的配慮ということで、特に病院と

してお知らせすべきことがありますので、

皆さんが見て分かりやすく理解できるもの

に、順次、見直していきたいと考えてござ

います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 次に、車椅子の方

のことですけれども、病院での会計時のカ

ウンターの高さがかなり高いというお声も

いただいております。また、初診のときに

使用する記載台は車椅子の方に対応してい

ないと思うのです。そういうことも含め

て、今後、どのように対応されるのか。 

 また、薬局に送るファクスもすごく高い

位置にあって、車椅子の方は利用できない

と思うのです。こちらは職員がファクスを

送っているのを見ているので、この辺の対

応は大丈夫だと思うのですけれども、この

記載台の関係と、車椅子とは関係ないので

すけれども、診察待合室の椅子の高さにつ

いて、人によって低いほうがいい、高いほ

うがいいという人がいるようです。それぞ

れ足の状況も違うので、この辺の椅子の高

さの変更や、また、立ち上がるときに手す

りが欲しいというお声もいただいておりま

す。診察室の前の長椅子の話ですが、一つ

の場所でいいので、手すりを設けられない

のかということを合理的配慮の中で、病院

でどのように考えているのかだけ、お伺い

したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 御答弁申し
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上げます。 

 診察室の前の待合のところに手すりがあ

ればというお話ですが、考えられる方法と

すれば、床からの固定の手すりはなかなか

難しいと思っておりますので、手すりがつ

いた椅子のようなものを設置するという対

応が考えられないかということになろうか

と思います。 

 病院の施設も古いものが多く設置されて

ございますので、その見直しも含めて、そ

ういった配慮ができないかどうかについて

は考えていきたいと思ってございます。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 病院のバリアフリ

ー対策、点字ブロックの改善についてで

す。 

 ３月１日、私が通院させていただいたと

きにはマットがありました。昨日、社協で

やっている移送サービスで行ったときに、

マットが外されて、点字ブロックがあらわ

になったので、すぐに改善していただいた

のだなと感謝を申し上げます。 

 １階のトイレについても、設置位置の変

更を今後検討していただけるとの答弁でし

た。バリアフリー対策を一番先に考えなけ

ればいけない病院でありますので、この辺

もしっかりと進めていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 今後、患者さんと接点がある看護師とか

お医者さん、職員を含めて、バリアフリー

対策の改善のための意見交換などをしてい

ただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次に、手話を含む意思疎通の支援の考え

について質問させていただきたいと思いま

す。 

 第２期美幌町障がい者計画、平成２９年

度から３８年度、令和８年度までのコミュ

ニケーションの推進についてお伺いしたい

と思います。 

 この中に、視覚障がい、聴覚障がい、盲

ろう者等の項目があります。聴覚障がい者

支援では「点字奉仕員、朗読奉仕員の確保

に努めます」、聴覚障がい者の支援では

「手話通訳者、要約筆記者の確保に努めま

す」、盲ろう者の支援では「ＡＬＳ患者な

どの重度の言語機能障がい者のコミュニケ

ーションを確保するため、意思伝達装置な

どの日常生活用具を推進します。失語症や

構音障がいなどの言語障がい、知的障が

い、自閉症などの周囲とのコミュニケーシ

ョンが困難な人に支援を努めます」とあり

ます。 

 第２期障がい者計画におけるコミュニケ

ーションの推進というのは、現在までどの

ように進められてきたのか、また、今後ど

のように支援を拡充するかについてお伺い

したいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁申

し上げます。 

 今、議員からお話がありましたとおり、

視覚障がいをお持ちの方、聴覚障がいをお

持ちの方、様々な方が窓口で手続をされた

りする機会がございます。 

 繰り返しになりますけれども、聴覚障が

いをお持ちの方につきましては、先ほどの

答弁と重複しますが、現在、遠隔手話通話

サービスを使いながら、手話通訳者を派遣

するなどの事業を行っております。 

 また、地域生活支援事業の中で、日常生

活用具ということで、例えば、目の障がい

をお持ちの方とか耳の障がいをお持ちの方

につきましては、日常生活用具の扶助、支

給をこちらでも行っているところでありま

す。 

 計画の中では、障がいのある方に、その

計画の中のキーワードといいますか、住み

よく障がいのある方が長く美幌に住めるよ

うにということをテーマとしている計画で

もありますので、様々な支援を現在も行っ

ているところでありますので、御理解をお

願いしたいと思います。 
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○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 昨年、手話サーク

ルと教育委員会社会教育課で手話講習会を

３回開かせていただきました。明和大学に

おいても手話講習会を開催することができ

ました。 

 手話を学びたいという方が町内にも増え

てきております。できればこの手話講習会

に、病院も含めてですけれども、福祉部の

方とかに来ていただいて、意思疎通のこと

について勉強していただければと思ってお

りました。 

 教育委員会社会教育課だけではなくて、

障がい者計画をうたっている所管の部局の

福祉部も参加できなかったのかというか、

現実にされませんでした。福祉部の中に障

がい者担当の方がいると思うのですけれど

も、障がい者担当の方は手話に興味がない

のか、また、今後の教育委員会と福祉部の

連携についてお伺いしたいと思います。 

○議長（戸澤義典君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 様々な会合に

積極的に参加したいと考えていまして、興

味があるとかないということについては、

当然、福祉に携わっている者ですから、そ

の分野への興味と言うと語弊があるかもし

れませんけれども、関心があります。 

 また、教育委員会との連携につきまして

も、相互に連携を取り合いながら、障がい

に限らず、児童福祉についても横のつなが

りを持ちながらやっております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 前回は手話言語条

例の制定と言いましたけれども、今後、意

思疎通支援条例のことも含めて検討してい

ただければと思います。 

 次に、冬期における福祉避難所について

お伺いしたいと思います。 

 吹雪における透析を受けられる方に対し

て質問いたしましたけれども、令和４年９

月に個別避難所計画について質問させてい

ただきました。そのときに、避難支援者と

して管理しているのは７３４名と答弁され

ております。月日がたっているので増減は

あると思いますが、この７３４名に先ほど

の透析を受けられている美幌町の５７名と

いう方は含まれているのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 御答弁申

し上げます。 

 大変申し訳ありませんけれども、その資

料につきましては、今、手持ちがございま

せんので、後ほどお調べしてお答えしたい

と思います。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） ぜひ後で資料をお

願いします。 

 次に、福祉避難所の協定についてであり

ます。 

 先ほどの答弁で、特別養護老人ホーム緑

の苑、あさひデイサービスセンター、介護

老人保健施設アメニティ美幌の３施設とい

う答弁でありました。 

 この３か所に、避難者用のベッド、車椅

子を施設に預けているということなのです

けれども、各施設への配置数を教えていた

だきたいのと、配置されているベッドは現

在どのように保管されているのか、また、

使用されているのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（戸澤義典君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（多田敏明君） 福祉避難

所の備蓄品の関係ですけれども、詳細を申

し上げます。 

 まず、緑の苑につきましては、簡易ベッ

ドが１００台、歩行器につきましては、種

類がありますけれども６台、歩行補助杖が

４点、介護者用のエアマットが３台、車椅

子は種類がありますけれども全部で１１
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台、ストレッチャーが１台、それから、バ

ルーンタイプの照明が２機、電工ドラムが

一つとなっております。 

 それから、アメニティ美幌でありますけ

れども、簡易ベッドが３０台、折り畳みベ

ッドが３台、歩行器につきましては１１

台、車椅子、こちらも種類がありますけれ

ども、合わせて８台、移乗ボードが１台、

車椅子が１台、ストレッチャーが１台、灯

油ストーブが１０台、灯油のポリタンクが

２個、ＬＥＤランタンが１４個となってお

ります。 

 以上です。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さ

ん。 

○８番（藤原公一君） 今年、１月に起き

た能登半島地震でも、福祉避難所に行きた

くても行けないとかという報告が新聞報道

でありました。 

 美幌は、幸いにも災害が少ない地域であ

ります。今後、千島海溝の地震が予想され

ますが、美幌町でもある程度の被害が出る

と想定されております。先ほどの町長の町

政執行方針でも避難所の関係も言っており

ますので、しっかりと対策をよろしくお願

いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（戸澤義典君） ８番藤原公一さん

の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の一般質問を終わります。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（戸澤義典君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（戸澤義典君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

─────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（戸澤義典君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

       午後 ５時３０分 延会   
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